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国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様

次

同口

序

論
第
一
章
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様

一
国
内
法
に
お
け
る
悪
意
の
権
利
行
使
の
禁
止

二
国
際
法
学
説
に
お
け
る
悪
意
の
権
利
行
使
の
禁
止

三
国
際
裁
判
の
先
例
に
関
す
る
若
干
の
考
察

四
実
定
国
際
法
に
お
け
る
悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
の
原
則
の
受
容

五
悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
の
原
則
の
適
用
上
の
問
題
点

第
二
章
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様
∞
|
|
い
わ
ゆ
る
「
権
力
濫
用
」
|
|

一
国
内
法
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
概
念

l
l
「
権
利
目
的
」
論
的
構
成
|
|

二
国
際
法
学
説
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
禁
止
の
原
則

三
国
際
裁
判
の
先
例
に
関
す
る
考
察

付
先
例
の
分
析
に
関
す
る
若
干
の
予
備
的
考
察

同
条
約
目
的
に
違
反
す
る
権
利
行
使
ハ
以
上
、
本
号
)

け

|
|
悪
意
の
権
利
般
用
1

1

〆'ー、、

一、、./

臼

杵

矢口

史
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説

伺
慣
習
法
の
権
利
目
的
に
反
す
る
権
利
行
使

団
「
比
例
性
の
原
則
」
に
違
反
す
る
慣
習
法
上
の
権
利
行
使

四
「
権
力
濫
用
」
禁
止
原
則
の
適
用
上
の
限
界
を
め
ぐ
る
若
干
の
論
点

第
三
章
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様
伺
|
|
利
益
の
不
均
衡
に
よ
る
権
利
濫
用
|
|

結
論
に
代
え
て
|
|
若
干
の
基
本
的
論
点
に
つ
い
て
|
|

論

序

さよ為
jj岡

圏
内
法
と
同
様
に
、
国
際
法
に
お
い
て
も
、
権
利
濫
用
禁
止
の
観
念
が
導
入
さ
れ
う
る
と
説
く
学
者
は
少
な
く
な
い
。
す
で
に
一
九
二

五
年
の
ハ

l
グ
国
際
法
ア
カ
デ
ミ
ー
の
講
義
で
、

ポ
リ
チ
ス

(Z-HMo--吾
)
は
、
法
が
永
続
的
に
発
展
し
か
っ
変
化
す
る
こ
と
は
い
わ
ば

理
論
を
こ
え
た
公
理
で
あ
る
と
し
、
権
利
濫
用
の
観
念
は
か
か
る
法
の
性
格
か
ら
導
か
れ
る
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
あ
る
か
、
な
い
し
は
法
制
度

に
固
有
の
観
念
で
あ
る
と
述
べ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
権
利
が
社
会
の
共
通
の
利
益
に
基
づ
い
て
制
約
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
際
法
に

お
い
て
も
国
家
の
権
利
は
必
然
的
に
国
際
社
会
に
生
ず
る
共
通
の
利
益
に
服
す
る
と
い
う
新
し
い
社
会
環
境
が
次
第
に
認
め
ら
れ
る
傾
向

に
あ
る
と
さ
れ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
国
内
法
に
お
い
て
は
、

い
か
な
る
権
利
行
使
も
社
会
の
一
般
的
な
利
益
を
侵
害
す
る
と
き
に
は
、
権
利
濫
用
と
し
て

禁
止
さ
れ
る
。
権
利
が
社
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
権
利
の
反
社
会
的
な
行
使
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

国
際
法
に
お
い
て
も
、

か
か
る
権
利
濫
用
禁
止
の
法
原
則
が
妥
当
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
か
ろ
う
。

少
な
く
と
も
、
「
法

の
一
般
原
則
」
と
み
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

」
の
妥
当
性
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
学
説
上
、
完

全
な
意
見
の
一
致
を
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

北法31(1・40)40



一
方
の
見
方
と
し
て
、
国
際
法
に
お
け
る
そ
の
原
則
の
妥
当
性
の
根
拠
を
狭
く
と
ら
え
る
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
原
則
は
あ

く
ま
で
園
内
法
の
原
則
で
あ
っ
て
、

理
論
的
に
は
、
国
際
法
に
お
い
て
当
然
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
み
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ノレ

レ
(
ヤ
ロ

-mcc-2)
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
に
お
い
て
権
利
濫
用
禁
止
原
則
は
不
要
で
あ
り
、
国
際
法
規
の
原
始
的
か
つ
不
明
瞭
な
性
質
に

そ
れ
と
同
様
に
柔
軟
か
っ
正
確
さ
を
欠
く
権
利
濫
用
禁
止
原
則
は
何
ら
積
極
的
な
結
果
を
生
み
出
し
え
な
い
と
さ
れ
る
。

て
ら
し
て
、

他
方
、
権
利
濫
用
の
禁
止
は
法
に
本
質
的
な
原
則
で
あ
っ
て
、

国
際
法
に
お
い
て
も
当
然
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見

解
が
あ
る
。

はl

わ
が
国
で
は
名
島
助
教
授
に
よ
っ
て
比
較
的
早
く
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た
。

ば
、
「
法
秩
序
と
そ
の
構
造
目
的
に
反
す
る
個
別
的
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
法
理
的
矛
盾
で
あ
{
し
い
に
と
さ
れ
、
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫

用
概
念
は
基
本
的
に
は
「
法
秩
序
一
般
の
枠
内
で
捉
え
ら
れ
る
の
と
ほ
ぼ
同
様
と
見
て
差
支
っ
か
え
な
い
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
ラ

ウ
タ

l
パ
グ
ト
(
国

-
F
Eお
召
R
Z
)
は
、
い
か
な
る
法
体
系
に
お
い
て
も
裁
判
官
は
法
の
実
質
的
な
完
全
性
を
達
成
す
る
た
め
に
法
の

文
言
の
み
な
ら
ず
、
法
の
目
的
・
精
神
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
国
際
法
に
お
い
て
も
、
国
家
の
行
動
の
自
由
(
権
利
行

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、

名
島
助
教
授
に
よ
れ

国際法における権利濫用の成立態様

使
)
は
「
法
の
一
般
的
な
総
体
か
ら
導
か
れ
る
禁
止
規
範
」
に
よ
っ
て
も
規
律
さ
れ
う
る
と
論
ず
る
。
そ
し
て
、
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則

国
際
法
の
主
要
な
淵
源
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

は
そ
の
よ
う
な
禁
止
規
範
の
一
つ
で
あ
り
、

そ
れ
自
身
、

と
こ
ろ
で
、
権
利
濫
用
禁
止
原
則
は
本
来
、
国
内
法
の
原
別
で
あ
る
と
し
て
も
、

を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
国
際
法
に
お
け
る
そ
の
原
則
の
妥
当
性

こ
の
問
題
は
、
(
国
際
)
法
の
本
質
的
な
機
能
・
目
的
に
関
す
る
基
本
認
識
に
か
か
わ
る
主
題
で
あ

り
、
と
り
わ
け
、
法
の
漸
進
的
な
発
展
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
い
る
。
い
か
な
る
法
体
系
も
法
の
安
定

性
と
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
適
合
性
の
確
保
な
し
に
は
発
展
し
え
な
い
。
そ
れ
は
園
内
法
、
国
際
法
を
問
わ
ず
、
法
秩
序
の
基
本
的
な

要
請
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
伝
統
的
な
国
際
法
は
、
法
の
社
会
的
適
合
性
の
要
請
を
狭
く
と
ら
え
、
国
家
主
権
の
行
使
は
、
国
家
相
互
の

北法31(1・41)41

明
示
ま
た
は
黙
示
の
合
意
に
基
づ
く
国
際
法
に
よ
っ
て
特
に
禁
止
さ
れ
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
、
排
他
的
か
っ
自
由
な
も
の
で
あ
る
と



説

し
て
き
た
。
従
っ
て
、

そ
こ
で
は
す
で
に
合
意
さ
れ
た
実
定
国
際
法
の
法
的
安
定
性
が
確
保
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

か
か
る

北法31(1・-12)42

論

法
的
安
定
性
が
い
わ
ゆ
る
契
約
遵
守
の
原
則
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
(
国
家
の
行
動
の
自
由
を
広
く
認

こ
の
契
約
遵
守
の
原
則
の
存
在
は
否
定
し
て
い
な
い
。
)

め
よ
う
と
す
る
実
証
主
義
学
派
で
さ
え
、

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
既
存
の
実
定
法
秩
序
は
、

国
際
社
会
の
新
し
い
利
益
を
保
障
す
る
の
に
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
場
合
が

あ
る
。
法
の
社
会
的
適
合
性
が
法
秩
序
の
基
本
的
な
要
請
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

か
か
る
場
合
に
そ
の
利
益
を
保
障
す
る
基
本
原
理

が
作
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

何
故
な
ら
ば
、
「
変
化
す
る
国
際
法
秩
序
を
契
約
遵
守
の
原
則
だ
け
で
支
え
る
こ
と
は
不
可

能
」
で
あ
り
、
実
定
法
と
社
会
的
事
実
と
の
聞
の
矛
盾
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
際
法
秩
序
そ
の
も
の
に
と
っ
て
危
険
だ
か
ら
で

b
uか。

そ
こ
に
法
の
社
会
的
適
合
性
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
新
し
い
利
益
の
出
現
に
際
し
法
的
保
護
が
要
請

な
に
も
国
内
法
秩
序
に
の
み
固
有
の
現
象
で
は
な
い
。
か
か
る
利
益
保
護
が
無
視
さ
れ
る
な
ら
、

会
的
な
不
正
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
認
識
は
、

さ
れ
る
の
は
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
社

国
際
法
秩
序
に
お
い
て
も
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
新
し
い
利
益
が
出
現
す
る
場
合
、
社
会
に
機
能
す
る
法
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
既
存
の
実
定
法
規
を
補
充
・
修
正

す
る
基
本
原
理
を
必
要
と
す
る
。
(
も
と
よ
り
、
法
の
安
定
性
の
要
請
は
無
視
し
え
な
い
。
)
権
利
濫
用
禁
止
の
観
念
は
、
か
か
る
基
本
原

さ
て
、

理
の
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
質
的
に
法
の
社
会
的
適
合
性
と
い
う
基
本
的
要
請
に
基
づ
く
利
益
調
整
の
原

理
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
園
内
法
で
は
、

一
般
に
、
権
利
の
本
質
は
そ
の
権
利
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
利
益
に
他
な
ら
な
い
と

認
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
個
人
の
権
利
濫
用
は
、

か
か
る
利
益
の
実
現
(
権
利
行
使
)
が
新
た
に
法
的
保
護
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
他

者
の
利
益
に
お
い
て
制
限
さ
れ
る
形
で
規
定
さ
れ
る
も
の
と
い
え
る
。

国
際
社
会
に
お
け
る
権
利
濫
用
禁
止
の
本
質
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
形
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
原
則
を
国
際
法
秩
序
の
基

本
的
要
請
|
|
法
の
社
会
的
適
合
性
の
要
請
に
基
づ
く
利
益
調
整
ー
ー
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
強
調
し
て
い
た
の
は
、
す
で
に
言
及
し



た
ラ
ウ
タ

l
パ
ク
ト
で
あ
る
。

彼
が
一
九
三
三
年
の
著
書
『
国
際
社
会
に
お
け
る
法
の
機
能
』
で
展
開
し
た
「
(
法
の
)
変
更
の
手
段
と

し
て
の
権
利
濫
用
論
」
(
昨
日
岡
町
内
庁
ロ
丹
江

5
0町
与

z
s
a
巳

m
F
Z
E
E
-ロ
2
2
B
g同

O
間
口

r
g
m叩
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。
既
存
の
完
全
な
法
的
権
利
を
行
使
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
社
会
的
か
つ
道
義
的
に
よ
り
重
要
な
利
益
を
侵
害

す
る
な
ら
ば
、
権
利
の
濫
用
で
あ
り
違
法
と
な
る
。
そ
れ
は
、

程
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
既
存
の
権
利
主
張
に
固
執
す
る
吉
田
正
4
E
W
な
解
釈
は
、

法
の
本
質
的
な
目
的
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
説
く
。 こ

れ
ま
で
法
的
保
護
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
利
益
が
権
利
に
転
化
す
る
過

国
際
社
会
の
「
変
化
と
安
定
」
の
調
和
を
め
ざ
す

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
国
家
の
自
由
に
任
さ
れ
る
行
動
(
権
利
行
使
)

は
、
国
際
社
会
に
出
現
す
る
新
し
い
法
的
利
誌
を
無
視
し
て
認

め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
学
説
・
先
例
で
は
、
国
家
の
権
利
行
使
は
、

国
際
社
会
の
倫
理

的
な
考
慮
、
関
連
の
国
際
法
規
に
内
在
す
る
趣
旨
・
目
的
お
よ
び
諸
国
の
追
求
す
る
具
体
的
利
益
の
公
平
な
均
衡
と
い
っ
た
要
請
を
無
視

は

し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
、
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
が
適
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

た
だ
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
禁
止
の
観
念
は
、
国
家
主
権
の
問
題
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ

故
に
ま
た
、
そ
の
濫
用
禁
止
原
則
の
法
源
性
を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
対
立
が
あ
る
。
国
家
の
行
動
の
自
由
を
広
く
認
め
、
ま
た
法
の
安
定
性

を
強
調
す
る
立
場
か
ら
、
こ
の
原
則
の
国
際
法
の
法
源
性
を
認
め
な
い
見
解
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
周
知
の
よ
う
に
国
際
裁
判

で
は
、
条
約
あ
る
い
は
慣
習
国
際
法
の
規
則
の
他
に
、
「
文
明
諸
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
問
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
権
利
濫
用
禁
止
原
則
は
、
現
在
、
そ
う
し
た
国
内
法
に
共
通
に
認
め
ら
れ
て
い
る
法
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
か
り
に
権
利

濫
用
禁
止
原
則
が
国
際
法
の
法
源
で
な
い
と
し
て
も
、
園
内
法
上
の
共
通
原
則
が
客
観
的
に
認
識
し
う
る
形
で
、
国
際
裁
判
の
準
則
と
し

て
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
の
本
質
的
な
目
的
・
機
能
に
調
和
す
る
権
利
濫
用
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禁
止
原
則
は
、

国
際
法
の
漸
進
的
な
発
展
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
か
か
る
理
解
か
ら
、
学
説
・
先
例
は
、

そ
の
原
則
が
国
際
法



説

に
お
い
て
も
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

北法31(1・44}14

論

本
稿
は
、
か
か
る
問
題
関
心
か
ら
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様
に
つ
い
て
実
証
的
な
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ

る
。
具
体
的
に
い
か
な
る
態
様
の
も
と
に
、
国
家
の
権
利
濫
用
が
成
立
す
る
の
か
、
国
内
法
と
同
様
に
、
そ
の
実
際
の
成
立
に
は
様
々
な

態
様
が
複
雑
に
交
錯
し
て
い
る
。
が
、
基
本
的
に
は
諸
国
の
国
内
法
に
共
通
す
る
い
く
つ
か
の
成
立
態
様
が
、
国
際
法
の
場
合
に
も
等
し

く
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
国
際
法
に
お
い
て
権
利
濫
用
が
成
立
す
る
と
さ
れ
て
き
た
学
説
・
先
例
に
て
ら
し
て
、

典
型
的
に
み
ら
れ
る
次
の
三
つ
の
態
様
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
第
一
章
で
は
、

国
家
が
も
っ
ぱ
ら
他
国
に
損
害
を
与

え
る
と
い
う
悪
意
で
自
己
の
権
利
を
行
使
す
る
場
合
に
成
立
す
る
権
利
濫
用
(
悪
意
の
権
利
濫
用
)

に
つ
い
て
、
第
二
章
で
は
、

国
家
が

国
際
法
規
の
定
め
る
特
定
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、

そ
の
法
規
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
自
己
の
権
利
を
行
使
す
る
場
合
に
成
立
す

る
権
利
濫
用
(
い
わ
ゆ
る
「
権
力
濫
用
」
)
、
第
三
章
に
お
い
て
は
、
国
家
が
自
ら
正
当
に
追
求
し
う
る
利
益
に
対
し
て
、
著
し
く
過
度
な

損
害
を
他
国
に
与
え
る
よ
う
な
場
合
に
成
立
す
る
と
さ
れ
る
権
利
濫
用
(
利
益
の
不
均
衡
に
よ
る
権
利
濫
用
)

に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
考

察
す
る
。
こ
の
よ
う
に
本
稿
は
、

国
際
法
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
る
国
家
の
権
利
濫
用
の
成
立
態
様
に
考
察
の
重
点
を
お
く
も
の
で
あ
る
。

が
、
最
後
に

そ
の
権
利
濫
用
に
関
す
る
若
干
の
論
点
を
取
り
上
げ
る
。

(
1
)
Z
-
H
v
o
-
-
t
p
z
F
伶
官
o
Z
P
B
O
L
g
-
E
H
X
注
目
c
g
円

r-曲
目

0
5
。
5
5
2
A
m
m
門
戸
田
同
r
b
R
F
O
品
。

E
ゲ
己
凹
【
目
。
m
L
B
巳
《
山
田
口
回
一
2
円
品
目
}
C
円
仲
間
町
三
2
・

E
C
D
E
ロ
阿
~
・
勾
ぬ
町
民
阻
む
弘
同
肺
門
巴
R
2
L
O
B
O
A
Y
S
N
印
戸
句
・
∞
。
・

(
2
)

句
作
.
日
以
y

∞罰
l
∞∞・

(

3

)

ヤ
ロ
-
m
o
ロ
-
o
p
h
白
。
白
神
、
白
円
h
b
z
h
ミ
ミ
叩
町
役
』
弘
司
~
白
吋
p
h
也
、
、
民
同
弘
司
、
h
~
v
R
L
同
色
億
四
也
、
ミ
H
L
『
ミ
ミ
、
苫
む
な
q
w
H
h
同
町
、
民
N
V

町
民
円
・
巴
印
∞

--u問
】
・
ロ
∞
1
5
少
同
品
川
Y

5
0
・
同
様
の
見
解
は
、
シ
ェ
ル
ニ
に
も
み
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
は
国
家
の
自
由
と
独
立
を
基
調
と
す
る
国
際
法
秩
序
に
お

い
て
は
承
認
し
が
た
い
公
E
2
2
S
Z
Z
)
と
い
う
。
忌
・
ω
8
5
r
h
伝
言
8

札

H
U
H
-
一
、
凡
な
也
君
民
同
白
骨
、
雪
之
同
ミ
雪
E
H
N
芯
E
H
2
.
H由

8
・回以

-
g・
も

っ
と
も
、
ル
l
レ
は
こ
の
原
則
が
慎
章
一
か
つ
適
切
に
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
国
際
法
に
お
い
て
も
「
場
合
に
よ
っ
て
は
、
何
ら
か
の
有
用
な
役
割
を
は
た



し
う
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
ト
『
・
0
・岡山
D
己
2
・
也
、
・
町
民
同
-
-
切
-

H

品由・

(

4

)

名
島
芳
、
『
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
』
(
一
九
六
六
年
)
九

O
頁。

(

5

)

名
島
芳
、
前
掲
書
、
九
四
真
。

(

6

)

出
・
戸
田
三
四
片
岡
出
口
r
f
吋
砕
句
、
定
昌
司
HHq昌也.、
.
h
s
e
g
H
E司
同
ミ
ミ
E
M
E
S
S町
内

bwS主
主
SHH-]5ωω
・
司
司
・
∞
∞
!
∞
ア

N由∞・

ハ
7
)
こ
の
点
に
論
及
す
る
文
献
と
し
て
は
差
し
当
た
り
、
巧

-H1
ユE
B
E
P
-
-、円
r
o
C
5
4
2
7
0同
ω
S
Hゅ
の
g
z
o
-
2
2
p
o
F
ε
t
E即
日

-
g
ι
5

何
時
点
目
同
己
旬
。
口
同
町
内
問
己
2
0四回ロ
Z
B丘町
C
E
-
ω
S芯
河

2
3ロ田
FZ]-quJN凶
・
て
-h・ト・・

5
-・
5
・

sa-同y
H
H∞
・
田
畑
茂
二
郎
、
「
国
際
裁
判
に

於
け
る
政
治
的
紛
争
の
除
外
に
つ
い
て
ー
ー
そ
の
現
実
的
意
味
の
考
察
|
|
」
法
学
論
議
第
三
三
巻
第
五
号
、
一
)
一
頁
、
東
寿
太
郎
、
「
国
際
法
に
お

け
る
事
情
変
更
の
原
則
」
商
経
法
論
叢
第
一
回
巻
第
二
号
(
神
奈
川
大
学
)
、
二

O
五

二

O
六
頁
参
照
。

(

8

)

田
岡
良
て
『
国
際
法
学
大
綱
・
上
巻
』
(
昭
和
一
八
年
)
一
七
一
ー
ー
一
七
二
頁
。
戸
開
包
括
P
旬以三

Reha
。
H
.
hミ
旬
、
E
H
H
S
E
H
N
h
S
F
S
E
-
-
y

ω
C
∞・

引
判

(

9

)

も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
で
も
法
の
社
会
的
適
合
性
の
要
請
に
基
づ
く
「
事
情
変
更
の
原
則
」
の
適
用
は
な
お
問
題
と
な
り
う
る
。
東
寿
太
郎
、
前
掲
論

文
、
一
九
七
|
二
二
八
頁
参
照
。
回
畑
茂
二
郎
、
前
掲
論
文
、
-
一
丁
i
-

三
一
頁
参
照
。
。
・
]
ピ
呂
ロ
吋
H
Y
-
-
ω
g
z
t
q
g
L
わ
宮
口
問
。

H
d
E
}曲、

z
s
-
口
。
ロ
ロ
ロ
ロ
E
C
Cロ
C同

ωcmH出
口
巴
O
ロ
O
同
吋
BmH-oω
ゲ
可
刻
。
s
。
ロ
ロ
同
わ
rEMmぬ
仏

門

UF叫
nEEω
昨日
MRMgj
、
、
。
町
時
間
伐
と
苫
向
的
。
¥
H
F崎
弘
・
め
-H-h--

H由由叶・

HM-H∞叶・

(
ω
)

い
う
ま
で
も
な
く
、
契
約
遵
守
の
原
則
は
実
定
国
際
法
の
拘
束
力
の
基
礎
を
成
す
原
別
で
あ
る
。
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
I

〔
新
版
〕
』
(
法
律
学
全

集
)
、
一
三
七
頁
参
照
。

(
日
)
東
寿
太
郎
、
前
掲
論
文
、
二

O
五
頁
。
な
お
、
問
畑
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
実
定
法
は
そ
の
本
質
上
静
止
的
守
旧
的
で
あ
り
、
既
往
の
状
態
の
確
定
乃
至

固
定
化
以
上
で
は
あ
り
え
」
ず
、
「
そ
れ
は
社
会
情
勢
の
変
化
に
適
合
せ
ず
或
ひ
は
不
正
と
な
り
陳
腐
と
な
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
田
畑
茂
二
郎
、
前
掲

論
文
、
一
一

O
頁。
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(
回
)
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
?
の
曲
目
立
D
ロ
の
権
利
濫
用
論
に
み
ら
れ
る
。
「
元
来
、
権
利
は
社
会
的
に
役
に
立
つ
と
い
う
理
由
で
法

律
上
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
な
効
用
が
な
く
な
れ
ば
そ
の
保
護
も
亦
奪
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
権
利
濫
用
の
理
論
は
ま
さ
に
こ
の

間
に
お
け
る
緩
和
の
手
段
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
」
、
問
題
は
「
社
会
的
効
用
と
い
う
目
的
を
以
て
個
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
権
利
が
、

外
観
上
は
そ
の
権
利
を
規
定
す
る
法
条
に
一
致
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
明
か
に
反
社
会
的
な
方
法
で
行
使
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
」
で
あ
る
、
と
。
末
川



説

降
、
『
権
利
侵
害
と
権
利
濫
用
』
(
昭
和
四
五
年
)
二
二
五
|
二
二
六
頁
。
か
か
る
見
方
は
、
国
内
法
上
、
権
利
濫
用
禁
止
の
観
念
を
肯
定
す
る
論
者
に

基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
特
に
立
ち
入
ら
な
い
。

(
日
〉
出
-
F
E
R
4
2
Z・。
h
v

・
門
戸
-
E官
出
口

CHOAT
苫
-
N申
印

l
N
g・
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
そ
の
後
、
プ
オ
ス
(
〉
仏
D
]
同
〈
D
E
)

に
全
面
的
に
引
き
継

が
れ
た
。
彼
は
ラ
ウ
タ

1
パ
ク
ト
の
説
を
引
用
し
つ
つ
、
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
は
「
法
の
発
展
を
も
た
ら
し
、
権
利
を
創
出
す
る
機
能
」
を
は
た
す
も

の
で
お
る
と
い
う
。
〉
・
〈
O
F
N
C与
な
さ
ま
さ
良
町

P
3
5を
ミ

門

戸

H
E
Z
哲三目。
-m回
目
ス
阻
ま
P
C
2
2
5
E
;己
宮
田
ロ
朋
広
三
者

2
C

H由品。・

ω
ω
-
H
U吋
lHω
∞-

(

M

)

出
-
F
E
H
O
弓
m
n
E・

e-円凡
H
・

3
・
N
S
l
ω
C
0・
〉
・
〈
cmm-
白
骨
・
門
戸
・

ωω
・
HA品
iH品
∞
・
フ
ォ
ス
に
よ
れ
ば
、
契
約
遵
守
の
原
則
の
他
に
、
権
利
濫
用

禁
止
と
事
情
変
更
の
原
則
は
、
法
の
発
展
を
も
た
ら
す
動
態
的
な
法
原
則
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
法
体
系
に
と
っ
て
有
効
か
つ
必
要
な
基
本
原
別
で
あ
る

宏
、
・
ぇ
F
-
∞
-
E叶
・
)
と
さ
れ
る
。

(
日
)
』
-
U
-
M
N
o
z
r
y
司、・町民
F
-
日

UH)-E申
lH印
〔

}
W
ζ
・
ω
n巾
円
巳
・
也
、
・
町
民
同
・
司
・
∞
。
・
円
四
-
H・
回
H
0
4
司
ロ
ロ
少
、
ミ
港
内
リ
凡
ー
も
な
恒
也
、
、
宮
ミ
R
L『お同町、
3
b
な
も
諸
白
』

h
白
戸

凶ロ《凶伶《凶・・
H
m
v
叶品・回以・品
ωN.

(
時
)
田
畑
茂
二
郎
、
前
掲
書
(
法
律
学
全
集
〉
、
一
三
四
頁
。

(
ロ
)
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
は
法
の
漸
進
的
発
展
に
お
い
て
有
用
な
作
用
を
は
た
し
う
る
が
、
-
般
原
則
と
し
て
は
笑
定
(
国

際
)
法
上
存
在
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
円
四

5
4句ロ
-Hmy

。
、
.
ミ
H--MM-hSN-

(
凶
)
田
畑
教
授
に
よ
れ
ば
、
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
は
「
国
内
法
の
場
合
に
お
い
て
も
、
は
じ
め
か
ら
当
然
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
」
で
は
な
く
、
そ
れ

故
「
法
秩
序
に
当
然
に
内
在
さ
れ
て
い
る
原
則
」
と
み
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
さ
れ
つ
つ
も
、
「
国
内
法
上
の
共
通
原
則
が
裁
判
基
準
と
し
て
援
用
さ
れ

る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
う
し
た
原
則
が
次
第
に
国
際
法
上
の
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
い
た
る
場
合
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
田
畑
茂
二
郎
、
前
掲
書
、

コ
ニ
二
良
、
一
三
四
頁
。

(
悶
)
名
島
助
教
授
は
、
「
濫
用
禁
止
原
則
の
実
際
上
の
適
用
に
於
て
、
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
結
局
は
濫
用
認
定
の
標
識
の
問
題
で
あ
」
り
、
「
こ
の
標
識

の
篠
立
な
し
に
は
、
右
原
則
が
甚
だ
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
法
原
則
に
と
ど
ま
る
お
そ
れ
は
多
分
に
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
か
く
て
、
「
こ
の
原
則
が
国
際
的
法
廷

に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
つ
づ
け
る
な
ら
ば
、
権
利
濫
用
は
一
般
概
念
的
に
は
い
か
な
る
法
体
系
に
お
い
て
も
存
在
し
得
ベ
き
違
法
現
象
で
あ
る
と
同
時
に
、

災
定
的
な
裁
判
規
範
と
し
て
、
技
術
的
に
実
証
さ
れ
た
国
際
法
規
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
。
名
島
芳
、
前
掲
書
、

)
O
O頁
お
よ
び
一
ニ
五
頁
。

本
稿
の
考
察
も
基
本
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
に
関
す
る
わ
が
国
の
研
宛
と
し
て

論
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は
、
名
島
芳
、
前
掲
書
の
他
に
、
入
江
啓
四
郎
、
『
国
際
法
解
義
♀
盈
訂
版
〕
』
(
一
九
七
二
年
)
二
一
=
一
ー
l
二
二
九
頁
、
が
あ
る
。

(
却
)
こ
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
く
研
究
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
。

HW・
円

U
Y
E
M
m
-
C
2時
間
、
ミ

、
、
民
主
リ
叫
も
な
旬
。
¥

h
白
建
白
し
同

bhqhv町
民
偽
札
守
旧
同
昌
司
崎
、
E
H
H
R
b
E
H
町
内
。
官
、
.HH珂
ぬ
室
崎
吋
ミ
~
v
R
E
A
H
N
F
S印
ω
・
冨
y
H
N
H
H
U
A山
U
0・
ロ
・

ω
・
叶
3
L
O
P
E吋，
r
o
(
U
O回件。ロ件

。
同
同
}
M
O
H
N
E目
。
芝
山
内
ユ
ロ
己
〉
ず
ロ
2

0
問
見
F
m
v
g
山
口
阿
国
件
。
円
ロ
m
t
Dロ
m
L
H
k
gミ
ノ
句
、
む
な
』
吋
内
ぬ
る
。
。
静
。
¥
L『
ミ
電
話
回
な
白
書
之

hhH電
-
d
o
-
-
K
H
A
Y
H由、吋
NIHS-ω
一-

H】同
y
ω
N
ω
i
g
N
U
H
W
。
・
ロ
C
U
B
B
邑
0
・
=
吋
}
M
O
ω
g同u
o
m
wロ
品
。
。
口
Z

E

C
町内凶

(UC自
立
巳
口
同

C
同
〉
ゲ
5
0
0
岡
田
m
Z
Z
F
g
g
m
t
o
E
-
F内
ミ
ノ
同
h
q
-

th困
、
札
旬
、
え
号
、
苫
昌
之
司
諸
島
町

h
白
珪

-HqH丘
、
諸
島
戸
〈
D
-
・
H
A
Y
M
m
v吋一
Y
司
匂
・
品
一
吋
l
D円
N・

第
一
章

国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様

1

1

悪
意
の
権
利
濫
用

l
l

付

困
内
法
に
お
け
る
悪
意
の
権
利
行
使
の
禁
止

悪
意
の
存
在
を
理
由
と
し
て
権
利
濫
用
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、

ロ
ー
マ
法
以
来
国
内
法
制
に
お
い
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い

唱
上

る
。
ド
イ
ツ
民
法
第
二
二
六
条
(
一
八
九
六
年
制
定
公
布
)
は
「
権
利
の
行
使
は
単
に
他
人
を
害
す
る
た
め
に
為
さ
れ
る
と
き
に
は
、

れ
を
許
さ
ず
」
と
規
定
し
て
い
る
。
権
利
濫
用
論
の
発
生
の
地
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
著
名
な
判
決
に
お
い
て
は
、
「
悪
い
感
情
に
支
配
さ
れ V 

'-

国際法における権利濫用の成立態様

て
、
敵
意
を
も
っ
て
為
さ
れ
た
行
為
が
何
ら
権
利
の
享
有
者
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
な
く
、

(
一
八
五
五
年
の
コ
ル
マ

l
ル
判
決
)
。

し
か
も
他
人
に
甚
大
な
損
害
を
加
え
る
場

合
」
の
行
為
は
是
認
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る

ず
」
と
規
定
し

(
第
一
条
)
、

わ
が
国
の
民
法
も
「
権
利
の
濫
用
は
こ
れ
を
許
さ

そ
の
濫
用
の
態
様
の
一
つ
と
し
て
、
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
五
十
嵐
教
授
は
、
「
権

利
者
が
、
自
己
に
正
当
な
利
益
が
な
い
の
に
、
相
手
方
を
害
す
る
目
的
で
権
利
を
行
使
し
た
り
、

を
行
使
す
る
場
合
:
:
:
通
常
は
こ
れ
だ
け
で
権
利
濫
用
と
さ
れ
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。

不
当
な
利
益
を
獲
得
す
る
目
的
で
権
利

北法31(1・47)47

英
米
法
に
お
い
て
は
こ
の
種
の
制
定
法
規
は
な
く
、

の
異
論
が
あ
る
。
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
不
法
行
為
法
で
は
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
の
体
系
上
、
権
利
濫
用
の
法
理
が
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
若
干

権
利
行
使
の
動
機

(B
。ta
Z
)
は
重
視
さ
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、



説

財
産
の
利
用
が
不
当
ま
た
は
悪
意
に
よ
る
動
機
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
違
法
と
さ
れ
え
な
い
と
判
示
さ
れ
た
ケ

1
ス
は
少
な
く

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
た
と
え
正
当
な
財
産
の
利
用
で
あ
れ
、
そ
の
利
用
が
隣
人
を
困

問

2
5ロ
与
ぽ
な
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
が
成
立
す
る
と
い
わ
れ
る
。

惑
さ
せ
る
意
図
の
下
に
行
な
わ
れ
る
と
き
に
は

こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
法

北法31(1・48)48

論

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
プ
ロ
ッ
サ
l

(者
-
P
2
8
H
)
に
よ
れ
ば
、
「
被
告
が
純
粋
な
悪
意
吉
田
ロ
ロ
巾
)
ま
た
は
遺
恨
(
聞
な
互
に
よ

っ
て
行
動
す
る
場
合
に
は
;
:
:
か
か
る
行
動
は
社
会
的
見
地
か
ら
保
護
さ
れ
え
ず
、
そ
こ
に
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
に
基
づ
く
責
任
が
存
ず
る
こ

と
は
今
や
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
の
禁
止
は
英
米
法
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も

そ
の
ニ
ュ

l
サ
ン
ス
法
で
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
英
米
行
政
法
に
目
を
む
け
る
な
ら
ば
、

行
政
裁
量
権
の
濫
用
が
悪
意

(宮島

FEM)
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ド
・
ス
ミ
ス

(ω
・
〉
・
骨

ωBEM)
に
よ
れ
ば
、
そ
の
悪
意
の
概
念
は
、
詳
欺
(
向
日
ロ
仏
)

権
限
の
行
使
に
よ
っ
て
直
接
に
影
響
を
う
け

る
者
に
対
し
個
人
的
な
怨
恨
・
憎
悪
と
い
う
動
機
で
、
権
限
を
行
使
す
る
場
合
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
悪
意
に
基
づ
く
権
限
の
行
使

と
害
意
(
百
回
目
付
叩
)
の
二
つ
の
要
素
に
区
別
さ
れ
、
後
者
は
、

権
限
を
与
え
ら
れ
た
者
が
、

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

(
な
お
、
前
者
の
詐
欺
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
論
及
す
る
)
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
悪
意
に
よ
る
権
利
(
権
限
)
行
使
の
禁
止
は
、
あ
る
程
度
は
各
国
の
園
内
法
に
共
通
す
る
原
則
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
権
利
行
使
の
態
様
の
「
著
し
い
悪
性
」
は
い
か
な
る
権
利
に
つ
い
て
も
当
然
に
禁
止
さ
れ
る
と
い
わ
れ
、

こ
の
禁
止
の
主
な
目
的
は
法
に
倫
理
的
な
規
範
を
導
入
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
行
使
者
の
心
理
状
態
を
問
題
に

す
る
禁
止
原
則
は
、
国
際
法
に
お
い
て
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
園
内
法
と
国
際
法
と
で
は
、
そ
の
法
主
体
の
性
格
お
よ
び
社
会
的
な
構

造
が
当
然
に
異
な
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
園
内
法
の
主
体
で
あ
る
個
人
と
異
な
っ
て
、
国
際
法
主
体
の
国
家
は
観
念
的
・
抽
象
的
な

存
在
で
あ
る
。

に
、
複
雑
な
か
っ
微
妙
な
問
題
が
生
じ
よ
う
。
し
か
し
、

カ1

他
方
で
国
家
の
行
為
は
一
般
に
国
家
機
関
の
地
位
に
あ
る
自
然
人
の
行
な
う
行
為
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。

そ
こ

国
際
法
で
も
悪
意
禁
止
の
原
則
の
存
在
が
正
面
か
ら
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど



戸、、。
チ
ん

l
v

そ
の
問
題
は
む
し
ろ
、

悪
意
の
立
証
が
実
際
に
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
国
際
関
係
の
特
殊
な
性
格
に
て
ら
し

て
、
そ
の
原
則
が
実
際
に
は
余
り
援
用
さ
れ
な
い
と
い
う
背
景
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
国
際
法
に
お
け
る
学
説
を
み
て
み
よ
う
。

(1) 

(

1

)

末
川
博
、
『
権
利
濫
用
の
研
究
』
(
昭
和
二
四
年
〉
、

号
、
一
一
一
一
一
一
|
凶
一
頁
。

ハ
2
)
江
川
英
文
、
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
論
」
比
較
法
研
究
第
一
一
一
号
、
一
一
二
!
二
三
頁
。

(

3

)

五
十
嵐
清
、
『
民
法
講
義

1
総
則
』
(
五
十
嵐
清
他
著
・
昭
和
五
一
年
)
、
二

O
lニ
コ
一
頁
。

(

4

)

五
十
嵐
清
、
前
掲
書
、
二
二
一
良
。

(
5
)

切
・
。
・
ロ

zuBBmw門
目
。
・
色
、
・
門
戸
-
古
田
V

・印、吋
l
印∞

〈

6
)
下
山
瑛
二
、
「
英
米
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
」
(
末
川
先
生
古
稀
記
念
『
権
利
の
濫
用
・
下
』
(
昭
和
三
七
年
)
、
三
四

O
l三
四
一
一
良
参
照
。

〈

7
)
切
・
。
-
E
C
M
Z
》
自
由
《
】
ク
。
も
・
町
民
同
・
・
同
】
同
y

印、吋
i
印∞・

(
8
)
句
作
・
M
M
印
∞
・

〈

9
)
者・

3
0
g
F
同
S
E
S
静。
¥
H
b

。h
白

芭

ミ

2
5・
ω
円

L
E
-
-
S
F
宅
-
E
5
2申・

(ω
〉
切
・

0
・
ロ
ロ

u
B
B
ω
L
0・
。
、
.
町
民
同
よ
同
】
閉
y
印∞
1
印
m
v
u
z・同
ν
o
E
江
田
・
。

kv・
円
ご

---u・
∞
N-

(U)ω
・
〉
・
【
同
巾

ωB-Hr--ER忠
之
島
町
勾
間
三
間
臣
、
ロ

¥
h
n守
豆
諸
民
同
町
『
白
町
民
巴
国

h
ミ
芯
3・

sg-℃・
5
p
.

一
六
九
|
一
七

O
頁
。
石
本
雅
男
、
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
理
論
」
比
較
法
研
究
第
三

国際法における権利濫用の成立態様

国
際
法
学
説
に
お
け
る
悪
意
の
権
利
行
使
の
禁
止

北法31(1・49)49

国
際
法
に
お
い
て
、
悪
意
の
権
利
行
使
の
禁
止
原
則
が
存
在
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
古
く
は
ポ
リ
チ
ス
に
み
ら
れ
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
も
つ
ば
ら
他
人
を
害
す
る
意
図
(
コ

E
g
t
s
z
n
E丘
話
含
口
口
町
巾
)
は
権
利
濫
用
の
主
観
的
な
基
礎
を
成
す
も
の
で
あ
る
と

に
お
け
る
悪
意
の
禁
止
原
則
は
国
際
法
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
リ

し
、
国
内
法
わ
け
で
も
フ
ラ
ン
ス
民
法
(
判
例
)



説

dヘ、

ノレ

(の
-
M
N
ぽ

RH)
も
同
旨
の
見
解
で
あ
る
。
彼
は
、
国
際
法
上
権
利
濫
用
の
観
念
が
利
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
「
国
家

北法31(1・50)50

論

が
、
自
己
の
国
際
義
務
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
も
っ
ぱ
ら
他
国
を
害
す
る
た
め
に
(
宮
口
同
ロ
己

z
m
F
E可
巳
)
行
動
す
る
と
き
に
は
国
際
法

に
お
け
る
権
利
濫
用
が
存
す
る
で
あ
ろ
{
見
」
と
い
う
。
そ
の
他
、
ラ
ウ
タ

l
パ
ク
句
、
チ
ェ
ぇ
、
名
島
助
教
民
に
も
類
似
の
見
解
が
み
ら

れ
る
。さ

て
、

こ
れ
ら
の
見
解
に
共
通
す
る
基
本
的
な
認
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
彼
ら
の
見
解
か
ら
何
ら
か
の
特
別
の
共
通
理
由

園
内
法
に
お
け
る
と
同
様
に
、
悪
意
の
禁
止
原
則
の
導
入
(
存
在
)
が
当
然
祝
さ
れ
て

必
ず
し
も
容
易
で
は
な
く
、

を
見
出
す
こ
と
は
、

い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

チ
ェ
ン
(
∞
-
n
r
mロ
ぬ
)
に
よ
れ
ば
、
国
内
法
に
お
け
る
よ
う
に
す
べ
て
の
権
利
は
権
利

行
使
者
の
正
当
な
利
益
を
法
的
に
保
護
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
悪
意
の
目
的
を
伴
う
権
利
行
使
は
か
か
る
利
益
を
促

進
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
法
的
保
護
に
価
し
え
な
い
と
さ
れ
一
匁

悪
意
の
禁
止
原
則
を
肯
定
す
る
最
も
基
本
的
な
認
識
は
、

で
の
主
題
を
直
接
に
取
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、

限
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
れ
ト
彼
は
、
法
が
外
的
制
裁
の
脅
威
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む

ラ
ウ
タ

l
パ
ク
ト
の
見
解
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
見
解
は
こ
こ

国
際
法
に
お
い
て
も
「
法
は
社
会
的
に
行
な
わ
れ
う
る
道
徳
の
最
低

様
に
、
道
徳

し
ろ
法
そ
の
も
の
が
道
徳
的
な
か
っ
社
会
的
な
内
容
を
備
え
て
い
る
故
に
遵
守
さ
れ
る
と
し
、
国
際
法
も
多
か
れ
少
な
か
れ
他
の
法
と
同

の
命
ず
る
も
の
を
表
明
す
る
と
み

(h。
さ
ら
に
彼
は
、

(BOB--q) 

国
際
法
に
お
け
る
法
の
一
般
原
則
の
法
源
性
を
肯
定

す
る
立
場
か
ら
、

か
か
る
一
般
原
則
が
国
際
法
の
一
部
分
と
し
て
編
入
さ
れ
る
過
程
を
重
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
内
法
の
基
準
・
概
念

tこカl

な国
る際
と 法
いの
う10-

。部

要 分
す を
る成
にす
、よ

う

な
る

ペコ
れ

国
内
的
な
「
道
徳
」
の
基
準
も
ま
た
国
際
的
な
平
面
で
一
定
の
役
割
を
は
た
す
こ
と

定
)
法
と
道
徳
が
融
合
し
、

ラ
ウ
タ
l
パ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
国
内
法
の
一
般
原
則
を
媒
介
に
し
て
、
国
際
的
な
平
面
に
お
い
て
も
(
実

そ
こ
に
国
際
法
の
継
続
し
た
活
力
が
泌
養
さ
れ
る
の
で
、
社
会
道
徳
の
規
範
は
無
視
し
え
な
い
と
さ
れ
る
。



国
際
法
に
お
け
る
悪
意
禁
止
の
原
則
が
、
も
と
も
と
国
内
法
に
共
通
す
る
法
の
一
般
原
則
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

こ
の
よ
う
な
見
方

は
決
し
て
不
合
理
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
法
の
一
般
原
則
の
国
際
法
の
法
源
性
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
は
、
ラ
ウ
タ
i
パ
ク
ト
の
よ
う
な
見
解
は
当
然
に
は
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
に
な
向
。
し
か
し
、
悪
意
禁
止
の
法
原
則
そ
の
も
の
の
存
在
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
国
際
法
学
説
は
な
い
r

以
上
み
た
よ
う
に
、
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
は
こ
れ
ま
で
学
説
に
お
い
て
一
般
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(1) 

(
1
)
Z・
M
M
O
E
F
口、
-
nむ
よ

3
・
8
1巴・

(
2〉
の
-
H
N
f
R
Y
E
V
2
同州札山由
-
2
仏
ロ
ロ
HO誌
の

Z
ニ
2
U
1
-
s
r
-
o
m
田
口
阿
見
出
毘
》
DH同切回ロ件。
HHg巴
C
ロ
EMMWJ
勾・九・(り・噌

H
O
B
O
怠・

]SUω1口
・
毘
y

合
∞
iEH申・

(
3
)

出
・
戸
同
区
件
。
叫
回
出
口
町
MF
司
、
.
丘
町
--Hmwωω
・
U
H
Y
N
m
x
l
N市街

(
4
)
回・

(uro口
問
・
也
、
・
町
民
同
二
℃
司
・

]FNHtHNN-

(

5

)

名
島
芳
、
前
掲
書
、
八
六
頁
。

(

6

)

末
川
博
、
前
掲
書
、
二
三
ハ
、
一
四
一
二
、
一
四
六
頁
参
照
。

(

7

)

切・

(UFぬロ
m-
色、・町民
H
・匂
-HNN-

(

8

)

国
-
F
2
8
吋百円

F
同
ミ
司
、
苫
白
虫
色
苫
白
h
h
S
F
。
。
詰
寄
白
』
明
、
。
、
b
p
d
h
D
-
-
H
(包

--S
何・

F
E
Z
4
2
r
c・
5

8
噌唱・

NC印・

ハ
9
)
』日出・・

MM・色白・

(
叩
)
句
作
・

2
M
N
G品

NC印・

(
は
)
〉
・

(USω
関口
0
2
・
E
H
N
2
-
2
の
宮
b
s
-
2
ι
E
o
s
-同《
r
g
H
M
3
k
J
勾
・
色
。
-
L
D
B
O
N品
-
S
N申
1H・
同
省
-
E品
i
E印
な
お
、
名
島
芳
、
前
掲

書
、
一

O
五
頁
参
照
。

(
ロ
)
そ
の
他
の
肯
定
説
と
し
て
は
、
市
く
は
シ
ェ
l
ン
(
可
・

ωロ
r
c
mロ
)
の
見
解
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
、
自
己
の
利
益
な
し
に
も
つ
ば
ら
他

人
に
害
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
権
利
行
使
は
、
当
時
三
九
一
七
年
)
の
多
く
の
諸
国
の
園
内
法
体
系
で
不
法
行
為

(
o
z
o
gロ
R
V
E
Z。
Z
B
L・

-
E
口
問
)
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
基
本
原
則
は
国
際
法
に
お
い
て
も
明
白
に
認
め
ら
れ
う
る
と
い
う
。
た
だ
、
彼
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
不
法
行
為

は
国
際
法
上
実
際
に
は
始
ど
出
現
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
】
M
.
ω
n
r
o
m
p
bな
せ
と
宮
、
、
町
内
陸
ミ
急
時
同
白
・
刊
さ
3
h
n同
旬
、
句
HEHH司苫

s
a
草
君
、
E
R・
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説

宮
崎
話
回
白
さ
と
R
a
h
g・
5
ロ
ト
ロ
お
田

-2・
ω-N叶
・
そ
の
他
、
。
・
ロ
品
目
・
て
と
ど
ミ

R
P
F
回

ι
-
Y
H
c
g
-
ω
ω
・
巴

m
i
s
f
何

回

R
Z
P
同
宮
町
、
白

S

L

『ミミ
EHH叫
己
主
同

~
h
bさ
・

戸

市

町

内

山

市

Y

M
】・

N
O
由
一
司
・
の
己
問
問
。
ロ

}Mag-E戸
田
〈

mw-E-広

2

Z

Z己
口
広
島
。
田
〉
円
陣
内
山
田
】
ロ
ユ
岳
A
C
O
m
H
ロ
件
。
口
阿
国
片
岡
。
ロ
田
口
H
W
J

勾・

丸

-
n
-
L
O
B
O
E
-
H
E申

l
F
司
-
N印
0
・
な
お
、
ル

l
レ
は
こ
の
悪
意
(
て

5
8
2
Zロ
仏
ぬ
ロ

EFB)
の
基
準
を
国
際
法
上
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

が
、
そ
の
主
な
理
由
は
、
こ
の
基
準
が
行
為
者
の
心
理
的
な
動
機
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
放
に
そ
の
実
際
の
適
用
に
は
相
当
の
困
難
が
伴
う
と
い
う
点
に

求
め
る
。

-u-mc己
2
・。』
F
S
H
-
-
同》℃・

21S-
命
名
・
匂
・
自
由
・

論

国
際
裁
判
の
先
例
に
関
す
る
若
干
の
考
察

さ
て
、
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
の
禁
止
原
則
は
、
国
際
法
上
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は

そ
れ
が
適
用
さ
れ
た
ー
ー
ま
た
は
適
用
さ
れ
う
る

i
ー
と
み
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
若
干
の
主
題
に
つ
い
て
、
先
例
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、
村
、
公
海
に
お
け
る
漁
業
権
の
行
使
、
。
、
未
批
准
・
発
効
前
の
条
約
目
的
を
阻
害
す
る
行
為
、
日
開
、

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
を

一
方
的
に
破
棄
す
る
行
為
、

で
あ
る
。

付

公
海
に
お
け
る
漁
業
権
の
行
使

伝
統
的
な
公
海
自
由
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
公
海
そ
の
も
の
に
属
地
的
な
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
す
べ
て
の
国
家
は

そ
の
使
用
の
自
由
を
享
有
す
る
。
こ
の
使
用
の
自
由
に
は
、

一
般
に
航
行
・
漁
獲
・
上
空
飛
行
な
ど
の
自
由
の
他
に
、
国
際
法
の
一
般
原

則
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
限
り
は
、

い
か
な
る
自
由
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

か
か
る
公
海
使
用
の
自
由
は
そ
れ
を
利
用
す
る
国
家
間
で
国
際
法
上
い
か
に
し
て
調
整
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
行
国

際
法
上
、

そ
の
各
国
の
自
由
に
伴
う
利
用
の
競
合
(
粍
触
)

に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
国
家
は
他
国
の
利
益
に
「
合
理
的
な
考
慮
」
を
払

う
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
他
国
の
自
由
を
不
当
に
妨
げ
る
よ
う
に
そ
の
自
由
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
確
立
し
て
い
る

(
公
海
条
約

第
二
条
二
項
)
。

つ
ま
り
、

公
海
使
用
の
自
由
は
各
国
の
自
由
競
争
を
原
則
と
し
て
、

そ
こ
に
内
在
す
る
制
約
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
の

北法31(1・52)52



で
あ
る
。

か
か
る
内
在
的
制
約
の
一
つ
と
し
て
、
悪
意
に
よ
る
漁
業
権
の
行
使
は
禁
止
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
を
示
し
た
古
典
的
な

ケ

l
ス
と
し
て
、
ベ
ー
リ
ン
グ
海
オ
ッ
ト
セ
イ
仲
裁
裁
判
事
件
(
一
八
九
二
年
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
が
ロ
シ
ア
か
ら
買
受
け
た
ア
ラ
ス
カ
と
そ
の
近
隣
島
礁
に
繁
殖
す
る
オ
ッ
ト
セ
イ
の
無
許
可
の
捕
獲
を
そ
の
国
内

法
で
禁
止
し
、
公
海
上
で
操
業
す
る
イ
ギ
リ
ス
漁
船
を
同
法
に
違
反
し
た
と
し
て
掌
捕
・
処
罰
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
本
件
争
点
の

本
件
は
、

一
つ
は
、

ア
メ
リ
カ
の
プ
リ
ピ
ロ
フ
島
に
隣
接
す
る
公
海
(
ベ
ー
リ
ン
グ
海
)
上
で
、

ア
メ
リ
カ
が
イ
ギ
リ
ス
漁
民
の
捕
獲
の
権
利
を
制

限
し
て
、
自
国
領
域
内
で
生
息
し
て
公
海
を
遊
泳
す
る
オ
ッ
ト
セ
イ
に
対
し
て
排
他
的
な
保
護
権
を
有
す
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
裁
判
所

は
、
沿
岸
国
(
ア
メ
リ
カ
)
が
そ
の
領
海
の
限
界
を
こ
え
て
公
海
上
に
い
か
な
る
管
轄
権
も
行
使
で
き
な
い
と
し
て
、

オ
ッ
ト
セ
イ
保
護

に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
権
利
を
否
定
し
た
が
、
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
漁
業
権
が
公
海
上
で
「
悪
意
に
よ
っ
て
」
行
使
さ
れ
て
は
な
ら

も
し
イ
ギ
リ
ス
漁
民
が
「
プ
リ
ピ
ロ
フ
島
の
住
人
を
害
す

な
い
と
の
ベ
た
。
さ
ら
に
、

こ
の
点
は
イ
ギ
リ
ス
側
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
、

は)

お
よ
び
彼
ら
(
ア
メ
リ
カ
)
住
民
自
身
の
利
益
に
考
慮
を
払
う
こ
と
な
く
:
:
:
権
利
を
行
使
し
て
有
害
な
一

連
の
行
為
」
を
行
な
っ
た
こ
と
が
真
に
主
張
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
訴
権
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
が
r

る
と
い
う
悪
意
の
目
的
で
、

国際法における権利濫用の成立態様

基
本
的
に
は
漁
業
資
源
の
保
護
に
関
す
る
沿
岸
国
の
主
権
行
使
が
領
海
三
カ
イ
リ
内
に
限
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
の
領
海

外
に
お
い
て
は
公
海
自
由
の
原
則
が
妥
当
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
漁
業
資
源
の
保
存
に
つ
い
て
積
極
的
な
国
際
法

規
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
公
海
自
由
の
原
則
に
基
づ
く
関
係
国
(
イ
ギ
リ
ス
)
の
権
利
行
使
が
な
お
権
利
濫
用
の
法
理
に
よ

っ
て
制
限
さ
れ
う
る
こ
と
を
認
め
た
点
で
注
目
さ
れ
よ
う
。
チ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
悪
意
に
よ
る
損
害
惹
起
の
禁
止
(
任
問
官
o
E
r
E。
ロ
え

ヨ
丘
町
巳
0
5
Z
E弓
)
は
権
利
濫
用
論
の
重
要
な
一
側
面
で
あ
り
、
本
件
は
か
か
る
禁
止
規
範
の
適
用
可
能
性
を
明
瞭
に
認
め
た
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
る
。

本
件
判
決
は
、

北法31(1・53)53



説

未
批
准
・
発
効
前
の
条
約
目
的
を
阻
害
す
る
行
為

tコ次
に
、

国
際
法
に
お
い
て
悪
意
の
権
利
行
使
が
禁
止
さ
れ
る
例
と
し
て
、

条
約
締
結
の
手
続
に
関
す
る
問
題
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

論

る
。
国
際
法
上
、
国
家
は
、
す
で
に
署
名
し
た
が
未
だ
批
准
し
て
い
な
い
条
約
に
つ
い
て
、

そ
の
未
発
効
の
条
約
の
目
的
を
阻
害
す
る
行

為
を
差
し
控
え
る
べ
き
義
務
を
負
う
か
否
か
。
条
約
の
発
効
に
つ
い
て
、
国
家
が
そ
の
署
名
に
加
え
て
批
准
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
合

意
し
た
場
合
に
、

そ
の
署
名
の
行
為
は
条
約
の
発
効
の
最
終
的
な
意
思
表
示
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
、
厳
密
に
は
国
家
は
そ
の
署
名
に
よ

っ
て
条
約
内
容
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
条
約
の
署
名
と
批
准
の
聞
に
お
い
て
信
義
則
合
宮
胃

En--m
え
ぬ

o
a
p
E凶
)
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
チ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
条
約
の
批
准
ま
で
の
問
、

各
当
事
国
は
信
義
則
に
よ
っ
て
、

署
名
し
た
条
約
に
よ
っ
て
他
の

る当
」事

と 国
さ の

れ{権
るι利

多
分

不

フロ
全
で
tま
あ
る
カl

し
か
し
権
利
で
あ
る
ー
ー
を
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
慎
む
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ

ラ
ウ
タ

l
パ
ク
ト
も
同
様
に
、

「
本
質
的
に
法
の
一
部
を
成
す
」
信
義
則
に
よ
っ
て
|
|
条
約
を
批
准
す
べ
き
法
的
義

務
は
何
ら
存
し
て
い
な
い
が
|
|
、
署
名
さ
れ
た
条
約
の
価
値
を
実
質
的
に
害
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
行
為
を
差
し
控
え
る
べ
き
義
務
が

存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
(
一
九
六
九
年
)
は
、
批
准
を
条
件
と
し
て
署
名
し
て
い
る
場
合
に
、
か

か
る
義
務
の
存
在
を
肯
定
す
る
(
第
一
八
条
一
項
)
。
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
草
案
に
関
す
る
各
国
政
府
の
コ
メ
ン
ト
の
多
く
は
ー
ー
そ
の

信
義
則
上
の
義
務
を
条
約
の
「
交
渉
お
よ
び
作
成
の
期
間
」
に
ま
で
遡
っ
て
適
用
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
て
も
ー
に
そ
の
義
務
を
署
名

後
の
行
為
に
つ
い
て
認
め
る
こ
と
に
は
基
本
的
に
一
致
し
て
い
た
。
国
連
の
国
際
法
委
員
会
に
お
い
て
も
、
デ
・
ル
ナ
(
〉
・
骨

THE)

に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
適
用
さ
れ
る
信
義
則
は
国
際
社
会
を
形
成
す
る
主
権
国
家
が
併
存
す
る
と
い
う
こ
と
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
か
か
る
認
識
は
、

ル
テ

l
ル
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
敷
約
さ
れ
る
。
署
名
の
行
為
は
相
手
国
側
に
一
種
の
期
待
を
創
り
出
す
も
の
で

あ
っ
て
、

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
信
義
則
違
反
は
こ
の
「
期
待
の
不
履
行
」
に
他
な
ら
な
い
と
し
、

そ
の
違
反
の
有
無
は
、
意
思
表
示
・
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条
約
目
的
お
よ
び
状
況
の
全
体
に
て
ら
し
て
各
ケ
l
ス
ご
と
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
見
解
を
実
証
す
る
判
例
は
必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、

つ
ぎ
に
そ
の
先
例
を
み
て
み
よ
う
。
常
設
国
際
司
法
裁
判

所
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
上
部
シ
レ
ジ
ア
の
ド
イ
ツ
人
利
益
に
関
す
る
事
件
(
一
九
二
六
年
・
本
案
判
決
)
は
、
す
で
に
署
名
さ
れ
た
条
約
の
発

効
以
前
に
お
い
て
信
義
則
が
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
を
認
め
た
ケ
l
ス
で
あ
る
と
い
え
る
。
ド
イ
ツ
は
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
署
名
と
批
准
の

間
の
期
間
に
、

旧
ド
イ
ツ
帝
国
内
に
あ
っ
た
財
産
を
譲
渡
し
た
が
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、

ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
割
譲
さ

れ
る
予
定
の
地
域
内
の
財
産
が
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
は
、
信
義
則
に
よ
っ
て
締
約
当
事
国
聞
に
存
す
る
国
際
法
に
違
反
す
る
と
さ

れ
た
。
判
決
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
規
定
(
第
二
五
六
条
)
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
主
権
の
移
譲
前
に
ド
イ
ツ
の
行
な
う
財
産
譲

渡
を
無
効
と
み
な
す
い
か
な
る
権
利
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
は
与
え
て
い
な
い
と
し
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
、
も
し
主
権
の
実
際
の
移
譲
が
あ

そ
の
譲
渡
行
為
は
条
約
違
反
の
性
格
を
有
し
う
る
と
し
一
h
r

こ

る
以
前
に
ド
イ
ツ
の
有
す
る
財
産
処
分
の
権
利
が
濫
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、

(1) 

で
あ
る
と
は
認
め
な
か
っ
た
が
、
す

で
に
署
名
さ
れ
た
条
約
の
発
効
以
前
の
行
為
に
つ
い
て
、
権
利
濫
用
の
原
則
が
適
用
さ
れ
う
る
可
能
性
を
示
し
た
と
い
え
人
問
。
こ
の
点

の
よ
う
に
裁
判
所
は
、

そ
の
結
論
と
し
て
は
ド
イ
ツ
の
行
為
を
直
接
、
権
利
濫
用
(
信
義
則
違
反
)

国際法における権利濫用の成立態様

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
本
件
の
ド
イ
ツ
の
主
張
(
申
述
書
お
よ
び
ド
イ
ツ
弁
護
人
の
見
解
)

に
つ
い
て
、

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

ド
イ
ツ
政
府
は
い
か
な
る
権
利
の
行
使
も
無
制
限
で
は
あ
り
え
な
い
と
し
、

な
い
権
利
の
行
使
(
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
)

か
つ
他
国
を
害
す
る
目
的
以
外
に
何
ら
重
要
な
動
機
を
伴
わ

は
権
利
濫
用
を
構
成
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。

R
-
9
R
-

、

ヂ
ー
ナ
t

ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
条
約
草
案

こ
の
よ
う
な
法
的
義
務
の
存
在
を
消
極
的
に
と
ら
え
る
見
解
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

(
一
九
三
五
年
)
は
、
そ
の
「
条
約
発
効
前
の
署
名
国
の
義
務
」
と
題
す
る
規
定
(
第
九
条
)
に
お
い
て
、
前
述
し
た
信
義
則
に
基
づ
く

義
務
は
法
的
な
義
務
で
は
な
く
、
道
義
的
な
義
務
で
し
か
な
い
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
、
学
説
の
多
く
は
、
未
批
准
・

北法31(1・55)55

発
効
前
の
条
約
目
的
を
悶
害
す
る
行
為
が
信
義
則
(
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
の
禁
止
を
含
む
)

に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て



説

(
四
}

い
る
。オ

コ
ン
ネ
ル

(
ロ
・
司
・

0
6
0ロ
ロ
巾
ロ
)

に
よ
れ
ば
、
「
も
し
締
約
国
が
誠
実
に
一
定
の
行
為
を
約
束
し
、

そ
の
共
同
の
締
約
国
が
批
准
を

(
却
)

そ
の
(
前
者
の
)
国
家
は
権
利
濫
用
に
基
づ
い
て
請
求
権
を
有
し
う
る
」
と
さ
れ
る
。

北法31(1・56)56

。論

行
な
わ
な
か
っ
た
た
め
に
損
害
を
蒙
る
な
ら
ば
、

(
「
冨
ロ
Z
包
円
)
も
、
か
か
る
場
合
、
条
約
を
批
准
し
た
当
事
国
は
そ
の
条
約
を
廃
棄
す
る
か
、
ま
た
は
代

替
的
に
、
条
約
を
承
認
し
つ
つ
、
受
け
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
価
値
の
減
損
に
つ
い
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
と
い
う
。
こ
の
よ

条
約
法
の
権
威
者
マ
ク
ネ
ア

う
な
見
方
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
す
で
に
署
名
さ
れ
た
が
未
批
准
の
条
約
に
つ
い
て
、
そ
の
条
約
の
価
値
を
減
損
す
る
よ
う
な
悪
意
に
よ

る
権
利
行
使
は
、
国
際
不
法
行
為
の
成
立
を
も
た
ら
す
国
際
義
務
違
反
を
成
す
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

骨

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
一
方
的
に
破
棄
す
る
行
為

国
際
法
上
、
国
家
が
外
国
人
(
あ
る
い
は
外
国
企
業
)

と
締
結
す
る
契
約
は
一
般
に
国
家
契
約
と
呼
ば
れ
る
が
、

こ
こ
で
問
題
と
す
る

国
家
が
そ
の
園
内
資
源
の
開
発
あ
る
い
は
一
定
事
業
の
経
営
な
ど
に
つ
い
て
、

業
)
に
与
え
る
特
別
の
認
可
ま
た
は
そ
の
た
め
の
契
約
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
契
約
国
か
ら
み
れ
ば
、

国
家
の
公
益
に
関
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
契
約
の
準
拠
法
は
一
般
に
当
該
国
家
の
国
内
法
で
あ
る
の
で
、
国
内
公
法
上

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
は
、

外
国
人
(
あ
る
い
は
外
国
企

が
な
い
限
り
は
、
自
国
の
公
益
目
的
(
自
国
民
の
福
祉
あ
る
い
は
国
家
の
経
済
発
展
)

そ
の
受
益
者
の
本
国
に
対
す
る
条
約
上
の
義
務

の
た
め
に
、
そ
の
立
法
権
あ
る
い
は
行
政
権
を
行

使
し
て
そ
の
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
期
限
終
了
前
に
一
方
的
に
破
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

の
契
約
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
供
与
国
は
、

国
家
が
こ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
一
方
的
に
破
棄
(
あ
る
い
は
侵
害
)
す
る
場
合
に
、

(
担
}

(
官
同
団
巾
)
国
際
不
法
行
為
を
構
成
し
な
い
。
伝
統
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、

さ
て
、

か
か
る
行
為
は
当
然
に
は

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
原
則
と
し
て
国
内
法
を
基
礎
と
し
た
も
の

で
あ
り
、

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
が
予
め
国
際
法
の
原
則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
か
、
あ
る
い
は
コ



ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
国
家
聞
の
黙
示
の
合
意
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
の
み
、

る
。
他
方
で
、
外
国
人
財
産
の
収
用
の
一
形
態
と
し
て
、

そ
の
一
方
的
破
棄
が
国
際
不
法
行
為
を
成
す
と
さ
れ

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
国
家
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
る
態
様
に
よ
っ
て
は
、

そ
の
国

家
の
行
為
が
「
怒
意
的
な
」
作
為
ま
た
は
不
作
為
で
あ
る
が
故
に
、

ば

国
際
不
法
行
為
を
成
す
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
方
的
な
破
棄
は
、
必
ず
し
も
つ
ね
に
国
家
の
合
法
的
な
収
用
行
為
と
は
み
な
さ
れ
ず
に
、

一
定
の
条
件
ま
た

こ
の
見
解
に
よ
れ

不
法
行
為
で
あ
る
の
で
、

そ
れ
は
、
「
怒
意
的
な
」
作
為
ま
た
は
不
作
為
の
故
に
生
ず
る
と
さ
れ
る

国
家
が
外
国
人
の
本
国
に
対
し
て
負
う
条
約
上
の
義
務
に
違
反
す
る
行
為
と
は
本
質
的
に
異
な
る
と
さ
れ
る
。

は
状
況
に
お
い
て
は
国
際
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
。

ジ
ェ
サ
ッ
プ

(
M
V

・

n・
]
巾
m
山
田
口
匂
)

に
よ
れ
ば
、
国
際
法
上
、
原
則
と
し
て
、
単
な
る
国
家
契
約
の
違
反
ま
た
は
そ
の
不
履
行
は
直
ち
に
不

(1) 

し
か
し
、
そ
の
違
反
ま
た
は
不
履
行
が
い
わ
ゆ
る
「
不
法
な
も
し
く
は
没
収
的
な
契
約
違
反
」

(
g
z
f
V
E
R

S
D
F
S
Z弓
可
g
n
r
ぇ
S
E
E
n同
)
を
成
す
と
き
に
は
、
国
家
責
任
が
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
わ
が
国
で
は
山

本
教
授
に
み
ら
れ
る
。
山
本
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。
従
来
、
行
政
契
約
(
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
)
の
違
反
は
「
裁
判
拒
否
」

の
よ
う
な
明
白
な
国
際
不
法
行
為
を
伴
わ
な
い
限
り
、

法
行
為
を
構
成
し
な
い
が
、

国際法における権利濫用の成立態様

直
ち
に
国
家
責
任
を
生
じ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
「
今
日
で
は
、

行
政
契
約
の

破
棄
が
「
怒
意
的
に
」
行
な
わ
れ
る
限
り
国
際
不
法
行
為
を
構
成
す
る
、

と
解
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
「
そ
れ
は
、
す
く
な
く
と
も

契
約
の
文
言
に
表
示
さ
れ
た
当
事
者
の
合
意
に
反
す
る
よ
う
な
方
法
で
、

る
」
、
と
。

予
期
さ
れ
た
契
約
関
係
の
進
行
を
回
む
場
合
を
指
す
の
で
あ

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
破
棄
に
付
随
す
る
「
怒
意
性
」
(
同
門

Z
R
R
g
g印
)
の
具
体
的
な
内
容
は
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
い
と
す
る
見
方
が
な
い
で
は
な

wr
し
か
し
、
悪
意
に
よ
る
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
方
的
な
破
棄
が
国
際
不
法
行
為
を
成
す
と

た
だ
、
学
説
に
お
い
て
も
、

北法31(1・57)57

ハ
イ
ド
(
ゎ
・
。

-
E
E巾
)
に
よ
れ
ば
、
契
約
違
反
を
成
す
国
家
行
為
の
動

機

(B♀
7
1
0
)

が
そ
の
行
為
に
違
法
性
を
付
与
す
る
に
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
が
、
し
か
し
国
家
の
悪
意
(
ゲ
丘
町
田
正
戸
)
の
存
否
は
、

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

と
く
に
異
論
は
な
い
と
い
え
よ
う
。



説

そ
の
契
約
違
反
が
国
際
不
法
行
為
を
成
す
か
否
か
の
決
定
に
当
た
っ
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
一
つ
の
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ル
テ

i
ル

北法31(1・58)58

(HymmE叩
円
)

に
お
い
て
も
、

と
く
に
仲
裁
裁
判
に
お
い
て
か
か
る
不
法
行
為
責
任
の
成
立
は
様
々
な
形
で
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の

論

一
つ
と
し
て
、
「
犯
意
を
伴
う
よ
う
な
悪
意
の
行
為
の
観
念
」

(
正
常
円
田
口
門
司
自
己

-
n
H
E
M
S
B官
三

BH
ロロ白

-
E
2
5ロ
円
四
冊
ロ
口
町
内
W

)

を

(
他
の
観
念
と
し
て
裁
判
拒
否
と
外
国
人
に
対
す
る
差
別
が
あ
げ
ら
れ
る
)
。

そ
の
他
、

セ
レ
ン
セ
ン

認
め
る
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
る

(冨・

ω』同

g回
開
口
)
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
財
産
の
収
用
は
「
善
意
の
社
会
的
な
ま
た
は
経
済
的
な
目
的
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
」
当
該

財
産
の
利
用
を
不
可
欠
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
国
家
契
約
の
破
棄
に
関
す
る
最
近
の
学
説
に
お
い
て
も
、

こ
の
よ
う

な
見
方
は
、
基
本
的
に
継
受
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

こ
の
問
題
に
か
か
わ
る
多
く
の
国
際
法
の
諸
原
則
を
分
析
し
た
パ
ザ
ル
チ
(
出
・

E
同
氏
名
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
盗
意
性
を
判
断
す
る
最
も
よ
い
基
準
は
、

国
家
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
動
機
と
目
的

2
2
B
a
F
2

-
2
T
H仲
田
)
で
あ
り
、

と
り
わ
け
「
悪
意
の
あ
る

態
度
と
犯
意
を
伴
っ
て
」
(
内
ロ
ロ
巾

B
S
F
P
5
5と
E
2
s
g
同
4
2
コE
g片

山

O
ロ
骨
口
口
町
内
W

)

は
行
使
さ
れ
え
な
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
学
説
と
は
対
照
的
に
、

一
定
の
目
的
の
た
め
に
国
際
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
権
利
は
、
他
目
的
の
た
め
に
、

さ
て

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
方
的
な
破
棄
に
つ
い
て
、
国
家
の
悪
意
に
よ
る
不
法
行
為
を
明
白

に
み
と
め
た
先
例
は
決
し
て
多
く
は
な
い

ケ
ー
ス
の
状
況
い
か
ん
で
、
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
の

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
な
ど
の
諸
原
則
が
主
張
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
)
。
周
知
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
今

(
そ
の
一
方
的
な
破
棄
に
つ
い
て
は
、

ほ
か
に
、
既
得
権
尊
重
の
原
則
、

世
紀
の
初
め
か
ら
、
自
国
民
の
契
約
が
外
国
政
府
に
よ
っ
て
専
断
・
怒
意
的
に
破
棄
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
を
不
法
行
為

(
Z
Z
)

と
し
て
、
外
交
保
護
権
を
行
使
し
て
き
た
。
す
で
に
み
た
ジ
ェ
サ
ッ
プ
の
見
解
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
実
践
を
踏
ま

え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
差
別
的
な
取
扱
い
、
裁
判
拒
否
、
没
収
、

あ
る
と
き
に
、
外
交
保
護
権
が
行
使
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
実
践
を
詳
細
に
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

ア
メ
リ
カ
国
民
の
経
済
的
な
権
益
に
対
す
る
「
不
合
理
な
侵
害
」
が

こ
こ
で
は
へ
ン
リ

ー
・
サ
ペ
イ
ジ
事
件
(
一
八
五
二
年
)

を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
人
サ
ペ
イ
ジ
は
サ
ル
パ
ド
ル
政
府
の
特
別
の
許
可
を
え
て
相



当
量
の
火
薬
を
輸
出
し
、
当
局
の
指
定
の
場
所
に
保
管
し
た
が
、

ヲ

hv

こル}、

そ
の
後
サ
ル
バ
ド
ル
の
政
令
に
よ
っ
て
六
か
月
後
に
火
薬
を
専
売
と
す

お
よ
び
こ
の
期
間
中
は
一
定
量
以
上
の
販
売
が
禁
止
さ
れ
た
。
政
令
発
布
後
、
政
府
に
よ
る
買
取
り
が
拒
否
さ
れ
売
却
処
分
の

機
会
な
く
し
て
、

火
薬
が
没
収
さ
れ
た
た
め
に
仲
裁
裁
判
に
付
託
さ
れ
、

カ通

く

サ
ル
パ
ド
ル
政
府
に
損
害
賠
償
義
務
が
認
め
ら
れ
た
。

サ
ル
パ
ド
ル
政
府
が
予
め
六
か
月
以
内
に
火
薬
の
処
分
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
そ
の
買
取
り
を
拒
否
し
、

サ
ペ
イ
ジ
か
ら
悪
意
に
よ
っ
て
火
薬
を
剥
奪
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
禁
止
し
た
先
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
か
「

て
、
本
件
は
、

以
上
み
た
よ
う
に
、

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
方
的
な
破
棄
が
悪
意
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
場
合
に
、
国
際
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
み

る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
か
か
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
国
家
責
任
の
発
生
は
、
契
約
の
破
棄
・
不
履
行
に
伴
う
怒
意
的
な
「
態
様
ま

た
は
状
況
」
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
碍
(
英
米
法
に
お
け
る
契
約
の
三
。

E
C
5
σ
3
n
y
z
に
類
す
る
不
法
行
橋
)

O

そ
の
よ
う
な
怒
意
的
な
行
為
と
し
て
、

ほ)

例
え
ば
、
純
粋
に
政
治
的
な
目
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
か
あ
る
い
は
相
手
方
外
国
人
の
本
国
に
対

す
る
復
仇
命
名
門
戸
田
包
)
を
目
的
と
す
る
国
家
の
契
約
破
棄
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

方
的
な
契
約
破
棄
に
権
利
濫
用
の
成
立
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、

国
家
に
よ
る

国際法における権利濫用の成立態様

と
こ
ろ
で
、

か
か
る
権
利
濫
用
の
禁
止
は
、
外
国
人
財
産
の
取
扱
い
に
関
す
る
国
際
法
の
基
本
認
識
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
把
え
ら

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
法
的
に
条
約
と
同
様
に
取
扱
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

一
般
に
、

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン

れ
て
い
る
。

が
つ
ね
に
契
約
当
事
国
の
国
内
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
国
家
が
契
約
を
盗
意
的
に
破
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国

そ
の
契
約
関
係
に
基
づ
く
私
権
的
な
体
質
は
完
全
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、

人
の
権
益
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

北法31(1・59)59

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
公
的
性
質
(
一
方
的
破
棄
を
行
な
い
う
る
国
家
の
権
能
)
を
認
め
つ
つ
、
な
お
国
際
法
は
外
国
人
の
権
益
を
保
護
す

る
よ
う
に
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
価
値
判
断
が
強
調
さ
れ
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
な
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
洛
意
的
破
棄
の
禁
止
は
、
実
は
か
か
る
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
た
も



説

の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

ダ
ン
(
明
・

ω・
0
ロ
ロ
ロ
)
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
個
別
的
に
領
域
単
位
に
分
断
さ
れ
た

論

政
治
的
な
組
織
体
と
し
て
の
国
家
は
、
国
際
的
な
社
会
生
活
こ
と
に
現
行
の
国
際
的
な
通
商
活
動
(
貿
易
そ
の
他
の
経
済
交
流
)
を
継
続

し
て
維
持
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
国
家
が
、
そ
の
よ
う
な
国
際
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
最
低
限
の
経
済
状
態
(
貿
易
・
投

の
維
持
に
反
す
る
よ
う
な
形
で
、
そ
の
政
治
権
力
を
濫
用
す
る
と
き
に
は
、
社
会
の
構
成
員
で
あ
る
他
国
に
対

し
て
当
然
に
国
際
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
欠
。
要
す
る
に
、
国
内
社
会
に
お
け
る
と
同
様
に
、
「
通
常
の
社
会
的
な
期
待
」

国
家
の
国
際
責
任
の
発
生
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
、

資
・
資
本
移
動
の
自
由
)

に
反
す
る
よ
う
な
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン

(
契
約
)

の
破
棄
は
、

セ
ッ
シ
ョ
ン
の
怒
意
的
な
破
棄
に
よ
る
国
家
責
任
は
、
本
来
の
不
法
行
為
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
学

説
で
は
、
そ
の
国
家
責
任
の
発
生
の
根
拠
を
、
通
常
の
契
約
義
務
違
反
(
条
約
義
務
の
違
反
に
類
す
る
)
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
、
国

家
の
「
契
約
外
的
な
義
務
〕
の
違
反
に
よ
っ
て
説
明
す
る
も
の
が
あ
る
。
が
、
そ
の
根
本
は
、
前
述
の
ダ
ン
の
見
解
と
同
様
で
あ
る
と
い

い
て
も
、

た
と
え
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
準
拠
法
が
国
内
法
で
あ
る
と
指
定
さ
れ
て

国
際
法
が
そ
の
破
棄
行
為
の
国
際
的
な
効
果
に
着
目
し
て
、
独
自
に
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
以

え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
外
国
人
財
産
の
取
扱
い
に
関
し
て
、

上、

そ
こ
に
権
利
濫
用
に
基
づ
く
国

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
方
的
な
破
棄
が
怒
意
的
な
主
権
の
行
使
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
き
に
は
、

家
責
任
が
成
立
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
た
だ
、

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
方
的
な
破
棄
が
直
ち
に
す
べ
て
「
怒
意
的
な
」
行
為

で
あ
る
と
い
う
推
定
を
う
け
る
な
ら
ば
、
国
家
が
つ
ね
に
外
国
人
よ
り
も
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
(
一
九
三
一

年
・
国
際
漁
業
会
社
事
件
判
決
)
は
、
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)

(
1
〉
山
本
草
二
、
「
公
海
の
自
由
」
(
皆
川
洗
・
山
本
草
二
編
『
演
習
国
際
法
』
〉
、
二

O
凶
|
二

O
五
頁
。

(

2

)

木
件
に
つ
い
て
は
、
高
林
秀
雄
、
「
ベ

i
リ

γ
グ
海
オ
ッ
ト
セ
イ
仲
裁
裁
判
事
件
」
(
同
畑
茂
二
郎
編
『
ケ

I
ス
ブ
ッ
ク
国
際
法
』
)
、

真
参
照
。

一一一一七

l
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百足

p
x
r
)
の
問
題
と
し
て
、
署
名
国
は
他
の
当
事
国
が
条
約
に
規
定
さ
れ
た
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
た
り
、
ま
た
は
一
一
層
困
難
な
も
の
に
す

る
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
」
為
・
H
・

H
-
h・・
40戸

NAV・
H呂田・

ω
d
M
M
1
0
5
0
2・同
v
・
4

叶∞-

(山川
)
h
a
・

ιyaH・
も
っ
と
も
、
こ
の
草
案
は
そ
の
但
し
書
き
に
お
い
て
信
義
則
の
有
す
る
法
的
価
値
は
認
め
て
い
る
。
か
か
る
矛
盾
は
、
お
そ
ら
く
そ
の

信
義
則
の
実
際
の
適
用
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
問
題
の
信
義
則
違
反
の
存
否
は
、
も
つ
ば
ら
当
事

国
の
主
観
的
な
意
図
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
ケ
l
ス
の
状
況
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
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四
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(
お
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横
川
新
、
「
外
国
人
財
産
の
収
用
と
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
(
皆
川
洗
・
山
本
草
二
編
『
演
習
国
際
法
』
〉
二
六
八
頁
。

(
川
品
)
田
畑
茂
二
郎
、
前
掲
書
、
凶
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O
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H
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q
p
s
g
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HO品
・
ジ
ェ
サ
ッ
プ
著
・
落
合
淳
隆
訳
『
現
代
の
国
際
法
』

(
一
九
七
二
年
)
、
一
一
六
頁
。

(
幻
)
山
本
草
二
、
「
国
際
法
と
国
家
契
約
」
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
第
四
一
五
号
、
一
九
六
九
年
)
一

O
三
頁
。
山
本
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
学
説
は
つ
ぎ

の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
裁
判
拒
否
あ
る
い
は
外
国
人
に
対
す
る
差
別
的
な
措
置
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
、
国
際
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
い

う
見
解
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
契
約
規
定
の
内
容
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
「
不
当
に
」
あ
る
い
は
「
怒
意
的
に
ま
た
は
悪
意

で
」
廃
棄
す
る
と
き
に
も
、
国
際
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
み
る
見
解
で
あ
る
。
後
者
の
見
解
は
次
の
も
の
に
み
ら
れ
る
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昌
司
ミ
q
E
5・
5
-
-
M
-
同H
E∞
-
町
一
昨
丘
一
口
問
〉
・

y
p
E・

e-円九
h・
唱
団
名
門
白
ロ
ロ
芯

uu-HU・
叩
芯
・

(
叩
抑
〉
】
T
J

町向、
~v

。。』町。」「」『
-
h
-
n
-
-
H申印由
1口・回以同】・

ω]了

ωω
・

(川制
)

L

ミ
ニ
℃
・

ωω
・

(川世

)
H
R・
-u
匂・

41申・

8
1ピ
・
な
お
、
コ
リ
ン
メ
に
よ
れ
ば
、
国
家
が
外
国
人
(
財
産
)
を
「
怒
意
的
な
」
方
法
で
取
扱
う
場
合
に
国
家
責
任
が
発
生
す
る

こ
と
は
古
く
か
ら
み
と
め
ら
れ
て
き
た
が
、
か
か
る
「
窓
意
性
の
概
念
」
は
実
は
権
利
濫
用
の
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
円
、
.
。
。
-Eg---ωDBO

吋
z
a
z
m
g
Fめ
の
g
可
o
-
c同
〉
宮
閉
め

oh
肘
凶
作

n
E
2
D
u
n
s
-
S
E
E
S
E
t
D
E
-
仁
社
J
E
E
H句、諸白
H
S諸白
N
S
均
R
b
h
g弘
司
芝
-

h

円
吉
」
之
助
ロ
ミ
昌
g
h
h
h
4
2
H
M
S三L
ミ
・
否
、

N1・
h
-
h
h
S
F
H
S
N
司・

ω出
・
同
旨
と
し
て
、
ゎ
・
明
-
z
c
弓

S
L
Y
-，
ω
S
Z
H
N
g
M】D
E
F
-
-
F
Q
P同

同ロ』ロユ

g

g
〉]目。ロ
ω
j
h
-
六
円
、
さ
せ
-
h・
勾
・

5--KHH・
5
8・
匂
ロ
∞
・

(
必
)
一
九
六
一
年
の
ソ

l
ン
と
パ
ク
ス
タ

I
の
ハ

l
ヴ

7
1
ド
草
案
第
一
二
条
一
一
頃
の
コ
メ
ン
ト
。
「
∞
・

ω
o
yロ
ωHL
戸
周
・
回
知
己
2
・
。
hv・
円
む
よ
同
者
・

印町ゆ
l
句
。
・
間
畑
茂
二
郎
、
前
掲
論
文
、
一
五
九
頁
。

(
却
)
同

ω・
ロ
ロ
ロ
P
吋
』
夜
、
『
口
同
町
ミ
芯
誌
也
」
「

LJGた
も
さ
H
U
h
h
h凶

H
H
h
n
N
H
S
S司
与
も
も
と
門
bH芯
誌
号
、

HSH号
、
諸
島
三
也
君
H『
hSFHmwωN-
毘】・

HA凶

ωl]戸吋
N・
な

お
、
カ
ー
ル
ス
ト
ン
の
見
解
も
理
論
上
若
干
の
問
題
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
見
方
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、

国
家
が
そ
の
国
家
契
約
上
の
権
利
を
「
善
意
」
で
行
使
し
て
当
該
契
約
関
係
を
終
了
し
う
る
場
合
と
は
別
に
、
一
定
の
主
権
行
使
に
つ
い
て
は
直
ち
に
国

際
不
法
行
為
が
生
ず
る
と
さ
れ
る
。
か
か
る
主
権
の
行
使
が
い
か
な
る
行
使
で
あ
る
か
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
(
回
畑
茂
二
郎
、
前
掲
書
、

凶
五
一

l
四
五
一
二
頁
)
、
こ
の
点
を
別
と
す
れ
ば
、
一
定
の
主
権
行
使
に
基
づ
く
コ

γ
セ
ツ
シ
ョ
ソ
の
一
方
的
被
棄
が
、
契
約
の
相
手
方
の
有
す
る
通
常

の
期
待
あ
る
い
は
取
引
の
安
全
性
(
国
際
社
会
の
一
般
利
益
)
を
致
損
す
る
と
き
に
は
、
国
際
法
が
そ
の
破
棄
行
為
を
直
接
に
と
り
上
げ
る
こ
と
が
で

き
、
外
国
人
の
本
国
に
対
す
る
権
利
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
関
・

ω・
(
U
2
2
H
O
P
-
-。
。
ロ
nog-Dロ
〉
開
門
2
5
0ロ
Z

S
L
Z
S
E
E
-広
三
日

0ロ
ω
j
h・
h
a
H・
H
・-40}・印
N
-
S印∞
-HMMUMS-N芯
唱
命
名
-HM匂
-
Mミ
-N4∞
U
U
E
0・
J
己
2
E
Z
C
E
-
同
c
r
o向
。
。
ロ
円
。
凹
回
目
白
ロ

〉
m
B
m
g
g
g
J
旬
。
、
HE喧句
MH偽
3
円、ミゼ
-
h
.
~
~・・
5
-・印
N.
巴
印
4・
3
・品
N0180.
缶斗
l宮
0.

(川制〉回り・

ω・
り
E
M
P
宰
・
門
戸
唱
え
-Hν
・
(
V
F
Eロ
MY
宰
・
円
た
-wMU・
5
由
・
山
本
教
授
も
、
「
外
国
企
業
が
通
常
当
然
に
負
う
べ
き
受
忍
義
務
の
範
囲
を
こ
え

て
、
現
地
国
家
が
契
約
の
一
方
的
な
終
了
ま
た
は
変
更
を
行
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
措
置
の
有
効
無
効
を
判
定
す
る
た
め
に
国
際
法
が
直
接
に
介
入
す

る
こ
と
に
な
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
山
本
草
二
、
前
掲
論
文
、
一

O
一二頁。

(
必
)
出
向
、
守
口
急
。
L

「
h
h
-
n
-
E印。ーロ・

3
・
ω
H
2
2
0
(同
〈

-
C
-〉
百
四
仏
C円)・

5命
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t
i
 

l
 

(
必
)
】
・
の
ω
g叫
r
p
h
ミ
『
由
民
宮
内
同
札
口
昌
芯
L

『
ミ
。
、
車
内
H
H
芯
諸
白
~
h
ぬ
芭
・
品
同
r
E
r
s
晶
、
デ
阿
曽
N
印
晶
・

(
円
引
)
の
・
問
。
己
ロ
0
5
p
h
白
諸
島
之
宮
崎
R
H
N
凡
旬
b
H
芯
昌
司
同
町
向
弘
、
、
。
た
な
え
雲
、
皇
制
及
。
E
H
』
』
守
宮
町
V
N
凡
円
咽
]
戸
由
A
W
N
-
司
・
ω
C
印
U
H
-

∞E
耳
ロ
ロ
角
川
・
。
』
戸
円
札
H
・
回
以
・
印
ω
0
・
も
っ
と

も
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
見
方
が
資
本
輸
出
国
(
先
進
国
企
業
)
の
側
に
有
利
な
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
(
外
国
資
本
に
よ
る

経
済
的
な
支
配
)
に
堕
し
て
し
ま
う
危
険
性
は
な
い
で
は
な
い
。
(
え
・
ゎ
・
問
・
〉
自
2
5
5間
y
p
q
b
・
円

p
・

2唱
g
g
z
N
K
F
H
Y
5
)
近
時
、
開
発
途

上
国
(
資
本
受
入
国
)
は
外
国
資
本
に
よ
る
経
済
的
な
支
配
を
排
除
し
自
国
の
経
済
的
独
立
(
富
と
所
得
の
再
分
配
・
経
済
発
展
の
格
差
是
正
)
を
達
成

す
る
た
め
に
、
自
ら
適
当
と
考
え
る
方
法
で
国
内
に
お
け
る
外
国
資
本
を
一
方
的
に
規
制
す
る
当
然
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る

(
一
九
七
四
年
の
国
連
総
会
決
議
三
二
八
一
「
国
家
の
経
済
的
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
憲
章
」
第
二
条
二
項
〉
。
し
か
し
、
か
か
る
権
利
行
使
が
国
際
的

な
投
資
・
資
本
移
動
の
自
由
を
著
し
く
阻
害
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
場
合
、
そ
の
規
制
措
置
(
コ
ソ
セ
ッ
ジ
ョ

γ
の
一
方
的
破
棄
を
含
む
〉
が
無
条
件
に

合
法
で
あ
る
か
ど
う
か
、
相
当
に
問
題
で
あ
ろ
う
。
海
外
投
資
が
開
発
途
上
国
の
自
守
的
経
済
体
制
の
確
立
を
促
進
す
る
経
済
協
力
形
態
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
る
と
、
途
上
国
の
利
益
と
過
大
な
経
済
的
負
担
・
義
務
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
資
本
輸
出
国
(
外
国
企
業
〉
の
利
害
は
合
理
的
に
調
整
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
外
国
〈
企
業
)
に
と
っ
て
通
常
予
想
し
え
な
い
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
「
明
白
に
怒
意
的
な
ま
た
は
悪
意
に
よ
る
」
破
棄
に
権
利

濫
用
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
岡
山
-
C
E恒
巾
ア

a-、H，r
a
d
E
Z
8
5
-
。
r
ω
口
問
。
。
同
何
n
o
目
。
g
-
n

O
2
0
}
O唱
g
g
H
〉
四
5
0
5
2
H
m
w
w
e
M
ω
-
N
n
-
h
-
C
'
忌
芯
a
z
-
E
t
8
4
5
N
4
5
h
H
・
(
も
と
よ
り
、
海
外
投
資
に
伴
う
「
富
ぞ
危
険
の
公
平
な
配
分
」

に
関
す
る
具
体
的
な
基
準
の
成
否
は
今
後
の
国
際
立
法
の
展
開
に
か
か
っ
て
い
る
。
)
な
お
、
こ
の
点
は
固
有
化
措
置
の
問
題
に
関
連
し
て
、
の
ち
に
再

度
論
及
す
る
(
第
三
章
・
四
三
山
本
草
二
、
「
国
際
経
済
憲
章
」
(
皆
川
・
山
本
編
『
演
習
国
際
法
』
)
三
六
三
|
コ
一
六
六
頁
参
照
。
曾
野
和
明
、
「
新
国

際
経
済
秩
序
と
法
律
学
」
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
六
八
一
号
、
一
九
七
九
年
)
一
六
四
ー
一
六
五
頁
参
照
。

(
川
崎
)
円
、
・
~
〈
・
勾
-
H
-
h
-
b
・
・
〈
O
F
A
r
-
u
・
叶
C
0
・

(
必
)
従
っ
て
、
メ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
雨
当
事
者
の
危
険
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
た
め
に
、
天
然
資
源
の
探
査
・
開
発
な
ど
の
国
家
の
公
益
に
重
大
な

影
響
を
も
っ
コ
ン
セ
ヅ

V

ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
契
約
者
の
側
に
よ
り
高
度
の
注
意
義
務
が
要
求
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
(
も
と
よ
り
、
そ
の
注
意
義

務
の
程
度
は
各
契
約
の
タ
イ
プ
の
個
々
の
ケ
ー
ス
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
)
。
、
円
言
。
g
p
-
-
m
m
官
民
島
町
内
広
伊
ロ
ロ
O
町
内
、
~
い
吋
』
州
、
由
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L

円
河
川
町
匂
ω
g
g
の
D
E
E

3
3
2
ι
H
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E
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E
C
E
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F
m
旬
。
ロ
ω
E
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四

実
定
国
際
法
に
お
け
る
悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
の
原
則
の
受
容

北法31(1・66)66

論

国
内
法
上
、
悪
意
に
よ
る
権
利
の
行
使
は
、
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
当
然
に
要
求
さ
れ
る
倫
理
的
な
考
慮
に
反
す
る
も
の
と
し
て
禁
止

さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
を
禁
止
す
る
原
則
は
、
実
質
的
に
は
正
義
・
衡
平
を
実
現
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
か
か
る
倫
理
的
な
規
範
は
、
条
約
あ
る
い
は
慣
習
法
の
実
定
国
際
法
の
原
則
と
し
て
l
i
l国
際
裁
判
の
準
則
で
あ
る
か

否
か
に
関
係
な
く
1

1
・
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
現
代
国
際
法
は
、

一
定
の
法
規
範
・
法
制
度
の
履
行
に
つ
い
て
、
す
で
に
悪
意
に
よ

る
権
利
行
使
の
禁
止
を
実
定
法
規
と
し
て
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
の
禁
止
が
国
際
法
に
適
合

す
る
も
の
と
し
て
、

い
わ
ば
積
極
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
に
国
際
道
徳
に
基
礎
を
お
く
諸
国
の
行
為
規
範
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
に
関
す
る
国
際
的
先
例
が
乏
し
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

か
か
る
規
範
の
存
在
は
注
目
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ハ
円
、
裁
判
拒
否
の
制
度
、

ω、
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル

(
禁
反
言
)

の
原
則
、
伺
、
条
約

の
無
効
原
因
と
し
て
の
詐
欺
に
よ
る
意
思
表
示
、

の
三
つ
の
場
合
を
中
心
に
、

こ
の
点
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

ωリ

裁
判
拒
否
の
制
度

国
家
の
裁
判
機
関
が
、
そ
の
領
域
内
で
外
国
人
に
対
し
て
一
定
の
司
法
上
の
保
護
を
与
え
な
い
場
合
に
は
、
「
裁
判
拒
否

L
Z
g
E
え

古
阻
止
口
市
)
が
存
す
る
と
し
て
、

国
家
は
国
際
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

裁
判
所
の
い
か
な
る
行
為
が
こ
の
裁
判
拒
否
に
当
た
る

か
に
つ
い
て
は
、

一
般
に
裁
判
所
が
外
国
人
の
訴
訟
の
受
理
を
拒
否
し
た
場
合
に
限
ら
ず
、
訴
訟
を
受
理
し
た
後
に
お
い
て
も
、
裁
判
手

続
が
適
正
で
な
い
場
合
あ
る
い
は
判
決
が
外
国
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
明
ら
か
に
不
当
で
あ
る
場
合
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
か
か
る

場
合
に
、
国
家
の
国
際
責
任
が
成
立
す
る
こ
と
は
現
在
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
(
日
。
(
事
実
の
認
定
や
圏
内
法
の
適

用
に
お
け
る
単
純
な
過
誤
の
み
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
国
際
責
任
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
)



さ
て
、

こ
れ
ら
の
手
続
上
の
不
正
規
性
あ
る
い
は
判
決
の
不
当
性
に
つ
い
て
裁
判
拒
否
が
成
立
す
る
の
は
、

よ
り
具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
実
践
の
歴
史
は
、
当
初
、
裁
判
拒
否
が
単
に
訴
訟
の
受
理
を
拒
否
す
る
場
合
に
の
み
成
立
す
る
の
か
、

れ
と
も
他
の
場
合
に
つ
い
て
も
成
立
す
る
の
か
、

そ

こ
の
点
を
め
ぐ
る
対
立
を
示
し
て
き
た
。
裁
判
拒
否
の
成
立
要
件
を
狭
く
解
す
る
見
解

圏
内
判
決
の
不
当
性
が
安
易
に
根
拠
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
国
際
裁
判
所
が
国
内
判
決
に
関
与
す
る
上
訴
裁
判
所
に
変
形
し
、

そ
こ
に
外
国
の
不
当
な
干
渉
を
も
た
ら
す
危
険
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
た
と
え
ば
国
際
連
盟
の
国
際
法
の
法
典
編
纂
の
た
め
の

に
よ
れ
ば
、

専
門
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
ゲ
レ
ロ
(
の

5
ロ
20)
報
告
(
一
九
二
六
年
)

は
、
「
裁
判
判
決
は
、

し、

か
な

嘉手
ノ、 u

項zρ
o 

あ
他っ

有て
も

ま
た
錯

誤
や
不
正
に
よ
っ
て
査
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、

国
家
の
国
際
責
任
を
も
た
ら
さ
な
い
」
と
規
定
す
る

(1¥ 

そ
の
成
立

そ
の
行
為
が
国
際
法
に
反
す
る
場
合
に
は
国
家
責
任
が
発
生

す
る
こ
と
は
否
定
し
え
ず
、
国
内
判
決
は
そ
の
意
味
で
決
し
て
最
終
審
で
は
あ
り
え
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
の
対
立
は
、

九
三

O
年
の
ハ

l
グ
の
国
際
法
典
編
纂
会
議
の
討
議
の
過
程
に
お
い
て
も
露
呈
し
た
が
、

要
件
を
広
く
と
ら
え
る
見
解
に
よ
れ
ば
、

司
法
機
関
の
行
為
と
い
え
ど
も
、

最
終
的
に
は
、

「
上
訴
に
服
さ
な
い
裁
判
判
決

国際法における権利濫用の成立態様

が
、
国
家
の
国
際
義
務
と
明
ら
か
に
両
立
し
な
い
場
合
」
に
は
裁
判
拒
否
が
存
し
た
も
の
と
し
て
、
国
家
は
国
際
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば

(
条
約
案
第
九
条
)
。

な
ら
な
い
と
さ
れ
た

の
基
礎
と
さ
れ
た
準
備
委
員

で
は
、
裁
判
判
決
の
内
容
が
明
ら
か
に
外
国
人
に
対
す
る
「
悪
意
」
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
場
合
が
あ
げ
ら
れ
た
。
す

で
に
当
時
の
仲
裁
裁
判
の
先
例
に
お
い
て
は
、
圏
内
判
決
が
「
明
ら
か
に
不
正
な
」
、
「
明
白
な
悪
意
h

「
無
法
な
、
悪
意
に
よ
る
、
故
意

の
職
務
怠
慢
」
な
ど
の
特
定
の
要
因
を
伴
う
場
合
に
は
、
裁
判
拒
否
を
構
成
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
か
か
る
見
解
は
、
圏
内
判

決
(
手
続
)
が
つ
ね
に
公
正
で
あ
る
と
い
う
保
障
は
自
国
民
に
対
し
て
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
「
善
意
」
に
よ
る
単
純

な
過
誤
は
国
際
法
に
お
い
て
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
裁
判
官
の
「
悪
意
」
と
い
う
特
殊
な
要
因
の
存
在
す
る

と
こ
ろ
で
、

こ
の
「
国
家
の
国
際
義
務
」
に
反
す
る
場
合
と
し
て
、

そ
の
会
議
の
討
議
(
第
三
委
員
会
)

会
案
(
基
礎
案
五
)

北法31(1・67)67



択
し
た
決
議
第
八
条
(
裁
判
拒
否
の
定
義
)

よ
う
な
過
誤
は
国
際
法
上
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
考
え
に
他
な
ら
な
い
(
な
お
、

に
も
み
ら
れ
た
)
。
こ
う
し
て
、

」
の
よ
う
な
見
解
は
、

一
九
二
七
年
に
国
際
法
学
会
の
採

北法31(1・68)68

説論

外
国
人
に
対
し
て
は

つ
ね
に
善
意
で
(
ぽ
宮
丘
町

2
m
g
E阻
害
)
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
際
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
さ
れ
一
明

国
家
は
そ
の
司
法
機
能
の
遂
行
上
、

'-r-
、

φ
j
ヂ
J

こ
の
点
に
つ
い
て
は
若
干
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
い
で
は
な
い
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

裁
判
拒
否
は
国
内
判
決
(
手
続
)
が

「
明
白
な
」
ま
た
は
「
重
大
な
」
過
誤
を
伴
う
と
き
に
成
立
す
る
と
さ
れ
、

か
か
る
過
誤
は
必
ず
し
も
つ
ね
に
裁
判
官
の
悪
意
の
存
在
に

関
連
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
は
そ
の
悪
意
の
存
在
に
限
定
さ
れ
な
い
よ
り
広
い

(
包
括
的
な
)
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
圏
内
判
決
(
手
続
)
が
裁
判
官
の
悪
意
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た

(
拒
否
さ
れ
た
)
と
い
う
動
機
の
証
明
は
実
際
に
は
き
わ
め
て
困
難
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
悪
意
そ
の
も
の
が
立
証
さ
れ
な
く
と
も
、
別
の
客
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
、
判
決
(
手
続
)

の
明
白
ま

た
は
重
大
な
不
当
性
を
み
と
め
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

マ
ル
テ
ィ
ニ
事
件
(
一
九
三

O
年
)
の
仲

裁
判
決
に
よ
れ
ば
、
「
判
決
の
欠
陥
は
裁
判
官
の
側
に
お
け
る
悪
意
を
推
定
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
が
、
「
こ
の
場

合
に
お
い
て
も
、
決
定
的
な
の
は
、
判
決
の
客
観
的
な
性
質
で
あ
る
」
と
さ
札
問
。
と
く
に
、
こ
の
判
決
は
「
心
理
的
な
動
機
は
何
ら
の

意
味
も
も
た
な
い
」
と
み
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
拒
否
の
成
立
に
つ
い
て
裁
判
官
の
悪
意
の
存
在
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
は
正
し
い

見
解
と
は
い
え
な
い
。
ド
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
ル

(
n
F
含
〈
町
田
nrmH)

は
、
判
決
の
「
明
白
な
不
当
性
」

な
過
失
の
み
な
ら
ず
、
悪
意
の
存
在
が
立
証
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
み
と
め
ら
れ
る
と
い
う
。
フ
ィ
ツ
モ

l
リ
ス
(
の
・
出
R
B
E巴ロ巾)

(
-
3
5
t
g
g自
民
2
丹
市
)
は
重
大

も
同
様
に
、
裁
判
拒
否
を
構
成
す
る
重
大
な
過
誤

(
m
g
Z
2
8同
)
は
、
組
織
体
と
し
て
の
文
明
諸
国
の
裁
判
所
の
判
決
が
「
正
当
に
構

成
さ
れ
か
つ
権
限
の
あ
る
裁
判
所
」
に
よ
っ
て
通
常
は
与
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
に
限
ら
ず
、
問
題
の
過
誤
の
「
性
質
お
よ

び
程
度
」
そ
れ
自
体
(
圏
内
裁
判
所
の
悪
意
に
よ
る
行
動
)
か
ら
も
生
ず
る
と
論
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、

こ
れ
ら
二
つ
の
見
解
の
ち
が
い
は
、

国
内
判
決
(
手
続
)

の
不
当
性
を
決
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
基
準
に



関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
二
つ
の
見
解
は
相
互
に
対
立
し
排
斥
し
あ
う
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
裁
判
官
の
悪
意
が

存
在
す
る
場
合
に
裁
判
拒
否
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
川
ι

こ
の
点
は
、
裁
判
拒

否
が
問
題
と
な
っ
た
パ
ロ
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
事
件
の
口
頭
弁
論
(
一
九
六
九
年
・
国
際
司
法
裁
判
所
)

に
お
い
て
も
両
当
事
国
に

よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
い
か
な
る
場
合
に
国
家
が
そ
の
裁
判
所
の
司
法
機
能
に
お
け
る
過
誤
に
よ
っ
て
国
家
責
任
を
負
う
か

が
問
題
と
さ
れ
た
。
両
当
事
国
(
ス
ペ
イ
ン
と
ベ
ル
ギ
ー
)
の
弁
護
人
の
一
致
し
た
意
見
で
は
、
裁
判
官
の
悪
意
(
主
観
的
な
要
素
)
の

存
在
が
立
証
さ
れ
る
場
合
と
、
判
決
そ
の
も
の
の
客
観
的
な
不
当
性
が
み
と
め
ら
れ
る
場
合
に
、
裁
判
拒
否
が
成
立
す
る
と
さ
れ

M
P
彼

ら
弁
護
人
l
|グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
(
句
・

cc富市ロ
Z
5
)
と
ロ
l
ラ
ン
(
戸
河
内
)
-
S
)
l
lは
、
国
内
法
上
の
過
誤
が
例
外
的
に
重
大
で
あ

る
場
合
に
は
、
国
内
裁
判
官
の
「
悪
意
ま
た
は
重
過
失
(
口
己
宮

Z
S
)」
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
uf
そ
の
場
合
に
は
、
た
と
え

(1) 

客
観
的
な
基
準
(
た
と
え
ば
、
判
決
そ
れ
自
体
の
性
質
に
よ
る
基
準
)
が
用
い
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
官
の
悪
意
の
存
在
が
推

定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
拒
否
が
成
立
す
る
こ
と
を
認
め

U
r

国際法における権利濫用の成立態様

以
上
、
倫
理
的
な
考
慮
に
基
礎
を
お
く
悪
意
の
禁
止
に
関
す
る
権
利
濫
用
の
概
念
は
、
裁
判
拒
否
に
よ
る
国
家
責
任
の
制
度
に
お
い
て

認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
ガ
l
ナ
l

(
』
・
当
・
の
回
目
巾
円
)
は
、
裁
判
拒
否
に
基
づ
く
国
家
責
任
は
国
家
の
裁
量
権
の
濫
用
に
よ
っ
て

生
ず
る
と
論
じ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
国
家
責
任
は
国
際
法
上
国
家
の
特
定
の
組
織
(
司
法
機
関
)
に
ま
か
さ
れ
る
裁
量
権
が
著
し
く

そ
の
結
果
外
国
人
に
明
白
な
不
正
行
為
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
国

不
当
に
濫
用
さ
れ
て
、

家
は
国
際
法
に
基
づ
く
そ
の
領
域
主
権
の
原
則
に
よ
っ
て
、
単
純
な
司
法
機
能
上
の
過
誤
に
つ
い
て
は
国
際
責
任
を
負
わ
な
い

(
外
国
の

北法31(1・69)69

不
当
な
干
渉
の
排
除
)
が
、
他
方
、

国
家
は
外
国
人
に
対
し
て
必
要
最
低
限
の
司
法
上
の
保
護
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
園
内
の
司

法
機
能
の
遂
行
に
お
い
て
外
国
人
に
対
す
る
悪
意
が
禁
止
さ
れ
る
の
は
、

か
か
る
保
護
義
務
の
内
容
の
一
つ
で
あ
る
と
み
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
悪
意
の
禁
止
(
倫
理
的
な
考
慮
)

は
、
「
単
に
抽
象
的
な
正
義
の
問
題
」
で
は
な
く
、

国



説

(
2
5
g
Z巾

家
が
外
国
人
に
与
え
る
べ
き
司
法
的
保
護
の
内
容
を
定
め
る
慣
習
法
規
の
健
全
な
適
用
に
内
在
し
て
い
る
「
衡
平
の
原
則
」

官
ぽ
己
主

2)
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

論

。
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル

(
禁
反
言
)

の
原
則

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
の
基
礎
は
、
信
義
則
に
あ
る
と
さ
れ
る
が

い
う
ま
で
も
な
く
、
信
義
則
と
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
(
と
く
に
悪

意
に
よ
る
権
利
行
使
の
禁
止
)

信
義
則
に
よ
れ
ば

国
内
法
上
契
約
関
係
に
あ
る
者
の
聞
に
お
け
る
取
引

と
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

は
、
相
手
方
が
「
社
会
人
と
し
て
常
識
的
な
仕
方
で
行
動
す
る
」
と
い
う
期
待
の
下
に
成
立
す
る
た
め
に
、

」
の
期
待
を
段
損
し
て
は
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
。
か
か
る
法
的
要
請
は
、
当
事
者
の
「
反
倫
理
的
な
」
行
為
を
閉
止
す
る
た
め
の
法
技
術
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で

と
く
に
英
米
法
の
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
法
理
に
相
応
す
る
も
の
が
そ
の
典
型
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
信
義

あ
っ
て
、

則
(
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
法
理
)

に
よ
っ
て
一
定
の
信
頼
な
い
し
期
待
が
保
護
さ
れ
る
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
「
間
接
的
に
」
悪
意
に
よ

る
権
利
行
使
が
禁
止
さ
れ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
本
稿
が
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
に
着
目
し
、

こ
の
原
則
に
悪
意
禁
止
の
概

念
が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

国
際
法
で
も
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
の
基
礎
は
園
内
法
に
お
け
る
と
同
様
に
、
信
義
則
に
あ
る
と
さ
れ
、

他
国
を
害
す
る
よ
う
に
し
て
、
自
己
の
行
動
(
ま
た
は
公
式
の
見
解
)

そ
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
国
家
は

の
矛
盾
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
従
つ

て
、
そ
の
原
則
に
よ
っ
て
自
己
の
行
動
な
い
し
言
動
の
一
貫
性
を
相
手
方
に
信
頼
さ
せ
た
う
え
で
、
事
後
に
相
手
方
に
不
利
益
を
与
え
て

は
な
ら
な
い
と
さ
れ

M
fに
、
悪
意
禁
止
の
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
不
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
か
る
機
能
を
有
す
る
エ
ス
ト

ッ
ベ
ル
原
則
は
、
皆
川
教
授
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
で
も
「
矛
盾
す
る
言
動
を
禁
止
す
る
」
と
い
う
一
般
的
な
原
則
と
し
て
、
す
で
に
慣
習

的
な
基
礎
を
有
す
る
に
至
っ
た
原
則
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
モ
ス
ラ

l

(出
・
冨
S
F円
)
も
、

る
種
類
の
行
為
を
規
律
す
る
た
め
に
作
用
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
み

AL
実
際
、

」
の
原
則
は
国
際
「
法
主
体
聞
の
あ
ら
ゆ

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
が
国
際
法
で
適
用
さ
れ
た
事
例
は
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少
な
く
な
い
。
こ
こ
で
は
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
「
怒
意
的
な
」
破
棄
に
関
す
る
先
例
を
素
材
に
、

を
み
て
み
よ
う
。

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
の
機
能
的
な
側
面

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
「
盗
意
的
な
」
破
棄
、

と
り
わ
け
悪
意
に
よ
る
一
方
的
な
破
棄
が
国
際
不
法
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は

か
か
る
不
法
行
為
を
構
成
す
る
い
ま
一
つ
の
態
様
と
し
て
、

前
述
の
通
り
で
あ
る

(
第
一
章
・
三
)
。
が
、

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
違
反
の

行
為
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
学
説
上
、

た
と
え
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
破
棄
が
国
家
主
権
の
行
使
に
よ
る
も
の
と
主
張
さ
れ
た
と

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
相
手
方
(
外
国
人
な
い
し
そ
の
企
業
)
の
正
当
な
期
待
を
襲
損
す
る
場
合
に
は
、

成
立
す
る
こ
と
を
認
め
る
見
解
は
こ
れ
ま
で
少
な
く
な
い
。
判
例
に
お
い
て
は
、

し
で
も
、

そ
こ
に
国
際
法
違
反
が

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
方
的
な
破
棄
、

わ
け
で
も
権
限

蹄
越
を
理
由
と
す
る
契
約
の
不
履
行
に
つ
い
て
、

l11 

エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
原
則
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

約
が
国
家
機
関
の
越
権
行
為
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
契
約
の
圏
内
法
上
の
無
効
が
事
後
に
主
張
さ
れ
た
と
し
て

も
、
か
か
る
契
約
を
締
結
し
た
日
以
降
に
お
け
る
締
約
国
の
行
為
に
て
ら
し
て
、
国
際
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
さ
れ
い
官

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
契

国際法における権利濫用の成立態様

そ
の
一
つ
は
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト
事
件
(
一
九
三

O
年
)

ガ
テ
マ
ラ
法
に
基
づ
い
て
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
締
結
に
何

で
あ
る
。
本
件
で
は
、

ら
か
の
不
正
規
性
が
存
し
た
と
し
て
も
、

」
の
こ
と
は
ガ
テ
マ
ラ
政
府
の
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

ガ
テ
マ
ラ
が
六
年
間
そ
の
契
約
を

承
認
し
か
っ
そ
こ
か
ら
利
益
を
取
得
し
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

し
え
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
類
す
る
先
例
と
し
て
は
、

ガ
テ
マ
ラ
は
国
際
法
の
原
則
に
よ
っ
て
そ
の
契
約
の
有
効
性
を
否
定

へ
ミ
ン
グ
事
件
(
一
九
二

O
年)、

ル
ド
ル
フ
事
件
(
一
九

O
三
年
)

を
あ
げ

に
よ
る
国
家
契
約
の
黙
認
の
事
実
に
て
ら
し
て
、
そ
の
契
約
の
締
結
が

官
吏
の
権
限
内
の
行
動
で
あ
る
と
「
信
ず
る
に
十
分
な
理
由
を
有
す
る
」
相
手
方
を
保
護
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
後
者
に
関
し
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
被
告
国
(
ア
メ
リ
カ
)
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は
、
国
家
契
約
の
怒
意
的
な
廃
棄
に
よ
っ
て
、
善
意
の
信
頼
に
基
づ
い
て
資
本
・
労
力
を
投
資
し
た
外
国
人
に
重
大
な
損
失
を
与
え
る
場

そ
こ
に
エ
ス
ト
ヅ
ベ
ル
原
則
が
適
用
さ
れ
た
。

合
に
は
、
単
な
る
契
約
債
務
の
不
履
行
と
は
別
異
の
問
題
が
生
ず
る
と
し
て
、
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こ
れ
ら
の
判
例
に
お
い
て
は
、
契
約
の
相
手
方
に
と
っ
て
そ
の
契
約
を
有
効
な
も
の
と
み
な
し
う
る
状
況
が
存
在
し
、
彼
ら
が
有
し
た

正
当
な
期
待
が
段
損
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

そ
こ
で
適
用
さ
れ
た
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
の
機
能
は
、
官
吏

論

の
国
内
法
上
の
権
限
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
官
吏
が
権
限
内
で
行
動
し
た
と
確
信
し
た
契
約
の
相
手
方
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
権
限
輪
越
を
理
由
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
も
っ
ぱ
ら
国
内
法
の
み
が
適
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
契
約
の
相
手
方

に
不
当
な
負
担
を
与
え
る
危
険
性
が
あ
る
の
で
、

適
用
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

(
外
国
人
)

そ
の
相
手
方
の
一
定
の
信
頼
を
保
護
す
る
た
め
に
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
が

最
後
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
決
で
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
原
則
が
適
用
さ
れ
た
事
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、

事
件
(
一
九
六

O
年
)
と
プ
レ
ア
・
ピ
へ
ア
寺
院
事
件
(
一
九
六
二
年
)
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
こ
れ
ら
の
先
例
の
内

ス
ペ
イ
ン
王
の
裁
定
に
関
す
る

容
に
言
及
す
る
こ
と
は
さ
け
る
が
、

い
ず
れ
の
先
例
も
実
質
的
に
は
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
み
て
き
た
国
際
法
の
学
説
・
先
例
に
て
ら
し
て
、
悪
意
の
権
利
行
使
は
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
の
適
用
を
通
し
て
、

間
接
的
に
禁
止

さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
が
、
慣
習
国
際
法
規
と
し
て
国
際
法
秩
序
の
な
か
に
受
容
さ
れ
た
と
い
う

見
方
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
特
定
の
事
態
に
お
い
て
こ
の
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
も

》
}
よ

h
ノ、

こ
の
こ
と
は
悪
意
禁
止
の
権
利
濫
用
原
則
を
排
除
す
る
効
果
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、

む
し
ろ
悪
意
禁
止
の
権
利
濫
用
概
念
が
す
で
に
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
を
通
じ
て
国
際
法
秩
序
の
な
か
に

|
l間
接
的
に
で
は
あ
れ

l
l受

容
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

伺

条
約
の
無
効
原
因
と
し
て
の
詐
欺
に
よ
る
意
思
表
示

国
内
法
に
お
け
る
錯
誤
と
は
、
意
思
表
示
に
至
る
過
程
ま
た
は
そ
の
表
示
自
体
に
お
い
て
事
実
と
一
致
し
な
い
認
識
・
判
断
を
気
づ
か

ず
に
行
な
い
、

か
か
る
意
思
表
示
は
意
思
の
欠
献
あ
る
い
は

そ
れ
に
基
づ
い
て
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
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最
庇
あ
る
意
思
表
示
と
し
て
一
般
に
無
効
と
な
る
。
国
際
法
に
お
い
て
も
、
か
か
る
制
度
の
主
な
目
的
は
、
表
意
者
に
そ
の
負
担
す
べ
き

主
観
的
な
帰
責
事
由
(
重
大
な
過
失
)
が
な
い
限
り
、
表
意
者
の
内
心
の
自
由
(
善
意
)
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ

原
則
と
し
て
「
原
因
を
知
ら
ず
し
て
同
意
し
た
者
は
義
務
を
負
わ
ず
」
と
い
う
信
義
則
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。

ち

こ
の
法
的
保
護
は
、

さ
ら
に
こ
の
表
意
者
の
善
意
に
関
連
し
て
、
も
し
そ
の
表
意
者
の
錯
誤
が
相
手
方
の
悪
意
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
場
合
に
は
、

い
理
由
で
表
意
者
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(
詐
欺
に
よ
る
意
思
表
示
の
無
効
)
。

一
層
つ
よ

つ
ま
り
、

詐
欺
(
お
よ
び
強
迫
)

よ
る
意
思
表
示
は
、
完
全
か
つ
自
由
な
意
思
表
示
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
、

そ
こ
に
相
対
的
な
無
効
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。

さ
て
、

(E-o即
日

4
叩叩同

HO吋

UFHHg-吋
仏

o-gZ叩
)
は
、
と
く
に
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
、

圏
内
法
に
お
け
る
と
同
様
の
法
的
背
景
と
要
件
の
も
と
に
成
立
し
う
る
。
伝
統
的
に
条
約
は
圏
内
契
約
に
関
す
る
法
理
を
類
推
す
る
形
で

国
際
法
に
お
け
る
詐
欺
に
よ
る
意
思
表
示

解
釈
さ
れ
て
き
七
。

は

契
約
で
も
条
約
に
お
い
て
も
法
律
関
係
の
基
本
的

な
条
件
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
詐
欺
に
基
づ
く
条
約
は
、
契
約
に
お
け
る
と
同
様
に
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
ぶ
「
現
在
、
他
の

ラ
ウ
タ
l
パ
グ
ト
に
よ
れ
ば
、
「
当
事
者
の
自
発
的
な
意
思
が
、

国際法における権利濫用の成立態様

多
く
の
学
説
に
お
い
て
も
、
条
約
の
締
結
に
際
し
て
、
相
手
方
を
故
意
に
歎
問
し
て
錯
誤
に
陥
れ
て
自
国
に
有
利
な
条
約
を
結
ぶ
場
合
に

は
、
か
か
る
錯
誤
を
条
約
の
無
効
原
因
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
相
手
方
の
行
為
は
悪
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
例
に
お
い
て
も
、
条
約
当
事
国
に
対
す
る
相
手
方
の
悪
意
に
基
づ
く
錯
誤
は
、
そ
の
無
効
原
因
と
さ
れ
な

(
一
九
三
九
年
の

F
異
E
E
事
件
)
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
さ
れ
た

こ
の
よ
う
な
無
効
原
因
|
|
詐
欺
に
基
づ
く
条
約
ー
ー
ー
は
、

周
知
の
よ
う
に
、

一
九
六
九
年
の
「
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」

こ
の
問
題
に
関
す
る
国
家
聞
の
実
行
・
先
例
が
乏
し
い
せ
い
内

L
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(
第
四
九
条
)
。
が
、

に
お
い
て
法
典
化
さ
れ
た

」
の
規
定
が
導
入
さ

れ
た
法
的
基
盤
に
つ
い
て
は
余
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、

そ
の
法
典
化
に
お
け
る
支
配
的
な
見
方
、

と
り
わ
け
そ

の
規
定
の
国
際
関
係
に
お
け
る
妥
当
性
を
め
ぐ
る
議
論
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
に
次
の
理
由
か
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ら
、
条
約
の
締
結
時
に
お
け
る
詐
欺
的
な
行
為
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
詐
欺
は
「
当
事
者
間
の
相

論

互
信
頼
の
基
盤
の
全
体
を
虫
損
す
る
」
よ
う
な
重
大
な
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
条
約
の
無
効
原
因
と
し
て
明
白
に

規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
く
に
か
か
る
規
定
は
、
国
家
聞
の
相
互
依
存
性
が
増
大
す
る
現
在
に
お
い
て
、
私
人
聞
に
お
け
る
と
同
様

に
諸
国
の
行
為
を
規
律
す
る
包
O
H
t
H
己
2
と
し
て
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、

そ
の
規
定
を
討
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議
し
た
国
連
の
国
際
法
委
員
会
の
大
多
数
の
委
員
の
見
解
に
お
い
て
は
、
詐
歎
(
片
岡
田
包
)
の
概
念
そ
の
も
の
が
条
約
法
の
分
野
に
お
い
て

も
適
用
し
う
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
討
議
に
お
い
て
は
、
詐
欺
に
関
す
る
正
確
な
内
容
(
定
義
)
と
そ
の
規
定
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
国
家

実
践
と
判
例
の
発
展
に
ま
か
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ

U
V
が
、
少
な
く
と
も
詐
欺
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
虚
偽
の
声
明
あ
る
い
は
悪
意

も
っ
と
も
、

に
よ
る
不
実
表
示
ま
た
は
状
況
に
て
ら
し
て
公
開
す
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
重
大
な
事
実
の
隠
匿
が
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
に
ほ
ぼ
見
解
の

一
致
が
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
条
約
規
定
に
よ
っ
て
、

エ
l
リ
ア
ス

(
、

H

J

0

・
開
-
山
田
印
)

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
法
的
な
意
味
を
有

す
る
道
義
的
な
邪
悪
さ

(
S
O
B
-
E
4
5
L叩
)
に
関
す
る
一
つ
の
標
準
的
な
概
念
」
が
条
約
法
の
制
度
に
受
容
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
以
上
、
(
私
人
と
異
な
り
国
家
に
対
す
る
詐
欺
行
為
の
立
証
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
が
、
)
条
約
法
の
分
野
に
お
い
て
も
詐

欺
的
な
行
為
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は
悪
意
に
よ
る
権
利
濫
用
禁
止
の
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
と
、
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
の
禁
止
を
支
え
る
社
会
的
倫
理
的
な
考
慮
は
、
特
定
の
法
主
題
に
関
す
る
慣
習
国

際
法
規
や
条
約
規
定
を
通
し
て
す
で
に
国
際
法
秩
序
の
な
か
に
受
容
さ
れ
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さ
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す
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配
的
で
あ
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説

つ
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
ア
ィ
ツ
モ

l
リ
ス
は
、
条
約
の
法
的
安
定
性
の
確
保
に
比
べ
て
、
詐
欺
的
行
為
の
禁
止
は
決
し
て
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
条
約
の
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
錯
誤
の
原
則
〈
買
主
注
意
(
の

ωzaEU宮
O
同
)
に
類
す
る
原
則
)
が

ふ
つ
う
は
幾
分
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
原
則
は

(
-
R
r
c同
)
問
。
。

ι
p
x
y
に
つ
い
て
問
題
が
な
い
場
合
に
お
い
て
妥
当
す
る
と
さ
れ
る
o

N

n

h
・

均

四

、

ミ
H
H
司
回
甲
町
ド

H
V
同
】
・
印
、
吋
1
印
申
・

(
印
)
皆
川
沈
、
「
法
の
一
般
原
則
」
(
皆
川
・
山
本
編
『
前
掲
書
』
)
、
四
二
一
良
。

論

五

悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
の
原
則
の
適
用
上
の
問
題
点

加
害
の
意
図
の
み
を
も
っ
て
す
る
権
利
の
行
使
を
権
利
濫
用
と
し
て
禁
止
す
る
原
則
は
、
権
利
を
行
使
す
る
者
(
国
家
)

の
主
観
的
な

要
素
を
根
拠
と
す
る
点
で
、
権
利
濫
用
の
そ
の
他
の
成
立
態
様
に
比
べ
て
、
特
別
な
問
題
を
提
起
す
る
。
こ
こ
で
は
、
悪
意
禁
止
の
原
則

の
実
際
の
機
能
を
左
右
す
る
と
考
え
ら
れ
る
論
点
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

に
は
、
そ
の
行
為
者
の
心
理
状
態
の

そ
こ
に
法
技
術
上
微
妙
な
か
っ
困
難
な
問
題
が
お
こ
り
や
す
い
。
と
り
わ
け
、
行
為
者
の
心
理

的
な
価
値
判
断
が
求
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
判
断
が
様
々
な
状
況
の
変
化
に
支
配
さ
れ
や
す
い
た
め
に
、
権
利
濫
用
禁
止
の
法
理
は

権
利
を
行
使
す
る
者
の
行
為
に
つ
い
て
、

そ
の
動
機
の
正
当
性
を
求
め
る
場
合
(
主
観
的
要
件
)

探
究
に
ま
で
進
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、

権
利
の
行
使
を
全
面
的
に
回
避
さ
せ
る
結
果
を
生
ぜ
し
め
か
ね
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、

ド
イ
ツ
民
法
の
悪
意
禁
止
の
規
定
(
第
二

二
六
条
)

の
要
件
は
、

そ
の
草
案
制
定
の
段
階
で
は
、
行
為
者
が
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
現
実
に
追
求
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の

行
為
者
が
「
も
っ
ぱ
ら
」
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
の
み
を
有
し
て
そ
れ
以
外
の
目
的
を
何
ら
有
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
と
し
、
き

わ
め
て
制
限
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
底
に
は
、
悪
意
の
禁
止
内
容
を
余
り
に
広
く
解
釈
す
る
こ
と
は
、
法
と
道
徳
の

る2混
。-i肴

を
き
Tらこ
し

ひ
い
て
は
明
確
な
法
規
範
に
裁
判
官
の
主
観
的
な
判
断
が
介
入
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
理
由
が
存
し
た
と
い
わ
れ

北法31(1・80)80



現
在
の
国
際
法
に
お
い
て
も
‘

基
本
的
に
は
そ
れ
と
同
じ
問
題
状
況
が
み
と
め
ら
れ
る
。
国
家
、
か
悪
意
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る

手
段
は
、

そ
の
結
果
、
が
発
生
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
個
々
の
様
々
な
行
為
か
ら
構
成
さ
れ
う
る
も
の
で
、
現
実
に
は
そ
れ
ら
の
複
合
行

為
が
ど
の
程
度
ま
で
そ
の
同
家
の
悪
意
の
目
的
を
推
定
さ
せ
う
る
か
、
と
い
う
微
妙
な
問
題
が
生
ず
る
。
そ
の
点
の
解
明
に
は
、
イ
ル
ヨ

マ
デ
(
回
・
。
・
ロ
ロ
旬
。
一
白
色
巾
)
の
い
う
よ
う
に
、
裁
判
所
に
よ
る
複
雑
な
審
理
が
要
求
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
国
際
法
上
、
特
別
の
禁
止
規
定
が
な
い
場
合
に
は
、
国
家
の
自
由
に
有
利
な
推
定
が
は
た
ら
く
と
も
い

わ
れ
る
。
周
知
の
コ
ル
フ
海
峡
事
件
(
一
九
四
九
年
・
間
際
司
法
裁
判
所
)

に
お
い
て
、

エ
セ
ル
(
出
・
開
市
刊
円
)
裁
判
官
は
、
国
内
法
上
す

べ
て
の
個
人
の
犯
罪
に
有
利
な
推
定
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
対
応
し
て
、

同
際
法
に
お
い
て
も
す
べ
て
の
国
家
(
の
自
由
)

℃ 
同
巾
(fl 

己

B 
℃ 

。
口
同

fJ) 

カL
存
在
す
る
と に
い有
うZ利
r な

推
定
が
作
用
す
る
と
し
、
同
家
は
国
際
法
に
従
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
「
法
的
な
推
定
」

は

の
仲
裁
裁
判
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
「
間
』
一
本
の
行
為
の
正
規
性
お
よ
び
必
要
性
に
有
利
な
法
的
推
定
が
は

(
5
}
 

た
ら
く
」
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
ケ

l
ス
は
少
な
く
な
い
と
さ
れ
る
。

ラ
ル
ス
ト
ン

(
】
・
出
・
岡
山
田

rsロ)

国際法における権利活用の成立態様

と
こ
ろ
で
、

か
か
る
法
的
推
定
は
必
ず
し
も
絶
対
的
に
作
用
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
法
的
推
定
を
全
面
的
に

国
際
法
秩
序
の
性
格
か
ら
し
て
若
干
の
困
難
な
面
を
も
つ
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

後
述
す
る
よ
う
に
、

否
定
す
る
こ
と
は
、

し
カミ

し

一
切
の
挙
証
責
任
が
原
告
国
に
か
さ
れ
て
被
告
国
の
行
為
が
自
動
的
に
合
法
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
悪
意
の
禁
止
原
則
の
存
在
そ
の

も
の
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
故
、
権
利
行
使
に
付
随
す
る
悪
意
の
立
証
は
実
際
に
は
容
易
で
は
な
い
と
し
て

も
、
前
述
の
法
的
推
定
に
は
つ
ね
に
反
駁
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
権
利
濫
用
は
推
定
さ
れ
う

る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
挙
証
責
任
が
濫
用
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
当
事
者
に
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
、
反
駁
の
可
能
性

北法31(1・81)81

が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
合
法
性
の
推
定
が
何
ら
か
の
事
実
に
よ
っ
て
論
駁
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
も
等
し
く
認
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
国
家
の
行
為
の
合
法
性
が
推
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
つ
ね
に
そ
の
行
為
そ
れ
自



説

体
が
合
法
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
も
と
よ
り
、

タ
ク
ナ
・
ア
リ
カ
仲
裁
判
決
(
一
九
二
五
年
)

で
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
、
「
明
白
な
か
っ
納
得
の
い
く
証
拠
(
己

g
H
g仏

gロ
4
5巳ロ

moiLgn巾
)
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

そ
の
論
駁
は
、

論

こ
れ
と
は
別
に
、
国
際
法
秩
序
の
性
格
に
て
ら
し
て
、
悪
意
禁
止
の
原
則
の
適
用
に
消
極
的
な
見
解
は
い
ま
尚
少
な
く
な
い
。
そ
の
見

解
は
、
悪
意
禁
止
の
原
則
の
実
際
の
機
能
を
左
右
す
る
基
本
的
な
問
題
に
ふ
れ
る
も
の
で
、

そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う

テ
ー
ラ
ー
(
の
-

H

)
・

ω・
吋
31FH)
は、

国
家
の
悪
意
の
存
在
を
立
証
す
る
こ
と
の
困
難
性
に
加
え
て
、
悪
意
の
存
在
そ
の
も
の
を
主
張

す
る
こ
と
は
、
相
手
方
の
国
家
の
名
誉
ま
た
は
尊
厳
に
ふ
れ
る
の
で
、

一
般
に
は
悪
意
禁
止
の
原
則
の
援
用
に
は
当
然
に
慎
重
と
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
国
家
聞
の
ノ
ー
マ
ル
な
交
流
を
一
定
の
範
囲
内
で
継
続
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
国
際
法
秩
序
に

慎
重
な
配
慮
が
要
求
さ
れ
る
と
す
る
。

お
い
て
、
あ
る
程
度
の
善
意
(
ぬ
O
O
L
E
F
)

の
推
定
が
必
要
と
さ
れ
る
と
し

(
法
的
安
定
性
)
、

た
し
か
に
、

国
家
の
悪
意
を
非
難
す
る
こ
と
は
国
際
関
係
に
お
い
て
重
大
な

F
E
Z
-
S同
5
5
を
有
す
る
。
実
際
に
は
、
イ
ル
ヨ
マ
デ
の
指

か
か
る
非
難
が
現
実
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
国
際
法
は
|
1
4
国
内
法
に
お
け
る
場
合
と
異

の
誠
意
と
自
発
的
な
遵
守
に
支
え
ら
れ
て
い
る
秩
序
で
あ
る
の
で
、
そ
の
悪
意
が
軽
々

摘
す
る
よ
う
に
、

な
っ
て

l
l、
何
よ
り
も
そ
の
法
主
体
(
国
家
)

一
方
の
当
事
者
に
よ
る
「
常
軌
を
逸
し
た
非
道
な
行
為
」

(
O
口
昨
日
常
)
が
な
さ
れ
た
と
い
う
主
張
は
、

紛
争
の
友
誼
的
な
解
決
(
目

g
w与
Z
2
2
z
g
g同
)
を
一
一
層
厄
介
な
も
の
に
し
う
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
く
推
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
政
治
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
理
解
し
え
て
も
、
悪
意
禁
止
の
原
則
の
価
値
を
否
定
す
る
こ
と
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
。
ラ
ウ
タ
l
パ
グ
ト
の
い
う
よ
う
に
、

基
本
的
に
は
国
際
法
に
お
い
て
も
、
法
は
社
会
的
に
妥
当
す
る
最
低
限
の
道
徳
規
範
を

命
ず
る
も
の
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
悪
意
禁
止
の
国
内
法
上
の
一
般
原
則
は
つ
ね
に
国
際
関
係
の
基
本
的
な
構
造
・
理
念

と
調
和
す
る
よ
う
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
こ
の
原
則
の
存
在
を
否
定
す
る
理
由
と
は
な
り
え
な
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い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

はi

(

1

)

田
中
裁
判
官
は
パ
ロ
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
ジ
ョ
ン
事
件
に
お
け
る
個
別
意
見
で
、
裁
判
知
否
に
お
け
る

g
L
P
H
P
の
存
在
を
立
証
す
る
こ
と
は
、
国
家

機
関
の
決
定
に
お
け
る
心
理
状
態
(
吉
ロ
三
宮
可
n
r
o
F凹
-
2
-
胃
cnoωm)
に
ふ
れ
る
た
め
に
容
易
で
は
な
い
と
い
う
。

L

円
。
-
H・
同
町
、
。
、
な

5

8
・
HV-HS-

(

2

)

浜
上
則
雄
、
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
理
論
」
〈
末
川
記
念
・
『
権
利
の
濫
用
・
下
』
、
二
九
七

i
二
九
八
頁
。

(

3

)

∞・

0
・
ロ
ミ
c
g
邑
0・
毛
・
円
札
同
二
同
y

a
一
ω
め
宮
崎
釦
件
。
。
回
以
戸
口
FC目
。
同
吉
弘
問
。
吋
自
由
}
円
P

N

q
・
川
・
均
四
百
色
、
な

5

8
・
宅
-
H
a
I
H
S
-

(
4
〉
N
n
-
h
.
均
hh事。、
HhHmwhmy
匂・〕己申・

(
5
)
】
-
E
-
M
N
丘団
g
p
同
d
y
w
h
b
g
b
w悼
弘
、
回
、
骨
円
。
札
5
4
b
h
h
z
H
問、
EHH
札S
Z
H
H
M
4
三
~
V
H
S
b
r
・
5
J
F
R
f
g
N
A
Y
H
)匂
-
N
N
ω
1
N
N品
・
こ
の
点
を
み
と
め
た
ケ

ー
ス
と
し
て
、
一
フ
ヌ
湖
事
件
お
よ
び
タ
ク
ナ
・
ア
り
カ
事
件
の
仲
裁
判
決
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
以
下
参
照

o
q
-
h・
同
-
N
件
、
ァ

〈。「

HN--V司
a
u
o
∞
iuo叶
一
句

-v-申凶申
l
申
ω。・

(
6
〉
同
ν・
。
-
H
H・
ω
0
1
2
k
r
-
Z
C
叶咽同
V

8
・
横
田
喜
三
郎
、
前
掲
書
、
六
二
頁
。

(

7

)

】
・
国
・
岡
山
内
ニ
巳
c
p
D
i市
・
江
戸
.
H
Y
M
N品・

(
8
〉
匂
・
~
〈
・
拘
同
-
h
・
九
曲
ニ
〈
D--N-HV・由
ω0・

(
9
)
の
・
り
・

ω
・
叶
3
L
D
F
。、・

2
H・・
-M匂・

ωωAHiωω
印

(
凶
〉
切
・

0
・
ロ
ミ
c
g恒
常
・
宰
-hHH-
る・

2
・
な
お
、
田
中
裁
判
官
も
、
バ
ロ
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
タ
ジ
ョ
ン
事
件
に
お
い
て
、
国
内
司
法
機
関
に
対
す
る
道
徳

的
非
難
(
悪
意
の
存
在
)
に
基
づ
く
裁
判
拒
否
の
申
立
は
、
諸
国
に
よ
っ
て
敬
遠
さ
れ
る

m
g
s
n
Eお
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
L

『-
n
-
H・

均
四
裕
司
、
H
h
H由、引
0.
回以・

HA山。

(
日
)
切
-
k
r
・
君
。
円
昨
日

4
7閃
与
さ
も
、
芯
H
S芯
宮
、
世
F
h
t
p
H
h
g
b
H芯
き
h
h
b
F
S
S
-
M
}・
8
・
な
お
、
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
権
利
を
行
使
す
る
国
家
の
側

の
悪
意
の
存
在
を
認
定
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
被
害
国
の
善
意
を
法
的
に
保
護
す
る
方
が
重
要
で
あ
る
と
し
、
悪
意
の
禁
止
原
則
と
は
別
に
、
権
利
濫
用

の
法
理
を
客
観
的
に
構
成
す
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
く
に
彼
は
、
そ
の
濫
用
禁
止
の
法
理
に
刑
事
的
非
難
の
色
彩

(
Z
g
z
s
t
oロ
志
ロ
巳
σ)

ー
l
b悪
意
に
対
す
る
道
義
的
非
難
ー
ー
ー
を
含
ま
せ
る
こ
と
は
、
国
家
の
名
誉
ま
た
は
尊
厳
に
微
妙
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で

は
な
い
と
い
う
。
】
EMM
・
(UCH・
-
h
v
・町民同・噌切
-
H
S
u
n同・同・円い
rmwHMMO口
氏
。
叫
¥
・
り
o
c
H
Hロ
仲
間
同
口
忠
芯
ロ
曲
目
。
品
。
ト
『
ロ
印
片
付
伶

u
w

・
b
・同廿
-
U
-
H
・
5
m品・同
y
ω
u∞・
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国際法における権利濫用の成立態様



説

。
|
|
い
わ
ゆ
る
「
権
力
濫
用
」

i
i

第
二
章

国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
成
立
態
様

論

園
内
法
上
、
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
を
禁
止
す
る
法
原
則
は
当
初
重
要
な
役
割
を
は
た
す
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
た
が
、
後
述
す
る
よ

う
に
、

そ
の
禁
止
要
件
に
固
有
の
限
界
が
存
す
る
と
さ
れ
、
現
在
、
権
利
濫
用
禁
止
の
要
件
は
む
し
ろ
客
観
的
な
基
準
に
よ
る
の
が
妥
当

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
国
際
法
に
お
い
て
も
、
権
利
濫
用
に
関
す
る
学
説
・
先
例
に
類
似
の
傾
向
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
を
禁
止
す
る
他
に
、

(
L
b
E
C
5
2
5
E
仏
冊
目
】

C
E。
可
)
理
論
が
導

国
内
行
政
法
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」

入
さ
れ
、

そ
れ
が
実
際
に
も
適
用
さ
れ
た
。
本
章
で
は
こ
の
「
権
カ
濫
用
」
理
論
に
基
礎
を
お
く
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
を
考
察
す
る
。

国
内
法
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
概
念
l
|
|
「
権
利
目
的
」
論
的
構
成
|
|

困
内
法
で
は
、
権
利
濫
用
の
成
立
態
様
と
し
て
悪
意
の
存
在
と
は
別
に
、
権
利
の
行
使
が
そ
の
権
利
の
社
会
的
な
あ
る
い
は
経
済
的
な

「
目
的
」
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
場
合
を
あ
げ
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
か
か
る
見
解
が
み
と
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
背
景
を
探
り
つ

っ
、
国
際
法
に
お
い
て
も
適
用
可
能
な
「
権
力
濫
用
」
と
い
う
理
論
を
検
討
す
る
う
え
に
必
要
な
予
備
的
な
考
察
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

一
九
世
紀
中
頃
に
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
に
つ
い
て
展
開
を
み
て
以
来
、
学
説
・
判
例
を
通
し
て

著
し
い
変
遷
を
経
て
き
た
。
そ
の
過
程
で
、
悪
意
禁
止
の
要
件
に
固
有
の
限
界
が
認
識
さ
れ
た
。
若
干
ふ
れ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
の

国
内
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
論
は
、

制
定
時
に
お
い
て
は
、
悪
意
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

そ
の
禁
止
規
定
(
第
二
二
六
条
)

を
設
け
て
も
実
用
性
に
乏
し
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

そ
の
後
、
判
例
は
「
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
方
法
で
故
意
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
者
は
賠
償
の
義
務
を
負
う
」
と

に
依
拠
す
る
傾
向
を
強
め
た
と
い
わ
れ
む
そ
の
結
果
、
公
序
良
俗
違
反
の
権
利
濫
別
は
悪
意
禁
止
の
要
件

い
う
規
定
(
第
八
六
二
条
)

を
R
h
備
・
充
足
し
な
い
場
合
に
も
成
立
す
る
と
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

悪
意
の
権
利
行
使
は
常
に
公
序
良
俗
違
反
を
構
成
す

(
同
時
に
、

北法31(1・84)84



(
2
)
 

る
。
)

ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
こ
の
傾
向
は
、

る
と
い
う
認
識
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
悪
意
禁
止
の
要
件
を
厳
格
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
権
利
行
使
に
よ
っ
て
他
人

の
利
益
を
信
一
目
し
て
も
、
同
時
に
権
利
者
自
身
の
利
益
の
追
求
の
た
め
に
そ
の
権
利
が
ん
行
使
さ
れ
る
場
合
に
は
、
権
利
濫
用
は
成
立
し
な
い

権
利
行
使
に
際
し
て
権
利
者
の
側
に
全
く
利
益
を
欠
く
と
い
う
事
態
は
き
わ
め
て
稀
で
あ

と
さ
れ
、
権
利
濫
用
の
禁
止
さ
れ
る
範
囲
は
相
当
に
狭
く
な
る
。

か
か
る
悪
意
禁
止
要
件
の
限
界
を
克
服
す
る
試
み
と
し
て
、
権
利
濫
用
の
成
立
態
様
を
客
観
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
ら
わ

れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
権
利
を
そ
の
目
的
(
酌
ロ
丘
町
恥
)
あ
る
い
は
本
旨
(
仏
巾
2
5
2
5と
か
ら
逸
脱
し
て
行
使
す
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に

権
利
濫
用
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
と
併
行
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
提
唱
さ
れ
、

と

(
F
-
H
2
8
5ロ
仏
)
は
、
権
利
は
法
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
目
的
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

説
を
重
視
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
見
方
が
当
時
ど
の
程
度
支
配
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
行
の
各

り
わ
け
ジ
ョ
ス
ラ
ン

(1) 

国
の
国
内
法
で
は
権
利
濫
用
の
観
念
を
も
っ
ぱ
ら
悪
意
禁
止
の
要
件
に
の
み
基
礎
づ
け
る
見
方
は
狭
き
に
失
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と

さ
れ
る
。

国際法における権利濫用の成立態様

と
こ
ろ
で
、
悪
意
禁
止
の
要
件
よ
り
も
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
権
利
濫
用
の
成
立
を
認
め
よ
う
と
す
る
学
説
は
、

お
い
て
す
で
に
定
着
し
た
「
権
力
濫
用
」

(
k
g
c
B
2
5
E
骨
匂
o
c
g町
)
の
概
念
を
借
用
し
、
そ
の
学
説
の
強
化
に
努
め
た
と
い
わ
れ

る
。
す
で
に
あ
げ
た
ジ
ョ
ス
ラ
ン
も
権
利
目
的
論
的
な
理
論
構
成
は
行
政
法
の
学
説
・
判
例
で
広
く
み
と
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

と
い
う
。
周
知
の
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に

「
権
力
濫
用
」
理
論
は
、

ラ
ン
ス
行
政
法
の
理
論
で
あ
る
。
す
で
に
阿
部
教
授
の
詳
細
な
研
究
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

一
八
五

O
l六
0
年
代
に
形
成
さ
れ

そ
の
後
、

判
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
フ

北法31(1・85)85

こ
の
理
論
に
よ
れ
ば

行
政

機
関
が
国
民
の
た
め
に
付
与
さ
れ
て
い
る
自
己
の
権
限
を
、
形
式
的
に
は
法
令
に
反
し
な
い
と
し
て
も
、
与
え
ら
れ
た
「
目
的
し
か
ら
逸

そ
の
権
限
の
行
使
は
当
初
の
法
的
効
果
を
発
生
し
な
い
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
ジ
ョ
ス
ラ
ン
に
代
表
さ
れ

脱
し
て
行
使
し
た
と
き
に
は
、



説

る
権
利
濫
用
論
は
、
権
利
(
権
限
)

の
「
目
的
に
関
す
る
統
制
」
に
依
拠
す
る
点
に
お
い
て

こ
の
「
権
力
濫
用
」
理
論
と
基
本
的
に
同

北法31(1・86)86

じ
内
容
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。

論

さ
て
、

か
か
る
「
権
力
濫
用
」
理
論
は
大
陸
法
系
の
諸
国
(
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
、

ド
イ
ツ
)

の
行
政
法
の
み
な
ら
ず
、
現
行
の
英
米
行

政
法
に
お
い
て
も
広
く
導
入
さ
れ
て
い
る
。

ロ
l
ソ
ン
(
何
回
-
F
2
3
0ロ
)
に
よ
れ
ば

コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
概
念
と
く
に
行
政
裁
量
権

(ぬ

0
2
5
g
gご
出
田
口
同
町
昨
日

0ロ
)
が
そ
の
権
限
の
付
与
に
当
た
っ
て
設
け
ら
れ
た
目
的
を
実
施
す
る
た
め
に
の
み
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
概
念
は
、
大
陸
法
系
諸
国
の
権
利
濫
用
の
概
念
に
最
も
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
わ
が
国
の
行
政
法
(
学
)

に
お
い

常
に
行
政
の
目
的
に
よ
る
条
理
上
の
制
約
」
が
存
在
し
、
「
こ
の
目
的
を
無
視
し
、

著
し
く
不
公
正
な
行
為
を
行
な
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
は
裁
量
権
の
濫
用
」
と
し
て
違
法
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
多
く
の
現
行
の
行
政
法
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

て
も
、
行
政
庁
の
自
由
「
裁
量
に
は
、

盗
意
的
に
、

こ
の
「
権

力
濫
用
」
理
論
は
、

カ
ナ
ゃ
夕
、

こ
の
理
論
は

1
1
1
各
国
の
法
制
上
、
細
か
な
法
技
術
上
の
相
違
は
あ
っ
て
も

|
l、
目
的
違
反
の
裁
量
権
の
行
使
が
濫
用
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
点

で
、
園
内
(
行
政
)
法
上
の
一
般
原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
み
た
よ
う
に
、

国
内
(
私
)
法
に
お
い
て
権
利
の
社
会
的
な
目
的
か
ら
の
逸
脱
が
権
利
濫
用
を
成
す
と
い
う
考
え
が
強
調
さ
れ
る

そ
の
共
通
の
基
本
的
な
要
素
に
お
い
て
接
近
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
換

に
至
り
、
権
利
濫
用
論
と
「
権
力
濫
用
」
理
論
は
、

言
す
れ
ば
、
「
権
力
濫
用
」
は
広
義
の
権
利
濫
用
の
一
つ
の
成
立
態
様
に
他
な
ら
な
い
。
本
章
は
、

以
下
に
お
い
て
、

か
か
る
「
権
力
濫

用
」
理
論
(
と
く
に
そ
の
基
本
的
な
内
容
)
が
法
の
一
般
原
則
を
構
成
す
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
国
家
の
権
利
(
裁
量
権
)

は
国
際

法
の
趣
旨
・
目
的
に
反
す
る
よ
う
な
「
不
当
な
目
的
」
の
た
め
に
行
使
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

1

)

石
本
雅
男
、
前
掲
論
文
、
三
コ
一

l
四
一
一
良
。



ーム

(
2
)
川
村
フ
ク
子
、
「
絞
利
濫
用
」
(
『
ド
イ
ツ
判
例
百
選
(
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
一
一
号
)
』
)
八
九
九
一
日
頁
。

(
3
)
何
回
・
「
HW耳切
O
P
〉
k
hな
h
s
a門町凡な同

HF町
内
凡
丘
町

hhH哩-]戸由印
0
・唱
-
H叶
-

(
4
〉
司
・
出
・
円
2
2
c
p
〉
・
開
・
〉
ロ
ぎ
ロ
自
己
回
、
.
2
四
円
。
唱
p
b
s
g
b
w
H弘
司
ー
ミ
H
q
s
d
L
1ミ
さ
h同
友
円
足
。
お
同
。
、
主
主
リ
M
H
h
S
F
ω
円
品
。

p
・
3
ミ
-
-
Y
N
N
O

な
お
、
江
川
英
文
、
前
掲
論
文
、
二
人

i
コ
一
二
頁
参
照
。

〈
5
)
江
川
英
文
、
前
掲
論
文
、
二
八

i
三
二
頁
参
照
。

(
6
)
石
本
雅
男
、
「
権
利
濫
用
」
(
『
判
例
演
習
・
民
法
総
則
(
増
補
版
・
柏
木
・
谷
口
他
編
)
』
五

l
六
頁
。

(
7
)
ω
・ベ門戸内
p

h
白

h
c
h
芯
苫
九
時
で
み
守
宜
的
九
時
む
さ
HHAFH苫
師
内
向
む
さ
え
な
町
内
、
さ
H
E
s
s
-
-
吋
y
p
B
5
8
・
M》

M
u
g
-
S
-

(
8
)
江
川
英
文
、
前
掲
論
文
、
三
一
頁
。

(
9
)
阿
部
泰
隆
、
「
自
由
裁
量
権
の
範
囲
」
(
『
フ
ラ
ン
ス
判
例
百
選
(
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
五
号
)
』
)
七
六
頁
。

ハ
凶
)
阿
部
泰
隆
、
『
プ
ラ
ゾ
ス
行
政
訴
訟
論
』
ハ
一
九
七
二
ヰ
〉
八
一
一
一
|
八
四
頁
参
照
。

(
日
)
一
『
・
句
・
ト
『
岱
円
』
C
A
Y
N川町弘喜
SHH師
、
巴
宮
、
宮
苫
司

Hbh。
、
九
時
九
時
、
白
内
同
時

KHhミ
S
4ミ
同
時
ミ
丸
、
由
民
町
民
苫
同
町
、
sbHH
巴
詰
白
』
』
守
ミ
ミ
凡
円
・

3
吋
一
戸
間
)
口
凶
・

(
ロ
)
明
，
・
出
・
円
2
2
0
p
。、・

2
Hニ司・

]5

(
日
)
田
中
二
郎
、
『
一
耕
版
・
行
政
法
上
(
全
訂
第
一
版
)
』

〈
法
律
時
報
、
第
三

O
巻
第
一

O
号
)
四
四
頁
参
照
。

(

M

)

切
・
。
・
ロ
ロ
可
O
B只
HO--hw
・町民
F
・
2
M
g
i
g
-

〈日

)
h
n
-
同】・品
H
U
F

円

UG--~
ロP
A
v
h
甲
・
円
む
よ
同
y
u
u吋・

(
叫
山

)
ω
・
H
，
口
町
民
-
。
』
戸
町
民
同
・
・
同
】
匂
-AHNlAHU・

一
O
六
|
一

O
七
頁
。

(
昭
和
凶
五
年
)

な
お
、
橋
本
公
瓦
「
行
政
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
」

国際法における権利灘用の成立態様

国
際
法
学
説
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
禁
止
の
原
則
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国
家
の
一
定
の
権
利
(
権
限
)

の
行
使
に
つ
い
て
、
「
権
力
濫
用
」
禁
止
の
原
則
が
適
用
さ
れ
う
る
こ
と

国
際
法
の
多
く
の
学
説
は
、

を
認
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
国
際
法
学
に
お
い
て
こ
の
原
則
が
説
か
れ
る
に
至
っ
た
契
機
は
、
論
者
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な

ぃ
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
「
権
力
濫
用
」
が
国
際
法
上
、
禁
止
さ
れ
る
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
以
下
、

こ
こ
で



説

は
次
の
四
点
を
中
心
に
学
説
を
み
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
付
、
悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
と
の
関
係
、

ω、
国
家
の
裁
量
権
に
関
す
る
基

北法31(1・88)88

本
的
認
識
、
伺
、

国
家
の
裁
量
行
為
の
内
部
的
適
法
性
、
同
問
、
最
近
の
国
際
法
学
説
、

に
つ
い
て
で
あ
る
。

諭

付

悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
と
の
関
係

悪
意
に
基
づ
く
権
利
行
使
を
禁
止
す
る
と
い
う
原
則
が
、

そ
の
妥
当
範
囲
に
お
い
て
狭
く
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
国
際
法
学
説
に
お

い
て
も
平
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ポ
リ
チ
ス
は
、

識
し
て
、
国
際
法
に
お
い
て
も
、
国
家
の
権
限
に
対
す
る
「
社
会
目
的
」

濫
用
論
を
浬
解
す
る
う
え
で
不
可
欠
で
あ
る
と
説
れ
比
一
彼
に
よ
れ
ば
、
権
利
濫
用
は
権
利
の
経
済
的
・
社
会
的
な
目
的
あ
る
い
は
本
旨
に

反
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
か
か
る
ポ
リ
チ
ス
の
見
解
は
、
そ
の
後
の
学
説
に
お
い
て
も
基
本
的
に
引
き

権
利
濫
用
の
成
立
態
様
を
客
観
的
に
構
成
し
よ
う
と
試
み
た
国
内
法
の
傾
向
を
窓

(σロ
仲

田

onu-)

に
よ
る
制
限
が
存
す
る
と
み
る
こ
と
は
、
権
利

継
が
れ
て
い
る
。
ラ
ウ
タ
l
パ
ク
ト
は
、
権
利
濫
用
の
成
立
は
な
に
も
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

(
4
)
 

権
利
の
行
使
者
(
国
家
)
が
自
己
の
利
益
を
追
求
し
て
い
る
場
合
に
も
み
と
め
ら
れ
る
と
し
、
ま
た
ト
リ
フ

た
と
え

(ω
・
吋
同
町
内
ロ
)

も
、
前
述
の

ポ
リ
チ
ス
の
見
解
を
全
面
的
に
継
尽
し
た
一
九
四

O
年
の
学
位
論
文
で
、
思
意
の
存
在
は
権
利
の
反
社
会
的
な
行
使
の
唯
一
の
某
準
で
は

な
い
と
し
、
国
際
法
上
一
定
の
目
的
の
た
め
に
国
家
の
行
動
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、

と
に
よ
っ
て
凶
家
の
国
際
点
任
が
発
生
す
る
と
み
る
。

こ
の
「
目
的
」
以
外
の
行
動
を
と
る
こ

悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
と
「
権
力
濫
用
」
(
権
利
の
社
会
目
的
か
ら
の
逸
脱
)

の
禁
止
に
関
す
る
類
似
の
見
解
は
、

戦
後
、

ル
テ

l
ル

(
M
M
-
M
N
巾
ロ
芯
円
)

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

国
家
は
た
と
え
悪
意
で
あ
っ
て
も
、

ま
っ
た
く
理
由
の
な
い
行
為

(
目
白
回
国

2
2
H
o
g
-巾
B
巾
三
唱
え
E
Z
)
を
行
な
う
こ
と
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
従
っ
て
、
悪
意
の
存
在
を
見
出
に
凶
家
の
行
為
に
違
法
性
が

こ
う
い
う
場
合
に
、
凶
家
に
よ
っ
て
「
追
求
さ
れ
た
目
的
の
違
法
件
-
」

(
Z
n
R
R芯
耳
目
ロ
ナ

認
め
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
し
か
し
、

a
g
p
σ
E
3
2
2
2
F
)
は
、
純
粋
に
外
在
的
な
要
素
に
て
ら
し
て
認
め
ら
れ
る
と
し
、
裁
判
所
は
こ
の
客
観
的
な
手
掛
か
り
(
標
識
)



を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
じ
る
。

以
上
の
諸
見
解
は
、

た
と
え
国
家
の
悪
意
に
よ
る
権
利
行
使
が
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

国
際
法
の
定
め
る
権
利
の
社
会
目
的

か
ら
逸
脱
す
る
権
利
行
使
に
つ
い
て
は
権
利
の
濫
用
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

」
の
よ
う
な
国
際
法
学
説
の
動
向
を

悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
の
限
界
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
困
内
法
社
会
の
現
実
と
ま
っ
た
く
同
様
に
と
ら
え
る
こ
と
は
若
干
疑
問
な
し
と
し

な
い
。
な
ぜ
な
ら
同
際
社
会
に
お
い
て
は
、
悪
意
の
権
利
行
使
禁
止
が
国
家
に
よ
っ
て
積
極
的
に
援
用
さ
れ
て
、

そ
の
結
果
と
し
て
、

の
要
件
の
限
界
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
み
と
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
学
説
で
は
、
忠
志
の
権
利
行
使
の

禁
止
が
相
当
に
狭
い
範
囲
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
か
か
る
理
解
か
ら
、
凶
際
法
規
の
日
的
に
お
い
て
汗
さ
れ
な

い
権
利
行
使
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

仁)

川
山
本
の
裁
量
権
に
関
す
る
基
本
的
認
識

(1) 

さ
て
、

同
際
法
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
煙
論
の
導
入
な
い
し
適
用
は
、
国
際
法
秩
序
に
お
け
る
国
家
の
球
最
行
為
の
法
的
有
効
性
を

同際法における権利濫用の成立態様

め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、

セ
ル
(
の

-
F巳
互
に
よ
れ
ば
、
「
凶
際
的
な
権
限
を
行
使
す
る
同
家
の
あ
ら
ゆ

付
与
さ
れ
た
以
外
の
目
的

(
E
r
E
)
で
行
使
さ
れ
る
と
き
に
は
、

同
家
の
「
統
治
権
が
国
際
法
秩
序
の
な
か
で
認
め
ら
れ
か
つ

つ
ね
に
国
家
責
任
が
発
生
し
う
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
見
方
は
、
同

る
法
律
行
為
は
、

そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、

家
の
裁
量
権
の
濫
川
を
ま
っ
た
く
放
置
す
る
こ
と
は
「
法
の
否
定
」
に
通
じ
る
l
f

い
う
基
本
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
o

つ
ま
り
、

は
、
同
家
の
「
怒
意
的
な
決
定
は
法
の
否
定
」
で
あ
り
、
「
裁
量
権
の
行
使
は
法
的
な
権
限
の
適
用
」
に
他
な
ら
ず
、
「
こ
れ
ら
二
つ
の
事

柄
は
本
質
的
に
両
立
し
え
な
い
」
と
い
う
(
国
連
加
盟
承
認
の
事
件
(
一
九
四
八
年
・
国
際
斗
法
裁
判
所
)
に
お
け
る
陳
述
)

0

か
か
る

フ
ラ
ン
ス
公
法
に
お
け
る
「
権
力
濫
別
」
の
観
念
は
古
く
か
ら
法
律
学
の
な
か
に
導
入
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
り
、
「
す
べ
て
の
法
秩
序
に
お
い
て
適
川
さ
れ
る
」
と
説
く
の
で
あ
る
。

認
識
に
以
脚
し
て
、
彼
は
、

う戸

」

セ
ノレ

北法310・89)89



れ
る
限
り
、
法
的
な
制
約
に
服
す
る
と
み
る
。

か
か
る
理
解
か
ら
、
ブ
ル
カ
ン

(
宮
・
∞
S
E
c
-ロ)
は
、
国
家
が
そ
の
主
権
的
な
存
在
で
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説

一
般
に
、
「
権
力
世
用
」
理
論
の
導
入
を
肯
定
す
る
論
者
は
、

国
家
の
裁
量
権
は
国
際
法
の
み
と
め
る
一
定
の
目
的
に
よ
っ
て
付
与
さ

論

原
則
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
、

で
あ
る
と
し
、

ま
ず
同
家
は
そ
の
自
己
の
権
限
の
有
無
に
つ
い
て
は
決
定
の
自
由
を
も
た
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
国

家
の
権
限
は
国
際
法
秩
序
に
よ
っ
て
付
与
・
配
分
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
、
国
際
法
の
本
質
的
な
機
能
は
国
家
に

そ
の
権
限
を
規
律
・
統
制
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
し
、
国
際
法
秩
序
に
よ
る
国
家

こ
の

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
凶
際
法
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
争
い
得
ぬ
原
則
(
「
国
際
法
の
優
位
性
」
の
原
則
)

国
際
的
な
権
限
を
付
与
・
配
分
す
る
こ
と
に
加
え
て
、

の
権
限
行
使
の
規
制
の
あ
り
方
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
第
一
に
、

国
際
法
が
国
家
の
権
限
の
具
体
的
な
行

使
に
つ
い
て
何
ら
関
与
し
な
い
完
全
に
任
意
的
な
裁
量
権
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
。
第
二
に
、

国
際
法
は
国
家
の
権
限
の
行
使
に
つ
い

て
、
そ
の
目
的
と
手
段
を
正
確
に
指
示
・
命
令
す
る
場
合
、
最
後
に
、
国
際
法
が
国
家
(
国
内
法
秩
序
)

も
到
達
す
べ
き
目
的
を
課
す
る
よ
う
な
「
相
対
的
に
」
任
意
な
国
家
の
裁
量
権
の
存
在
を
あ
げ
む
か
か
る
分
類
・
区
別
に
基
づ
い
て
、

に
手
段
の
選
択
を
委
ね
な
が
ら

ブ
ル
カ
ン
は
、
最
後
の
相
対
的
に
任
意
な
裁
量
権
の
行
使
は
国
家
が
一
定
の
法
目
的
の
達
成
に
必
要
な
手
段
を
確
保
す
る
よ
う
に
要
求
さ

国
際
法
に
よ
る
制
約
に
服
す
る
と
す
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
裁
量
権
の
行
使
が
「
基
本
的
な
国
際
生
活
の
諸
状
態
に

そ
こ
に
国
際
法
が
関
与
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
理
由
は
何
ら
な
い
と
論
じ
る
。

れ
る
限
り
、

触
れ
る
」
場
合
に
は
、

た
だ
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
裁
量
権
の
行
使
が
国
際
法
に
よ
っ
て
厳
格
に
規
制
さ
れ
う
る
と
み
る
こ
と
は
必
ず
し
も
正
確
な
見
方
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
。
こ
の
点
は
、
フ
ル
カ
ン
に
お
い
て
も
周
到
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
法
秩

序
は
一
定
の
場
合
に
国
家
に
完
全
な
裁
量
権
を
認
め
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
法
秩
序
が
そ
の
裁
量
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
規
律
す
る
こ
と

を
差
し
控
え
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
他
方
、
特
定
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
使
が
権
限
の
目
的
に
て
ら
し
て
規
律
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
同
僚
の
見
解
は
ル
テ

l
ル
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
主
権
に
関
す
る
古



国
家
は
そ
の
目
。
正
田
(
動
機
・
理
由
)
の
い
か
ん
を
間
わ
ず
、
自
由
に
そ
の
裁
量
権
を
行
使
し
え
た
が
、

か
か
る
裁
量
権
の
基
礎
を
成
す

B
2
5
が
強
調
さ
れ
、

が
次
第
に
確
立
さ
れ
て
き
た
と
論
ず
る
。

典
的
見
解
に
よ
れ
ば
、

近
時
、

し
か
し

そ
れ
に
従
わ
な
い
裁
量
権
の
行
使
は
法
秩
序
に
違
反
す
る
と
い
う
見
方

国
際
法
に
「
権
力
濫
用
」
理
論
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
学
説
は
、
国
家
の
自
由
裁
量
権
が
原
則
と
し
て
圃
際
法

秩
序
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
権
限
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
そ
の
基
本
的
な
背
景
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、

何回

国
家
の
裁
量
行
為
の
内
部
的
適
法
性

と
こ
ろ
で
、

国
内
行
政
法
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
は
公
益
目
的
に
合
致
し
な
い
自
由
裁
量
の
濫
用
が
あ
る
場
合
を
い
う
が
、

」
の
濫

用
行
為
は
、

た
と
え
法
規
の
定
め
る
客
観
的
な
要
件

l
l機
関
の
権
限
の
有
無
、
行
為
の
成
立
す
る
形
式
・
手
続
1

1
に
適
合
す
る
も
の

(
攻
庇
あ
る
行
政
行
誠
一
。
す

(1) 

公
益
目
的
に
反
す
る
が
故
に
そ
の
完
全
な
効
力
が
発
生
し
え
な
レ
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る

な
わ
ち
、
「
権
力
濫
用
」
の
司
法
的
統
制
に
お
い
て
は
、
法
規
の
文
言
か
ら
直
接
に
は
見
出
せ
な
い
不
文
の
法
原
則
が
裁
判
所
に
よ
っ
て

で
あ
っ
て
も
、

国際法における権利濫用の成立態様

適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
統
制
は
制
定
法
規
の
存
在
寸
る
領
域
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
通
常
の
行
政
行
為
に
対
す
る
司
法
統
制

か
く
て
、
阿
部
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
権
力
濫
用
」
理
論
は
、
そ
の
濫
用
の
行
為
が
法

を
何
ら
伴
わ
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
行
政
行
為
の
い
わ
ば
「
内
部
的
適
法
性
」
に
関
す

る
法
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

律
の
形
式
的
な
侵
犯
(
違
反
)

こ
の
こ
と
は
国
際
法
に
お
い
て
も
す
で
に
何
人
か
の
学
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
プ
ル
カ
ン
の
見
解
も
、
あ
る
種
の
国
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家
の
権
限
を
相
対
的
に
任
意
な
裁
量
権
と
し
て
と
ら
え
る
点
に
お
い
て
、
行
政
行
為
の
内
部
的
適
法
性
に
関
す
る
理
論
と
軌
を
一
に
す
る

(出
-
M
N
。
ロ
ロ
)
は
、
国
際
法
が
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
国
家
の
権
限
を
規
律
す
る
方
法
は

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
ο
同
様
に

ロ
ー
ラ
ン

二
つ
あ
る
と
し
て
、

一
つ
は
実
定
国
際
法
規
に
よ
る
「
直
接
的
な
規
律
」
で
あ
り
(
外
部
的
適
法
性
)
、

他
の
一
つ
は
国
家
の
権
限
が



説

追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
的
(
出
口
色
町
恥
)
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
限
を
間
接
的
に
制
限
す
る
(
宏
ロ
ヨ
伊
丹

2

E
門昨日・

と
い
う
(
ノ
ッ
テ
ボ
l
ム
事
件
に
お
け
る
口
頭
弁
論
)
。
モ
ス
ラ
l

(
出

-
Z
S
F同
)
も
、
国

2
5
2同
)
場
合
で
あ
る

(
内
部
的
適
法
性
)

論

家
は
国
際
法
規
の
特
定
の
目
的
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
こ
と
が
あ
る
と
し
、

そ
の
場
合
、

た
と
え
国
家
が
そ
の
目
的

達
成
の
方
法
あ
る
い
は
時
宜
に
つ
い
て
広
範
な
政
治
裁
量
を
も
っ
場
合
で
あ
っ
て
も
、

り
う
る
と
さ
れ
る
。

そ
こ
に
国
際
義
務
の
違
反
が
成
立
す
る
こ
と
が
あ

も
っ
と
も
、

こ
の
よ
う
な
「
権
力
濫
用
」
理
論
の
性
格
、
す
な
わ
ち
内
部
的
適
法
性
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
若
干
異
論
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
国
家
の
特
定
の
裁
量
行
為
に
「
権
力
濫
用
」
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
場
合
の
授
権
「
目
的
」
が
必

ず
し
も
明
瞭
に
さ
れ
え
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
(
開
-
州
内
田
正

5
8ロ
)
に
よ
れ
ば
、
「
権
力
濫
用
」
理
論
は
国
内
の
私

法
・
行
政
法
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
理
論
は
一
般
に
、
国
際
法
が
国
家
に
許
与
す
る
「
主
権
」
行
為
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
と
さ
れ

る
。
わ
け
で
も
諸
国
の
有
す
る
一
般
的
か
つ
重
大
な
利
益
に
つ
い
て
は
、
行
政
法
に
お
け
る
よ
フ
な
特
定
の
役
務
あ
る
い
は
行
政
の
「
正

「
権
力
濫
用
」
理
論
の
類
推
適
用
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

常
な
」
役
務
の
内
容
が
具
体
的
に
指
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、

し
か
し

公
益
目
的
と
い
う
法
準
則
を
国
際
法
か
ら
完
全
に
排
斥
す
る
こ
と
は
、

後
に
み
る
国
際
先
例
に
鑑
み
る
な
ら
ば

(
第
二
章
・

)
、
決
し
て
正
し
い
見
方
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

さ
ら
に
別
の
呉
論
と
し
て
、
国
際
法
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
は
そ
の
性
質
上
、
実
定
法
規
(
条
約
・
慣
習
法
)

の
趣
旨
・
目
的
に
て

ら
し
て
成
立
す
る
の
で
、

そ
の
濫
用
行
為
は
必
ず
し
も
国
内
法
に
お
け
る
よ
う
な
「
権
力
濫
用
」
を
構
成
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

国
際
法
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
行
為
は
、
も
と
も
と
国
家
の
無
権
限
あ
る
い
は
明
示
的
な
禁
止
要
件
に
違
反
す

(
甜
)

る
実
定
法
規
の
違
反
行
為
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
反
論
で
あ
る
(
外
部
的
適
法
性
)
0

し
か
し

」
の
点
は
国
家
の
裁

量
権
が
実
定
法
規
に
よ
っ
て
ど
の
範
囲
ま
で
規
律
さ
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
際
裁
判
所
が
「
権
力
濫
用
」

北法31(1・92)92



理
論
を
適
用
す
る
に
際
し
て
考
慮
す
べ
き
一
つ
の
要
素
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、

そ
の
理
論
そ
の
も
の
を
間
際
法
か
ら
排
除
す
る
決
定
的

な
斑
由
と
は
な
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

帥

最
近
の
同
際
法
学
説

「
権
力
濫
用
」
観
念
を
国
際
法
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
権
行
使
の
絶
対
的
裁
量
性
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、

多
か
れ
少

な
か
れ
、
最
近
の
学
説
に
も
み
ら
れ
る
。

イ
ル
ヨ
マ
デ

B
・
o・
-
E可
C
自
主
巾
)
は
、
権
利
(
権
限
)
あ
る
い
は
裁
量
権
の
行
使
は
そ
の
授
権
目
的
の
た
め
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
権
利
濫
用
の
概
念
は
多
く
の
同
の
法
体
系
で
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
「
法
の
一
般
原
則
」
で
あ
る
と
い
ム
也

と
り
わ

(1) 

の
二
つ
の
概
念
に
は
多
く
の
共
通
要
素
が
み
ら
れ
る
と
し
、
そ
れ
ぞ

(
盟
)

に
お
い
て
同
じ
機
能
を
は
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
か
く
て
、
彼
は
国
家
の
裁
量

権
は
決
し
て
無
制
限
で
あ
り
え
ず
、
裁
量
権
が
み
と
め
ら
れ
た
正
当
な
目
的

2
a
E
B
S巾
E
L田
)
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
作
。

類
似
の
見
解
は
、
テ
ー
ラ
ー
(
の
・
ロ

ω・
吋
昌
]
C
H
)

に
も
み
ら
れ
る
。
彼
は
、
国
際
裁
判
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
行
政
法
上
の
裁
量
権
濫

け
、
権
利
濫
用
と
「
権
力
濫
用
」
(
仏
公

2
2
2
5
E
骨

H
5
5
0
5

れ
異
な
っ
た
法
領
域
(
私
法
・
公
法
)

国際法における権利滋用の成立態様

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
証
明
し
、
国
際
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
禁
化
の
原
則
の
内
容
は
、
そ
の
イ
ギ

リ
ス
法
の
濫
用
の
諸
形
式
・
分
類
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
ず
る
。
こ
の
見
解
の
当
否
は
さ
て
お

用
の
法
理
が
し
ば
し
ば
適
用
(
援
瓜
)

き
、
彼
ら
の
研
究
は
「
権
力
濫
用
」
理
論
の
実
際
の
適
用
形
態
に
重
点
を
お
く
も
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
理
論
の
国
際
法
に
お

シ
オ
ラ

(
F
ω
5
H
a
)

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
際
法
上

の
権
利
濫
用
の
基
準
で
あ
る
社
会
目
的
の
観
念
(
正
常
母
会

5

8口
E
》
)
は
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
ο

そ

こ
で
、
こ
の
理
論
に
関
す
る
国
際
先
例
を
検
討
す
る
の
が
次
の
課
題
で
あ
る
。

け
る
適
用
可
能
性
を
間
接
的
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
か
く
て
、
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忍
〈
忍
-
H
)
吋
内
山
品
特

C......) N. Politis， ot. cit.， pp. 80-85. 

CN) Id.， p. 83. 

(的)Id.， p. 85 

〔司)H. Lauterpacht， ot. cit.， 1933， pp. 294-295. 

(凶)S. Trifu， ot. cit.， p. 55. 

(∞) Id.， p. 85. 

(ド)P. Reuter，“Principes de Droit International PublicぺR.d. C.， tome 103， 1961-II， p. 601. 

(∞) >\'0~0 \ll童話 0~lì生 AJ ....l ν竺， Opinion 1ndividuelle de M. Azevedo， 1. C. j. Retorts 1947-1948， p. 80; J・P.Jacque， ot. 

cit.， pp. 171-172. 将軍UJ:::' jiji;~量抑' キミ同版。

(0)) G. Scelle， Precis de droit des gens， tome 2， p. 29. cite par l-P. Jacque， ot. cit.， pp. 172-173; G. Scelle，“Regles 

Generales du Droit de la Paix"， R. d. C.， tome 46， 1933-1V， p. 369. 

(宮)1. C. ]. Pleadings， Conditions de l'Admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies， 1948， p. 76. 

(コ)Id. 

(21) M. Bourquin， ，‘Regles Genるralesdu Droit de la PaixヘR.d. C.， tome 35， 1931-1， p. 146 

星量挙醤一一、え守主 λe懸命一一J(七1icla潟貯蓄il'iil当相思 1nit'・ 1~ J，J長崎) 1 1111-111101m($!l至。

(記)M. Bourquin， ot. cit.， p. 147. 

(ヨ)Id.， pp. 101-102. 

(出)Id.， p. 148. 

C::l) Id.， pp. 145--146. 

(口)Id.， p. 148. 

C;S) P. Reuter， op. cit.， 103 R. d. C.， p. 444. 

C~) Id.， pp. 444-445. 

(~) ~君主終盤〆程軍軍縮， :< 11ぽ。量~#<..f I[;JI' 活里町軍令{' g)mimt。

帯電

経

4王将' 時~\I!益事主主主， r図録e回



C;i) 区結構事望組， jiii;'@鰍， < 1 ¥III(。 草主ヤキ <~1叫， j歪型車穏や('5151図。

(~)よ C. ]. Pleadings 1955， vol. 2， p. 406. @:~Il! ~ --l ν'~叫E供 ， ~~~制1γ ¥11f司回。

(~) H. Mosler， 0戸.cit.， 140 R. d. C.， pp. 88-89. 

(2'1;) E. Kaufmann，“Regles Gen品ralesdu Droit de la Paix"， R. d. C.， tome 54， 1935-IV， p. 523. 

(お)Id. 

(~) G. Salvioli，“Les Regles G品nるralesde la Paix"， R. d. C.， tome 46， 1933-IV， pp. 67-68; cf. L. Siorat， Le Probleme des 

Lacunes en Droit International， 1959， pp. 400-401. 

(~) B. O. Iluyomade， op. cit.， p. 61. 

(m Id.， p. 52. 

(g)) Id.， p. 83. 

UiD G. D. S. Taylor， op. cit.， pp. 324-325. 

(お)L. Siorat， op. cit.， p. 403. 将兵， ，J (;'l!!基蚕e徐州お}崎~奇心者~(;'tIH!li;~ --l ν 安~ (; .，.， (;' ‘ゐ今主的。~-m1li it::' j~'@ li1'm'付与))叫 P.

Guggenheim， op. cit.， 74 R. d. C.， p. 250; lP. Jacque， op. cit.， p. 172; M. SOrensen， op. cit.， 101 R. d. C.， p. 222; G. 

Dahm， Volkerrecht， Bd. 1， 1958， S. 195; Verdross.Simma， Universelles Volkerrecht， 1976， S. 235. 

一同)

画整ß#返事宇 Q .J;)そき::;i1~ かのや\，{lí~111 

出
品
(
出
品

-CH円
潟
村

ボ~Q q:z草~1lmÆ←少。榊l+- Qト4雲窓枠P制~くE

ヰ'ま選定組a::縄-'Ji鍵R組a::J~悪士~*骨モヰ)~'í-V~iB来手当時1H1lK巡騒望書(誕潟心く4誕) や保理主JνAltJ.;J誕尉千J~r-Q Q千J'

Q 主主主.ßl~浄、...J.ßl~:..ム千J~三 4ヨム。制 4i!と古語道 Q r鍵干羽~æ::J 割程 Q K-b'\:P:t;!華民緩や時点 QV 昨『づ~' *制 Q .J:t司軍令~i1

Q:徒側付， 1と誕総制維Q蝿民会J鍵蛍←r-Qrド干羽田
mA1眠時栴トトQ&!E~同.l(]~ 1l1111rI肖Jνお〉etム摺矧千J~ !{1~。

主張 1i1'鑓定制限 Q 4:長吋轍EきょJ れJ~ぬ脱帽(起〈ヤ抑←。制æq)

経
叫
叫
N
円
以
且
(
U

座
制
定
鍵
川
町
公
認
は
誕
盤
固



論

意
思
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

川
内
行
政
法
の
「
権
力
濫
用
」
は
、
悪
意

(B白
ロ
ロ
巾
)

に
よ
る
権
限
の
行
使
の
み
な
ら

北法31(1・96)96

説

的
」
の
追
求
と
い
う
二
つ
の
要
素
は
、
間
的
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
を
実
際
に
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
が
、
後
者
の
要
素
は
前
者
の
そ
れ
に
比
べ
て
、

よ
り
緩
や
か
な
内
特
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

一
般
に
は
単
に
利
己
目
的
を
追
求
す
る

ず
、
い
わ
ば
損
害
の
発
生
に
対
す
る
未
必
的
故
意
に
類
す
る
よ
う
伝
権
限
の
行
使
に
よ
っ
て
も
成
立
す
る
も
の
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、

イ
ギ
リ
ス
行
政
法
に
お
け
る
裁
量
権
濫
用
の
諸
形
式
に
は
、
悪
意
に
よ
る
裁
量
権
の
行
使
の
他
に
つ
ぎ
の
も
の
が
含
ま

権
限
の
与
え
ら
れ
た
目
的

で
あ
る
と
(
善
意
で
)
信
ず
る
目
的
以
外
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
詐
欺
(
同
E
E
L
)

に
よ
る
裁
量
権
の
行
使
な
ど
で
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
行
政
法
に
お
け
る
「
権
力
濫
用
」
理
論
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
に
分
類
・
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
悪
意
に
よ
る

権
利
行
使
は
「
権
力
濫
用
」
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

れ
る
。
そ
れ
ら
は
、

制
定
法
が
掲
げ
る
一
定
の
目
的
を
考
慮
し
な
い
裁
量
権
の
行
使
(
不
当
目
的
の
追
求
)
、

こ
れ
ら
の
裁
量
権
濫
用
の
諸
形
式
は
、
制
定
法
の
趣
旨
・
目
的
を
考
慮
し
て
こ
れ
に
反
す
る
裁
量
権
の
行
使
を
濫
用
と
す
る

点
で
、
原
則
と
し
て
「
権
力
濫
用
」
の
内
容
は
「
目
的
の
観
念
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
厳
密
に
い
え
ば
、
適
法
理
巾
の
欠
如

第
二
に
、

あ
る
い
は
理
由
の
不
正
確
さ
に
よ
る
裁
長
権
濫
用
の
形
式
と
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
の
形
式
は
行
為
の
目
的
に
関
し
て
違
法
と
さ

れ
る
濫
用
で
は
な
く
、
あ
る
行
為
を
な
し
得
る
た
め
に
必
要
な
要
件
の
存
在
(
法
定
条
件
)
を
満
た
し
て
い
な
い
行
為
に
関
す
る
「
要
件

の
観
念
」
と
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(
処
分
事
由
)

た
だ
実
際
に
は
、
「
権
力
濫
用
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に

も
、
要
件
事
実
の
液
庇
が
伴
う
。
つ
ま
り
、
自
己
に
委
任
さ
れ
た
利
誌
を
保
護
す
る
以
外
の
目
的
の
た
め
に
権
限
を
行
使
す
る
場
合
、
そ

の
行
為
の
基
礎
を
な
す
事
実
(
正
当
化
事
由
)
が
欠
け
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
点
は
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
み
な
ら
ず
、
関
連
の

な
い
事
由
に
基
づ
く
裁
量
濫
用
の
形
式
を
認
め
る
英
米
行
政
法
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
か
か
る
理
解
の
も
と
に

関
連
の
国
際
先
例
を
分
類
・
考
察
す
る
。



第
三
に
、
右
の
第
二
点
に
関
連
し
て
、
園
内
行
政
法
に
お
け
る
要
件
事
実
(
処
分
事
由
)

の
正
確
性
に
対
す
る
司
法
統
制
は
、

さ
ら
に

い
く
つ
か
の
形
式
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
比
例
性
の
原
則
」
に
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
原
則
は
、
行
為

と
そ
の
基
礎
を
な
す
要
件
(
処
分
事
由
)
の
聞
に
存
在
す
る
均
衡
性
あ
る
い
は
妥
当
性
に
関
す
る
も
の
で
、
行
政
目
的
の
達
成
手
段
は
公

益
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
程
度
に
比
例
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
一
般
に
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、

圏
内
行
政
法
の
裁
量
濫
用
の
諸
形
式
は
相
互
に
重
複
す
る
場
合
が
少
な
く
な
く
、
具
体
的
に
個
々
の
ケ
!
ス
が

い
か
な
る
形
式
の
濫
用
に
当
た
る
か
を
区
別
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
「
目
的
と
動
機
」

あ
る
い
は
「
目
的
と
要
件
事
実
」
が
そ
れ
ぞ
れ
複
合
す
る
諸
形
式
を
成
し
て
裁
量
濫
用
が
成
立
す
る
と
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の

理
解
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
、
国
際
裁
判
の
具
体
的
な
適
用
事
例
と
し
て
、
ハ
円
、
条
約
目
的
に
違
反
す
る
権
利
行
使
、
∞
、
慣
習
法
の
権
利

目
的
に
反
す
る
権
利
行
使
、
伺
、
「
比
例
性
の
原
則
」
に
違
反
す
る
慣
習
法
上
の
権
利
行
使
、

に
関
す
る
諸
先
例
を
考
察
す
る
。

は)

(;:) 

条
約
目
的
に
違
反
す
る
権
利
行
使

国際法における権利濫用の成立態様

国
家
が
特
定
の
条
約
に
お
い
て
何
ら
か
の
義
務
を
負
う
場
合
に
、
こ
の
条
約
義
務
に
関
連
し
て
「
権
力
濫
用
」
が
問
題
と
な
る
こ
と
が

一
つ
は
、
条
約
自
体
に
基
づ
く
裁
量
権

で
あ
る
。
い
か
な
る
条
約
の
規
定
も
完
全
か
つ
明
瞭
で
は
あ
り
え
ず
、
あ
る
特
定
の
主
題
に
つ
い
て
、
条
約
に
定
め
る
権
利
・
義
務
は
必

ず
し
も
完
全
な
契
約
的
バ
ラ
ン
ス
を
保
持
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
々
あ
る
。
こ
と
に
義
務
履
行
の
方
法
・
手
段
に
つ
い
て
広
い
裁
量
権
が

あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
国
家
の
裁
量
権
は
次
の
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
円
、

認
め
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

か
か
る
場
合
、

そ
の
条
約
上
の
裁
量
権
の
行
使
が
条
約
の
趣
旨
・
目
的
に
て
ら
し
て
「
権
力
濫
用
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
先
例
と
し
て
、

タ
グ
ナ
・
ア
リ
カ
事
件
と
南
西
ア
フ
リ
カ
事
件
及
び
自
動
的
留
保
に
関
す

る
諸
ケ
l
ス
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る

0
0、
他
の
一
つ
は
、
慣
習
法
に
基
づ
く
裁
量
権
の
行
使
と
の
関
連
で
「
権
力
濫
用
」
が
問
題
と

さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
国
家
は
、

た
と
え
条
約
に
お
い
て
特
定
の
義
務
を
負
う
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
通
常
、
慣
習
国
際
法
に
基
づ
く

北法31(1・97)97
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広
い
裁
量
権
を
有
す
る
。
そ
の
裁
量
権
は
特
定
の
条
約
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
は
自
己
の
条
約
義
務
を
回
避
す
る

よ
う
に
そ
の
裁
量
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
か
か
る
慣
習
国
際
法
上
の
裁
量
権
の
行
使
は
、
間
接
的
に
は
そ
の
条
約
の
み
と
め

論

な
い
不
当
目
的
を
追
求
す
る
も
の
と
し
て
「
権
力
濫
用
」
の
行
為
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
も
と
よ
り
、

こ
の
場
合
は
条
約
の

北法31(1・98)98

掲
げ
る
一
定
目
的
以
外
の
目
的
で
裁
量
権
を
行
使
す
る
場
合
と
は
異
な
る
。
)

検
討
し
て
み
よ
う
。

山
条
約
目
的
に
違
反
す
る
条
約
上
の
権
利
行
使

タ
ク
ナ
・
ア
リ
カ
事
件
(
一
九
ニ
五
年
)
は
、

以
下
、

こ
れ
ら
の
二
つ
の
裁
量
権
の
行
使
に
つ
い
て
順
次

一
八
八
三
年
の
ペ
ル

l

H
チ
リ
の
平
和
条
約
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
「
権
力
濫
用
」
の
存

否
が
問
題
と
さ
れ
た
ケ

l
ス
と
い
え
る
。
そ
の
平
和
条
約
(
ア
ン
コ
ン
条
約
)

に
よ
れ
ば
、
ベ
ル

l
の
タ
ク
ナ
・
ア
リ
カ
地
方
は
こ
の
条

約
の
批
准
か
ら
一

0
年
聞
は
チ
リ
の
法
律
と
権
限
の
も
と
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、

そ
の
期
間
経
過
後
は
新
た
な
条
約
(
特
別

に
よ
っ
て
そ
の
地
方
の
法
的
地
位
を
人
民
投
票
に
基
づ
い
て
決
定
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
(
第
三
条
)
。

チ

リ

議
定
書
)

ペ
ル

l
は、

が
そ
の
条
約
で
予
定
す
る
人
民
投
票
の
実
施
を
妨
げ
る
よ
う
な
施
政
行
為
を
行
な
っ
た
と
し
て
、
平
和
条
約
の
無
効
を
主
張
し
た
。
両
国

に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
仲
裁
裁
判
所
は
、
特
別
議
定
書
に
関
す
る
両
国
の
交
渉
が
行
な
わ
れ
て
い
る
聞
は
そ
の
地
方
は
継
続
し
て
チ
リ
の

法
律
と
権
限
に
服
す
る
が
、

チ
リ
が
人
民
投
票
の
実
施
に
関
し
て
平
和
条
約
の
目
的
を
盟
損
す
る
よ
う
な
方
法
で
そ
の
権
限
を
行
使
す
る

と
き
に
は
条
約
の
無
効
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
裁
判
所
は
、
チ
リ
に
よ
る
徴
兵
法
の
執
行
は
「
徴
兵
の
た
め
と
い
う

よ
り
は
、

む
し
ろ
そ
の
地
方
か
ら
ペ
ル
!
の
青
年
を
追
放
す
る
結
果
|
|
た
と
え
そ
れ
が

目
的
で
な
か
っ
た
と
し
て
も

そ
こ
に
「
チ
リ
当
局
の
権
力
濫
用
」
(
自
由

r
c
z
a
n
E
r
g
s
P
2石
一
)
が
存
在
し
た
と
判
示
し
た
。
か

(
チ
リ
の
側
の
)

ー
ー
を
伴
っ
た
」
と
し
て
、

く
て
本
件
で
は
、

チ
リ
に
よ
る
徴
兵
法
の
執
行
(
条
約
上
の
権
利
の
行
使
)
が
人
民
投
票
を
実
施
す
る
と
い
う
条
約
目
的
の
実
現
を
妨
げ

る
と
き
に
は
、

チ
リ
の
行
為
は
「
権
力
濫
用
」
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。
(
な
お
、

判
決
は
そ
の
濫
用
の
立



証
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
面
も
あ
る
と
し
て
、
徴
兵
法
の
執
行
の
み
を
も
っ
て
平
和
条
約
そ
の
も
の
は
無
効
と
は
さ
れ
な
い
と
し

た
。
)国

際
司
法
裁
判
所
の
南
西
ア
フ
リ
カ
事
件
(
一
九
六
六
年
)

で
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
南
ア
共
和
国
の
委
任
統
治
に
つ
い
て
裁
量
権
の

濫
用
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
一
つ
の
争
点
と
さ
れ
た
。
第
一
次
大
戦
後
、
南
西
ア
フ
リ
カ
は
国
際
連
盟
が
設
け
た
委
任
統
治
制
度
の
も
と

を
受
任
国
と
す
る
委
任
統
治
地
域
と
さ
れ
た
が
、
問
題
は
ア
パ
ル
ト
へ
イ
ト
政
策
に

代
表
さ
れ
る
南
ア
の
統
治
政
策
が
委
任
状
に
規
定
す
る
目
的
に
違
反
す
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
委
任
状
は
南
ア
に
広
範
囲
に
わ
た
る
裁
量

に
置
か
れ
、
南
ア
共
和
国
(
以
下
、
南
ア
と
す
る
)

権
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
委
任
状
(
第
二
条
)
に
よ
れ
ば
、

南
ア
は
同
地
域
に
対
し
て
「
施
政
お
よ
び
立
法
の
全
権
」

(E-3d司
巾
吋
え
注
目
山
口
笠
岡
田
同
日
品
目
仏

E
広
田
氏
。
ロ
)

を
有
し
、
南
ア
の
諸
法
を
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
変
更
を
加
え
て
適
用
し
う
る

(1) 

と
し
(
第
一
項
)
、
か
つ
南
ア
は
こ
の
地
域
住
民
の
福
祉
と
進
歩
を
「
最
大
限
に
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
由

E-ご】
5
5
0
Z
S
F巾

己
目
。
ろ
と
さ
れ
た
。
原
告
(
エ
チ
オ
ピ
ア
と
リ
ベ
リ
ア
)
は
、
南
ア
の
行
動
は
そ
の
住
民
の
福
祉
と
進
歩
の
増
進
を
阻
害
し
、
委
任
状

に
定
め
る
義
務
に
違
反
す
る
と
し
て
、
受
任
国
の
政
策
が
「
隠
さ
れ
た
(
不
当
な
)
目
的
」
(
巳
H
2
5
同
宮
G
g
m
)
に
向
け
ら
れ
た
こ
と

を
申
し
立
て
た
。
裁
判
所
は
こ
の
裁
量
権
の
濫
用
の
存
否
に
つ
い
て
直
接
に
司
法
判
断
を
下
す
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
両
当
事
国
お

よ
び
若
手
の
裁
判
官
は
そ
の
裁
量
権
の
濫
用
に
論
及
し
た
。

国際法における権利濫用の成立態様

そ
こ
で
は
、
南
ア
の
裁
量
権
の
濫
用
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
基
本
的
な
意
見
の
対
立
が
み
ら
れ
た
。

一
方
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
南
ア

の
行
動
は
国
際
法
の
積
極
的
な
制
限
規
定
に
よ
っ
て
の
み
制
約
さ
れ
、
委
任
状
は
南
ア
に
対
し
て
住
民
の
福
祉
・
進
歩
を
促
進
す
る
た
め
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に
行
動
す
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
南
ア
の
具
体
的
な
施
政
の
方
法
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
司
法
審
査
も
及
ば
な
い
と

さ
れ
る
(
南
?
の
再
抗
弁
書
)

0

(

裁
判
所
の
多
数
意
見
は
、
委
任
状
の
解
釈
・
適
用
に
つ
い
て
原
告
が
法
的
利
益
を
も
た
な
い
と
す
る
点

で
、
基
本
的
に
は
こ
の
見
方
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
裁
量
権
の
濫
用
に
は
直
接
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
)



説

こ
の
よ
う
な
見
解
と
ま
っ
た
く
対
立
す
る
意
見
は
、

ジ
ェ
サ
ッ
プ
(
司

-
n・
才
師
団
口
H
M
)

裁
判
官
と
フ
ォ
ル
ス
タ

l

(
同・司

2
2
2
)

他
方
、

論

裁
判
官
に
み
ら
れ
た
。
ジ
ェ
サ
ッ
プ
裁
判
官
は
、
委
任
状
の
定
め
る
目
的
の
達
成
と
そ
の
た
め
の
適
切
な
手
段
の
選
択
に
つ
い
て
受
任
国

(
叩
}

の
と
っ
た
政
策
方
針
は
裁
判
所
の
司
法
審
査
に
服
す
る
と
み
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
委
任
状
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
紛
争
に
つ

い
て
、
行
政
法
に
お
け
る
裁
量
権
濫
用
の
基
準
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
か
)
。
従
っ
て
、
ジ
ェ
サ
ッ
プ
裁
判
官
は
、
か
り
に
ア
パ

ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策
の
採
用
・
実
施
が
一
般
国
際
法
に
違
反
す
る
行
為
で
な
い
と
し
て
も
、
本
件
は
裁
判
所
の
司
法
審
査
に
服
す
る
(
吉
田
手

口
紅

Em)
紛
争
で
あ
る
と
い
う
。
か
か
る
裁
量
権
濫
用
の
基
準
に
具
体
的
に
言
及
し
た
の
が
、

フ
ォ
ル
ス
タ

I
裁
判
官
で
、

彼
は
、

の
裁
量
権
は
委
任
状
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
遂
行
さ
れ
る
南
ア
の

行
為
は
「
権
力
濫
用
」

(
t
H
8
5
3
8
ニ巾司
0
5
0
5
を
構
成
す
る
と
い
ト
官
類
似
の
見
解
は
南
ア
側
の
国
籍
裁
判
官
(
〈
自
宅
事
)
の

個
別
意
見
に
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
問
題
は
、
委
任
状
の
内
容
と
そ
の
解
釈
の
仕
方
に
も
よ
る
が
、

そ
の
規
定
に
よ
っ
て
は
、
裁
量
権
の
基
礎
と
な
る
授
権
目
的
が
多

様
な
か
っ
複
雑
な
内
容
を
も
ち
、

そ
の
目
的
に
反
す
る
裁
量
権
の
行
使
を
確
定
す
る
こ
と
が
相
当
に
困
難
な
こ
と
が
あ
り
う
る
。

し
、
委
任
状
の
目
的
が
あ
る
程
度
明
確
な
と
き
に
は
、

そ
の
裁
量
権
の
枠
を
逸
脱
す
る
行
為
は
「
権
力
濫
用
」
で
あ
る
と
み
と
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
本
件
は
、
少
な
く
と
も
何
人
か
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
、

こ
の
「
権
力
濫
用
」
を
認
定
し
う
る
と
し
た
点
で
注
目
さ
れ
よ

う
最
後
に
、
条
約
上
の
権
利
行
使
に
「
権
力
濫
用
」
理
論
が
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
同
様
の
先
例
と
し
て
、

国
際
司
法
裁
判
所

に
お
け
る
自
動
的
留
保
に
関
す
る
若
干
の
事
件
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
際
司
法
裁
判
所
の
義
務
的
な
管
轄
は
、
法
律
的
な
紛
争
に
つ
い
て
、
選
択
条
項
受
諾
宣
言
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る

(
規
程
第
三
六
条

二
項
)
0

紛
争
当
事
国
の
一
方
が
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
問
題
を
そ
の
国
内
問
題
に
関
す
る
紛
争
で

周
知
の
よ
う
に
、

こ
の
宣
言
に
は
、
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南
ア

し

カミ



あ
る
と
決
定
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
の
管
轄
権
が
自
動
的
に
失
わ
れ
る
と
い
う
形
の
留
保
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
自
動

的
留
保
」
(
〉
ロ
S
B
2
w
m叩
8
2丘
町
。
ロ
)
で
あ
る
。
多
く
の
学
説
は
こ
の
留
保
が
裁
判
所
規
程
(
第
三
六
条
六
項
)
あ
る
い
は
そ
の
選
択

条
項
の
制
度
の
趣
旨
に
違
反
す
る
と
み
る
が
、
裁
判
所
の
先
例
は
少
な
く
と
も
現
在
に
至
る
ま
で
こ
の
留
保
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
判
断

を
下
し
て
い
な
い
。
紛
争
当
事
者
の
見
解
も
そ
の
効
力
に
つ
い
て
必
ず
し
も
一
貫
し
て
い
な
い
。

さ
て
、

か
か
る
状
況
に
お
い
て
、

国
家
に
自
動
的
留
保
の
援
用
権
を
み
と
め
つ
つ
、

そ
の
行
使
に
つ
い
て
は
一
定
の
限
界
が
存
在
す
る

と
し
て
、

そ
れ
が
濫
用
さ
れ
る
範
囲
内
で
当
事
者
の
援
用
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

ノ
ル
ウ
ェ
ー
公
債
事

件
、
イ
ン
タ
ー
ハ
ン
デ
ル
事
件
お
よ
び
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
航
空
機
撃
墜
事
件
で
み
ら
れ
た
。

こ
の
見
解
は
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
公
債
事
件
(
管
轄
権
・
一
九
五
七
年
)

で
は
、

(
被
告
国
)

は
裁
判
管
轄
を
争
う
次
の
二
部
か
ら
成
る
先
決
的
抗
弁
を
提
起
し
、

そ
の
一
つ
は
、
本
件
は
圏
内
法
の

ノ
ル
ウ
ェ
ー

問
題
で
あ
り
、

国
際
法
の
問
題
で
は
な
い

(
第
一
部
)

と
し
、
他
の
一
つ
は
、

も
し
こ
の
第
一
部
の
抗
弁
が
み
と
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、

(
第
二
部
)
と
い
う
も
の
で
あ
問
。
裁
判
所
は
こ
の
う

(1) 

フ
一
フ
ン
ス

(
原
告
国
)

の
受
諾
宣
言
に
付
さ
れ
て
い
る
自
動
的
留
保
を
援
用
す
る

を
認
め
た
が
、
パ
ド
ヴ
ァ
ン
(
』
・
切
回
丘
町
4
百
件
)
お
よ
び
リ
l
ド
(
』
・
開

-
m
g
a
の
両
裁
判

国際法における権利濫用の成立態様

ち
第
二
部
の
抗
弁
(
自
動
的
留
保
の
援
用
)

官
に
よ
っ
て
反
対
論
が
展
開
さ
れ
た
。
リ
ー
ド
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、

的
抗
弁
を
提
起
し
つ
つ
(
第
一
部
)
、
他
方
で
自
動
的
留
保
を
援
用
す
る

(
盟
)

点
に
お
い
て
権
利
濫
用
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
パ
ド
ヴ
ァ
ン
裁
判
官
も
か
か
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
行
動
に
み
ら
れ
る
自
己
矛
盾
に
権
利
濫

用
が
成
立
し
う
る
こ
と
を
示
唆
土
問
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ハ
ン
デ
ル
事
件
(
管
轄
権
・
一
九
五
九
年
)
に
お
け
る
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム

ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
一
方
で
裁
判
所
の
決
定
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
先
決

(
第
二
部
)

と
い
う
内
容
の
矛
盾
す
る
抗
弁
を
提
起
し
て
い
る

北法31(1・101)101

〆'、、

ス

の
主
張
に
も
類
似
の
見
解
が
み
ら
れ
る
。

彼
は
、

自
動
的
留
保
が
「
何
ら
か
の
有
効
性
を
も
っ
と
仮
定
し
た
と
し
て

イ
ス
側
弁
護
人
)

も
」
、
裁
判
所
に
は
文
明
諸
国
の
多
く
の
法
秩
序
で
認
め
ら
れ
て
い
る
「
裁
量
権
の
濫
用
」
を
伴
う
行
為
を
無
効
に
す
る
べ
き
任
務
が
課

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
同
様
の
見
方
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
航
空
機
撃
墜
事
件
(
一
九
五
九
年
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
提
訴
)
に
お
け
る
ア
メ
リ



説

は
自
動
的
留
保
を
援
用
し
裁
判
所
の
無
管
轄
を
主
張
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ー
ア

カ
の
主
張
に
あ
ら
わ
れ
る
。
ブ
ル
ガ
リ
ア

(
被
告
国
)

メ
リ
カ
は
紛
争
の
主
題
が
|
|
紛
争
発
生
後
の
当
事
国
間
の
交
渉
に
お
い
て

i
!明
ら
か
に
い
ず
れ
の
圏
内
問
題
で
も
な
い
と
取
扱
わ
れ

論

一
方
の
当
事
国
が
事
後
に
そ
の
主
題
を
国
内
問
題
と
し
て
「
怒
意
的
に

(
R
Z
R
2
ξ
)
性
格
づ
け
る
こ
と
は
許
さ
れ

ア
メ
リ
カ
は
そ
の
後
、
本
件
の
訴
え
を
取
り
下
げ
た
。
)

なて
いき
」た

とと
い き
うaに
。-v土

但
し

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
裁
判
所
規
程
の
当
事
国
は
相
互
主
義
の
原
則
に
基
づ
い
て
自
動
的
留
保
を
援
用
し
う
る
が
、
規
程
目
的
を
逸

脱
す
る
よ
う
な
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
「
権
力
濫
用
」
の
成
立
を
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
留
保
の
援
用
権

は
、
真
に
圏
内
問
題
で
あ
る
紛
争
の
主
題
を
裁
判
所
の
義
務
的
管
轄
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
の
み
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
「
権
力
濫
用
」
理
論
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、

訴
訟
の
進
行
過
程
あ
る
い
は
紛
争
付
託
前
の
交
渉

も
っ
と
も
、

の
過
程
で
、
紛
争
の
主
題
が
明
ら
か
に
国
際
法
の
問
題
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

倒
条
約
義
務
を
回
避
す
る
目
的
の
慣
習
法
上
の
権
利
行
使

国
際
法
は
、

国
家
が
慣
習
法
に
基
礎
を
お
く
権
利
を
自
己
の
条
約
義
務
を
回
避
す
る
目
的
で
行
使
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

こ
の
場

合
、
そ
の
国
家
の
権
利
は
条
約
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
主
題
に
直
接
に
は
関
連
し
な
い
。
し
か
し
、

回
避
す
る
目
的
で
行
使
さ
れ
る
と
き
に
は
、

こ
の
権
利
が
条
約
の
特
定
の
義
務
を

そ
の
行
使
は
決
し
て
無
制
限
に
合
法
と
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
条
約

の
相
手
国
に
一
定
の
権
益
(
条
約
義
務
に
対
応
す
る
)

を
認
め
よ
う
と
す
る
条
約
目
的
か
ら
逸
脱
す
る
「
権
力
濫
用
」
の
行
為
が
生
ず
る

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
チ
ェ
ン
(
切

-
n
Eロ
ぬ
)
に
よ
れ
ば
、

一
般
に
主
権
の
行
使
は
特
定
の
条
約
義
務
と
の
関
係
に
お
い
て
誠
実
に
あ
る

い
は
合
理
的
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、

権
利
行
使
」

そ
の
条
約
義
務
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
権
利
の
行
使
は
「
虚
偽
に
よ
る

(
骨
岳
写
5
巾
混
一
円
巳
忠
広
島
巴
ぬ
『
乙
で
あ
り
権
利
濫
用
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

シ
オ
ラ
(
「

ω
F
O】
守
間
同
)
は
、

よ
う
な
権
利
行
使
は
国
家
が
国
際
法
の
違
法
な
目
的
を
そ
れ
自
体
合
法
な
手
段
に
よ
っ
て
追
求
す
る
場
合
に
当
た
る
と
い
同
r

こ
こ
で

北法.'31(1・102)102

そ
の



は
、
か
か
る
「
権
力
濫
用
」
の
行
為
が
国
際
法
上
禁
止
さ
れ
う
る
こ
と
を
認
め
た
先
例
を
い
く
つ
か
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

の
一
つ
の
争
点
は
、
米
国
住
民
が
い
か
な
る
範
囲
で
イ
ギ
リ
ス

H
ア

メ
リ
カ
の
漁
業
条
約
に
基
づ
く
漁
業
の
自
由
を
享
受
し
う
る
か
で
あ
っ

U
V
そ
の
条
約
に
よ
れ
ば
、
米
国
住
民
は
イ
ギ
リ
ス
領
カ
ナ
ダ
の

沿
岸
で
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
魚
類
を
採
取
す
る
自
由
を
イ
ギ
リ
ス
国
民
と
同
様
に
享
受
す
る
と
さ
れ
た
(
第
一
条
)
。

常
設
仲
裁
裁
判
所
の
北
大
西
洋
沿
岸
漁
業
事
件
(
一
九

O
一
年
)

裁
判
所
は
こ
の
点
に

イ
ギ
リ
ス
は
ア
メ
リ
カ
の
同
意
な
し
に
そ
の
水
域
(
領
海
)
で
規
制
権
を
行
使
し
う
る
が
、
こ
の
規
制
は
漁
業
条
約
を
誠
実
に

履
行
す
べ
き
義
務
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
規
制
権
の
行
使
は
そ
の
条
約
に
基
づ
く

ア
メ
リ
カ
住
民
の
漁
業
の
自
由
を
聾
損
し
な
い
よ
う
な
合
理
的
な
範
囲
内
に
と
汗
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、

つ
い
て
、

本
件
は
イ
ギ
リ
ス
の
規
制
権
の
行
使
が
ア
メ
リ
カ
住
民
に
二
定
の
漁
業
の
自
由
か
-
認
め
る
べ
き
と
す
る
条
約
目
的
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
と

し
て
、
「
権
力
濫
用
」
の
成
立
を
認
め
た
先
例
で
あ
る
と
い
え
よ

M
r

(1) 

ま
っ
た
く
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
上
部
サ
ヴ
ォ
ア
と
ジ
ェ
ク
ス
の
自
由
地
帯
'
に
関
す
る
事
件
(
一
九
三
二
年
・
常
設
国
際
司
法
裁
判

国際法における権利濫用の成立態様

フ
ラ
ン
ス
は
ス
イ
ス
と
の
国
境
地
帯
で
関
税
障
壁
か
ら
免
除
さ
れ
る
自
由
な
地
帯
を
維
持
す
る
条
約

義
務
を
負
う
と
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
こ
の
義
務
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
「
権
力
濫
用
」
が
発
生
し
う
る
こ
と
に
論
及
し
た
。
裁
判

所
)
に
も
み
ら
れ
た
。
本
件
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
は
関
税
以
外
の
財
政
上
の
税
の
賦
課
お
よ
び
交
通
の
規
制
の
た
め
に
、

所
に
よ
れ
ば

そ
の
国
境
で
一
定
の
警
戒
線
を
設
け
る

フ
ラ
ン
ス
が
「
警
戒
線
と
い
う
口
実
の
も
と
に
関
税
障
壁
を
設
け
て
、

地
帯
を
維
持
す
べ
き
義
務
を
回
避
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
。

と
い
う
明
白
な
主
権
を
有
す
る
が
、

し
か
し

そ
の

(
自
由
な
)

北法31(1・103)103

オ
ス
カ

l
-
チ
ン
事
件
(
一
九
三
四
年
・
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
)

に
お
い
て
も
、

「
権
力
濫
用
」
理
論
の
適
用
可
能
性
が

そ
の
他
、

認
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
件
で
は
、
自
国
運
送
会
社
の
利
益
の
た
め
に
と
ら
れ
た
ベ
ル
ギ
ー
の
措
置
が
、

外
国
人
の
通
商
の
自
由
を
尊
重
す
べ
き
ベ
ル
ギ
ー
の
条
約
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
か
「
裁
判
所
は
そ
の



説

判
決
で
、
問
題
の
ベ
ル
ギ
ー
の
措
置
が
と
ら
れ
た
状
況
に
お
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
が
条
約
の
「
義
務
を
間
接
的
記
手
段
に
よ
っ
て
免
れ
よ
う

と
す
る
」
(
円
目

E
S
F
官同

ι
2
5
0苫
E
伝
吉
ロ

B
r・
脚
色
邑
巾
円

]
2
。

z-m阻
止
。
ロ
叩
)
意
図
を
有
し
た
か
否
か
を
問
題
に
し
て
、
「
権
力

論

し濫
な 用
か 」

つ理
た♀論
J}を

用
し、

Tこ。

但
し

裁
判
所
は
こ
の
理
論
の
適
用
に
よ
っ
て
、

ベ
ル
ギ
ー
の
措
置
が
「
権
力
濫
用
」
に
当
た
る
と
は
認
定

以
上
み
た
よ
う
に
、
条
約
の
目
的
を
逸
脱
す
る
「
権
力
濫
用
」
の
行
為
(
条
約
義
務
を
回
避
す
る
主
権
行
使
も
含
む
)

は
、
特
定
の
条

約
に
明
示
的
な
禁
止
規
定
が
な
い
と
き
で
も
、

そ
の
条
約
上
の
権
利
行
使
あ
る
い
は
そ
の
条
約
に
関
連
し
う
る
慣
習
法
上
の
権
利
行
使
に

つ
い
て
成
立
し
う
る
と
み
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
特
定
の
条
約
の
授
権
目
的
が
複
雑
・
不
明
確
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は

そ
の
条
約
義
務
の
内
容
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
場
合
に
は
、

な
お
議
論
の
余
地
が
の
こ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
認
定
上
の
問
題
は
あ

る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
な
タ
イ
プ
の
「
権
力
濫
用
」
行
為
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
条
約
の
目
的
・
義
務
を
勘
案
し
て
、

こ
の
目
的
を

逸
脱
す
る

(
義
務
を
回
避
す
る
)
行
為
が
国
際
法
上
禁
止
さ
れ
う
る
こ
と
を
実
際
に
認
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
1
〉

ω・
〉
・
仏
m
w
ω
E
x
r・
色
、
・
円
む
よ
匂
・
沼
市
w-

(

2

)

阿
部
泰
隆
、
前
掲
昔
、
八
六

l
八
七
頁
。
橋
本
公
豆
、
前
掲
論
文
、
四
五
頁
参
照
。

(

3

)

こ
の
点
は
、
第
二
章
、
三
・
伺
・

ωで
論
及
す
る
。

ハ
4
)
阿
部
泰
隆
、
前
掲
君
、
八
四
頁
。

(
5
〉
阿
部
泰
隆
、
前
掲
書
、
八
三

l
八
四
頁
。

(
6
〉
阿
部
泰
隆
、
前
掲
書
、
一
一
二
一
一
頁
。
橋
本
公
豆
、
前
掲
論
文
、
四
五
頁
参
照
。

(
7
〉
ω
・
〉
-
L
O
ω
日
x
y
口
、
・
門
戸
・
回
以
y
N
O
ω
N
E
-

(

8

)

第
二
章
、
三
・
伺
・
山
参
照
。

(

9

)

阿
部
泰
降
、
前
掲
支
出
、
一
七
一
一
良
。

三
-
舶
の
先
例
分
析
に
関
係
す

橋
本
公
一
旦
、
前
掲
論
文
、

四
五
頁
。

」
の
「
比
例
性
の
原
則
」
は
、
第
二
章
、

北法31(1・104)104
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Abuse of Rights in International Law (1) 

Tomohito USUKI本

The question of whether the notion of abuse of rights can be 

recognized in the international sphere has been a controversial sub-

ject in the science of international law. Some international lawyers， 

whose interpretation of its sources is too rigidly positivistic， have 

asserted that the doctrine of abuse of rights does not exist in positive 

law on the ground that the doctrine has not secured explicit accep・

tance by States. Some have also said that the doctrine would unju-

はlyemphasize the relativity of rights and would result， outside the 
judicial forum， in instability. 

However， international judicial decisions and the teachings of 

many publicists show three ways of exercising a right which are 

often unacceptable in international law. The exercise of State sove-

reign right may be considered abusive: (1) because of the malevolent 

intent of the States， (2) because of the improper purpose for which 

the State seeks to evade treaty obligations or rules of law (d邑tourne-

ment de pouvoir)， or (3) because the interests of other States inju-

riously affected is more socially important than the right exercised 

(unreasonable balance between the conflicting interests involved). In 

this artic1e， the author shows that the notion of abuse of rights under 

these three categories can be applied as a legal principle in interna-

tional law. In fact， an examination of judicial practice shows that 

it has frequently been necessary to prevent antisocial use of rights 

in international society. Thus， it may safely be said that the prohi-

bition of abuse of rights is a general principle of law， a part of the 

common stock of legal science， which enables International judicial 

organs to adjust the law to social changes. 
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